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第１章 調査の趣旨 
 
１．委託業務の目的 
我が国では、「第 3 期科学技術基本計画」（平成１８年３月２８日閣議決定）の下に、「科

学技術創造立国」を目指して諸施策を展開してきた。また、平成 23 年度からの「第４期科

学技術基本計画」においては、「世界と一体化した国際活動の戦略的展開」が重要政策の一

つとして位置づけられているほか、具体的な推進方策として、「国は、東アジア共同体構想

の一環として、『東アジア・サイエンス＆イノベーション・エリア構想』を推進する」とし

ている。加えて、「新成長戦略」（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）では、「『トップレベル頭

脳循環システム（仮称）』の構築」や「東アジア・サイエンス＆イノベーション・エリアの

構築」などが示されている。 
 これらを踏まえ、本委託業務においては、アジア諸国（特に中国）の研究者の受入れを

通じて、以下の観点から、我が国の研究者受入れ状況等の調査を行い、内外の研究者の研

究活動の活性化や国際共同研究のための研究者受入れ体制、研究者ネットワークの強化に

向けた課題を分析しとりまとめを行う。  
 
１） アジア諸国をはじめとした外国人研究者が我が国で研究活動を行う上でのより良い環

境作りの成功事例と諸課題 
２）我が国で研究活動を行うアジア諸国の研究者が帰国後に我が国の受入研究機関との継

続的・発展的な交流促進に携わる上での成功事例と諸課題 
３）アジア諸国の研究者が中心となって国際共同研究計画書を立案するためのネットワー

ク形成や研究活動の支援のための諸課題  
 
具体的な調査内容としては、大きく次の２つに分けて行う。 
 

（１）中国政府派遣研究員関係（項目のみ） 
①中国政府派遣研究員の受入れ 
②生活・研究の円滑化への支援 
③日中間対話の実施 
④帰国後の活動に資する体験の実施 
⑤帰国した中国政府派遣研究員等への調査 
⑥中国政府派遣研究員及び受入研究者・受入研究機関への調査 
 
（２）外国人研究者受入調査（一般） 
⑦外国人研究者受入についての調査  
・優秀な外国人研究者を我が国へ呼び込むための施策の検討に向けた現状の把握のために、

全国の研究機関からのヒアリングやアンケートを通じて成功・失敗事例の収集・分析を実

施する。さらに、調査の結果を踏まえ、優秀な外国人研究者の受入れのための方策等につ

いて議論するため、有識者や国際業務担当者等から成る委員会を設け、検討内容をとりま

とめる。 
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・上記①から⑥の中国を中心とした調査研究と整合がとれ比較対照しやすいデータを収集

し、分析に資するよう努めるものとする。 
・具体的な研究機関へのヒアリング及びアンケート項目・内容については、文部科学省と

協議する。 
 
 本別冊報告書では、上記調査内容の内、（２）の「外国人研究者受入調査（一般）」につ

いてその調査結果を報告するものとする。 
 
２．調査業務の概観 
 本年度調査に当たっては、外国人研究者受入調査について過去文部科学省の行ってきた

各種調査、またＪＩＳＴＥＣなどが行ってきた調査を概観して、既存の調査結果を十分活

用して効果的効率的な調査を行うこととした。以下、本調査が参考にした調査を掲げる。 
 
（１）文部科学省科学技術政策研究所は研究環境などを巡る定点調査を継続して行ってお

り、特に最近では「科学技術分野の状況に係る総合的意識調査（定点調査 2010）」（ＮＩＳ

ＴＥＰレポートＮｏ１４６／２０１１．５．）の一部で外国人研究者の研究環境を巡る調査

結果をまとめている。 

 

（２）外国人研究者受入調査を主目的とした調査としては、文部科学省からの委託により

次のような調査が行われた。 

①「研究環境国際化の手法開発」（１５年度、１６年度） 

国内の研究機関・海外の大学等研究機関を対象としたアンケート調査、文部科学省プログ

ラム（サマープログラム、中国政府派遣研究員）経験者を対象とした調査、キャリアアッ

ププログラム職員海外派遣、国内海外有識者ヒアリング、国内・海外研究機関視察、成果

報告会等を実施した。 

②「外国人研究者とのネットワーク構築に係る調査研究」（１７年度、１８年度） 

中国政府派遣研究員の受け入れ、オリエンテーション、アンケート調査、名簿の作成、中

国委員会との協議、ガイドブックの作製、受け入れている大学の視察調査、来日した同研

究員の状況調査等を実施した。 

③「アジアにおける国際活動の戦略的推進のための外国人研究者受入れ促進手法開発」（１

９年度～２１年度） 

中国政府派遣研究員の受け入れ、アンケート調査、受け入れている大学の視察調査、オリ

エンテーションと相談、日中対話、帰国後のフォローアップ、帰国後の活動に資する体験

の実施（研究所・企業訪問）、調査（国内・海外・北京・民間企業調査）等を実施した。 

 

（３）上記（２）の総合的な調査と並行して、個別の大学の国際戦略を強化するため、文

部科学省からの委託により「研究環境国際化の手法開発（大学国際戦略本部強化事業）」（文

部科学省委託・１７年度～２１年度ＪＳＰＳ・ＪＩＳＴＥＣ共同受託）が実施され、その

際、大学国際戦略本部強化事業対象２０大学等を含めた２３４機関に「大学等における全

学的な国際化推進に関する調査」を実施した（内容は第３章第１項で詳説）。その際、東京
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大学、一橋大学、会津大学、早稲田大学、自然科学研究機構の５機関より「外国人研究者

等の受け入れの改善」について報告が行われている。 
 

（４）筑波研究学園都市における外国人研究者用宿舎の整備・利用状況、ニーズ等を調査

するとともに、研究機関で外国人研究者受入時の課題等を分析・検討する目的で、「筑波研

究学園都市外国人研究者住宅調査」（文部科学省委託・２２年度ＪＩＳＴＥＣ受託）が実施

された。具体的には、筑波研究学園都市に所在する研究機関アンケート・インタビュー、

それら研究機関に所属する研究者へのアンケート・インタビューを実施し、宿舎の整備状

況、宿舎に対する要望、外国人研究者招へい計画の調査を行った（調査中に３・１１東日

本大震災が発生し、震災関連の被災の状況の調査も行った）。調査結果の一部は今回調査に

活用した（第５章第３項関係）。 
 
（５）東日本大震災を踏まえ、震災／情報弱者となり易い外国人研究者への緊急時支援に

ついて研究機関等に既存するマニュアルの内容を調査し、有用なマニュアルのモデルを検

討するとともに、被災地での情報伝達の実例を調査し、あるべき情報経路を検討するため、

ＪＩＳＴＥＣにおいて「外国人研究者のための震災支援マニュアルおよび情報伝達に関す

るモデル開発」（渡辺記念会助成・２３～２４年度）」を開始した。具体的には、①震災支

援マニュアルの調査・検討、②震災時の情報伝達に関する実例調査、③マニュアルと適切

な情報提供の複合的検討を行うこととしており、調査結果の一部は今回調査に活用した（第

５章第２項関係）。 
 
（６）外国人研究者支援業務を実施するに当たっては、特に医療関係の支援業務に伴う支

援業務に伴う不適切な指示や誤翻訳、住宅関係におけるトラブルは、重大な問題となるこ

とが予想され、このため、従来体系的に検討されてこなかった外国人研究者の生活支援に

関するする法的問題（特に労働法、医療法、個人情報保護法等）について調査するためＪ

ＩＳＴＥＣにおいて「外国人研究者の生活支援及び住宅支援における法的問題の調査研究」

（渡辺記念会助成・２３年度）を実施しており、調査結果の一部は今回調査に活用した（第

５章第１項関係）。 
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第２章 調査の方法 
 
１． 調査対象機関 

調査対象とする機関は文部科学省と協議検討し、次の基準より 310 機関を選定した。 
① 大学については文部科学省委託事業「研究環境国際化の手法開発」（平成 17 年度～

平成 21 年度）において実施された最終アンケート調査の対象とした 232 大学。 
② 研究開発法人指定の研究機関（ファンディングの性格が強い JST、JSPS を除く）。 
③ 研究開発法人に指定されない国立研究所、独立行政法人については理系の研究機関

であり平成 23 年度科研費採択機関であること。 
④ 民間法人については三菱総合研究所が実施していた「平成 23 年度文部科学省にお

ける基本的な政策の立案・評価に関する調査研究（研究者に対する東日本大震災の

影響調査）」の調査対象法人より、平成 23 年度科研費に採択されている法人。 
 

２． 調査の手段 
（１） アンケート 
  回答と集計の効率化を図るため、アンケートは WEB 方式を用いた。 

アンケートは A、B の 2 種類に分け、上記①の 232 機関はアンケート B のみ、②、

③、④の 78 機関についてはアンケート A、B 両方への回答を依頼し、いずれかのアン

ケートページへアクセスするようガイドした。 
● アンケート A 

先の「研究環境国際化の手法開発」において外国人教員、研究者の受入れに関する

アンケートを上記①（232 大学）に対して行ったことから、②、③、④の 78 機関

に対し、同様の調査をアンケート A として実施した（本調査への回答後、次のアン

ケート B へアクセスする）。 
● アンケート B 

文部科学省と協議の上、アンケート A で聞いた項目を広角かつ詳細に掘り下げた質

問を設定した。 
 
（２） ヒアリング 

   受入支援に関する具体的な事例やワンストップセンターの体系整備についての事例、

各種マニュアルや HP 情報の収集を行うべく、WEB アンケート B の回答結果等から国

際化への促進が顕著と思われる 10 機関を訪問しヒアリング調査を実施した。 
    
３． 回答集計 

 WEB アンケートの回答は CSV ファイルに蓄積されるため、集計は Excel 上で行っ

た。得られた回答について全体的な集計を行った後、環境因子等の影響についても分

析すべく、顕著な属性別に次のソート集計を行った。 
● 外国人研究者受入数別 

100 名以上の研究者を受け入れている 27 機関 対 受入数 99 名以下の 181 機関

（無回答 26 機関は除外） 



 
5 

● 競争的資金取得別 
国際展開を推進するための競争的資金として代表的な“大学国際戦略本部強化事

業”、“世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）”、“大学の国際化のためのネ

ットワーク形成推進事業（グローバル３０）”、“博士課程教育リーディングプログ

ラム”のいずれかに採択された 29 機関 対 非採択 183 機関 
● ワンストップセンター設置の有無別 

アンケート B 回答よりワンストップセンターを“有”とした 41 機関 対 “無”

とした 191 機関（“整備中”と回答の 2 機関は除外） 
● 地域別 

国際戦略総合特区に指定された地域より大学・研究機関が集中しているとみられる

つくば地域 16 機関 対 京阪神地域 30 機関 対 愛知・岐阜 13 機関 対 その

他地域 175 機関 
● 被災別 

2011.3.11 の大震災にて被災したと認識回答した 51 機関 対 非被災 183 機関 
 

４．関連情報・調査結果の収集・分析 
  ●関連情報の収集 

外国人研究者受け入れに関する情報を収集した。 
  ●関連調査結果の収集 

外国人研究者受け入れに関連する最近の調査で有用な調査結果を収集し活用した。

具体的には、「筑波研究学園都市外国人研究者住宅調査」（文部科学省よりＪＩＳＴＥ

Ｃへ委託・２２年度）、「外国人研究者の生活支援及び住宅支援における法的問題の調

査研究」（渡辺記念会助成によりＪＩＳＴＥＣ実施・２３年度）、「外国人研究者のため

の震災支援マニュアルおよび情報伝達に関するモデル開発」（渡辺記念会助成によりＪ

ＩＳＴＥＣ実施・２３～２４年度）等を活用した。 

 
５．外国人研究者受け入れ調査検討会における検討 
  上記資料を踏まえ、外国人研究者受け入れに関する識見を有する専門家よりなる外国

人研究者受け入れ調査検討会を開催し、総合的な検討を行った。 
  
  委員一覧 

委員 大江田 憲治 理化学研究所 理事（国際担当） 
委員 作田  宏一 産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 国際部長 
委員 下村  理 高エネルギー加速器研究機構 理事 
委員 洪    政國 東京大学 国際本部 特任教授・国際交流推進員 
委員 室町  英治 物質・材料研究機構 理事 
委員 米澤  彰純 名古屋大学大学院 国際開発研究科 准教授 
事務局 國谷  実 科学技術交際交流センター 専務理事 

（委員・五十音順） 
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第３章 機関アンケート調査とその結果 

 

第１項  機関アンケート調査Ａとその結果 

 

今回調査においては、機関アンケート調査をＡ票とＢ票を使って実施しているが、以下では

Ａ票に係る調査について記述する。 

文部科学省では、 「研究環境国際化の手法開発（大学国際戦略本部強化事業）」（１７年

度～２１年度ＪＳＰＳと共同受託）では、２００８年に大学２３４機関（回答１９２機関、回答

率８２％）に対するアンケート調査を行い最終報告に取りまとめて報告している。アンケ

ート項目は次のとおりである。 
 

［設問大事項］ 
①国際的なビジョン、ミッション、目標 
②全学的な本部・機構組織 
③国際化に対する評価体制 
④国際化を推進するための外部資金 
⑤大学間交流協定締結 
⑥国際的な大学間コンソーシアムへの加盟 
⑦海外への教職員派遣 
⑧国際関連業務担当職員の評価 
⑨外国人教員、研究者の受け入れ 
⑩海外拠点の整備 
 
多くは、大学のマネジメントに関わる質問であるので、今回調査では、独立行政法人や

民間研究機関と共通の指標となる「⑨外国人教員、研究者の受け入れ」について、独立行

政法人や民間研究機関７８機関（回答５９機関回答率７５％）に対しほぼ同様の質問を行

った。２００８年大学調査に対し、２０１１年に実施した調査であるので、大きな傾向は

変化していないと思われる。 
 結果的には 
①「十分対応・対処できている」がすべての項目において独法等調査が大学国戦調査を上

回った、 
②「十分対応・対処できている」と「ある程度対応・対処できている」を併せた数字は独

法等調査と大学国戦調査で全体的には拮抗した数字となっている、 
③「対応・対処できていない」がすべての項目において大学国戦調査が独法等調査を上回

った、 
となっており、独立行政法人や民間研究機関は２極分化が激しいことが分かる。 
なお調査票Ｂが詳細な調査であるのに対し、調査票Ａはマクロな項目となっているので、

調査票Ａと調査票Ｂで回答に齟齬の出ている部分もある。本調査では具体的な実情の分析

には主に調査票Ｂのデータを使った。 
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［設問小事項］ 
問９ 外国人教員、研究員の受入れについて（外国人教員、研究員支援のための環境整備

の状況（非常勤、客員、訪問等を含め全体を対象））     
     
a.英語での対応が可能な職員の配置     
b.受入れ手続きのマニュアル化・システム化    
c.国際公募制度による外国人教員の採用    
d.外国人研究員に関するホスト教員への負担軽減   
e.外国人教員・研究員用宿舎     
f.ビザなどの入国・在留に係る行政手続きサポート   
g.給与、手当、福利厚生等人事面の情報提供  
h.日本語学習機会の提供      
i.研究に資する図書館、資料室、ＩＴ環境等の国際化、多言語化 
j.研究資金へのアクセス・申請支援     
k.事務手続き等の学内ワンストップサービス    
l.生活情報提供等の生活支援     
m.家族への支援（配偶者の日本語教育、子供の保育・教育等）    
n.研究者間のネットワーキング機会の提供    
o.地域社会との交流機会の提供     
p.その他  
 
 
[調査結果] 

 

【回答者情報】 

アンケート配布数 78 機関 

全体回収率 75.6％ 

機関回収率 74.3％ （（※1）１機関は２部署より回答） 

属性 独立行政法人 29 機関 （7機関） ※1 

国立研究機関 7 機関     

その他 23 機関 （不特定１機関含む） 

回答機関合計 59 機関 （内匿名希望 6機関） 
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【集計結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

研究環境国際化の手法開発（大学国際戦略本部強化事業）最終報告書 巻末付録 

「大学等における全学的な国際化推進に関する調査」より 

 

  

機関アンケートA　：　外国人教員、研究員支援のための環境整備の状況について　（ｎ＝59） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

A-1 英語での対応が可能な職員の配置 13 22 27 46 7 12 5 8 7 12 59 100

A-2
受け入れ手続きの

マニュアル化・システム化
12 20 15 25 10 17 11 19 11 19 59 100

A-3 国際公募制度による外国人教員の採用 8 14 8 14 10 17 2 3 31 52 59 100

A-4
外国人研究員に関するホスト教員への

負担軽減
5 8 6 10 27 46 2 3 19 33 59 100

A-5 外国人教員・研究員用宿舎 9 15 16 28 11 19 1 1 22 37 59 100

A-6
ビザなどの入国・在留に係る

行政手続きサポート
15 25 16 28 10 17 2 3 16 27 59 100

A-7
給与、手当、福利厚生等人事面の

情報提供（規則・様式等の英語版整備）
6 10 11 19 9 15 11 19 22 37 59 100

A-8 日本語学習機会の提供 7 12 8 14 15 25 7 12 22 37 59 100

A-9
研究に資する図書館、資料室、IT環境等の

国際化、多言語化
5 8 17 29 17 29 5 8 15 26 59 100

A-10 研究資金へのアクセス・申請支援 7 12 11 19 17 28 5 8 19 33 59 100

A-11
事務手続き等の

学内ワンストップサービス
8 14 5 8 23 39 7 12 16 27 59 100

A-12 生活情報提供等の生活支援 10 17 9 15 19 33 5 8 16 27 59 100

A-13
家族への支援（配偶者の日本語教育、

子供の保育・教育等）
7 12 5 8 15 25 8 14 24 41 59 100

A-14 研究者間のネットワーキング機会の提供 5 8 11 19 21 36 5 8 17 29 59 100

A-15 地域社会との交流機会の提供 5 8 2 3 15 26 13 22 24 41 59 100

A-16 その他（自由記述） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ―

項　　目

対応・対処の程度

合　計十分対応・

対処できている

ある程度対応・

対処できている

どちらとも

言えない

あまり対応・

対処できていない

対応・対処

できていない
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第３章 第２項  機関アンケート調査Ｂとその結果 

 
第１節 全体的概要 
 
Ⅰ．回答機関について 
主要大学、独立行政法人研究機関等 310 機関にアンケートを配布し、234 機関（75.5％）

から回答。大学国際戦略本部強化事業対象 20 機関については 16 機関から回答。 
調査期間中の対象機関の受け入れ研究者数は 14,360 名であった。（文部科学省調査によれ

ば、平成２１年度の通年の受け入れ者数は 41,251 名） 
また、今回東日本大震災を踏まえて地震等の緊急時対応についての調査を行ったが、回答

234 機関のうち被災機関は 51 機関であった（東北大学等の大きな被害をこうむった機関は

調査対象より外した）。 
 
Ⅱ．外国人研究者の生活支援について 
１．ワンストップセンターについて 
生活支援のためのワンストップセンターを設置している機関は１７％と低い。 

 
 

▲ワンストップセンターを設置する機関の大半が、国際や外国人留学生を冠した部局（部・

課・センター・チーム・オフィスあるいは担当者）が当たっている。このほかには、総務・

業務・研究支援等の部局が当たっている例も一部あった。日本人を含めた支援を行ってい

ると思われる。 

 
２．マニュアルの整備・研修について 
外国人研究者支援職員向けのマニュアルを整備している組織は１０％と低い。ただし整備

中の機関が６％ある。 
外国人研究者向けのハンドブックなどを整備している組織は２４％で低い。ただし整備中

の機関が６％ある。 
外国人研究者支援職員向けの研修を行っている組織は９％と低い。 
外国人研究者向けの研修を行っている組織は４％とさらに低い。 
組織内の事務的資料の外国語翻訳は１６％と低い。 
 

有

17%
無

82%

整備中

1%

外国人研究者の支援のため、一括的相談窓口となる

ワンストップセンターを設置している （全体）
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▲職員向け研修については英会話研修と国際業務研修が多かった。中には、事務職員の海

外研修を行っている例も見られた。特殊な研修では、入管協会での在留資格等の申請取次

研修や、異文化理解セミナーも行われている。 

▲外国人研究者向け研修は研究者向けオリエンテーションの実施が多く、日本語研修もあ

るが多くはない。特殊なものでは、バイオセーフティ講習会、動物管理講習会、セキュリ

ティ講習会を行っている機関もあった。 

 
３．連絡名簿 
連絡名簿を作成している組織は１５％と低い。特に５１％以上の捕捉率を確保している機

関は９％であった。 

 

 
４－１．生活支援の内容について（程度） 
ビザ手続き、入居手続き、住環境（電気、ガス、水道、電話開設等）の整備については行

われているのが５０％以上である。 
自動車関係の支援、子弟就学の支援、日本語教育の支援は逆に７０％以上が十分行われて

いない。 

10%

84%

6%
24%

70%

6%

マニュアル/ハンドブックの

整備状況 （全体）

有

無

整備中

職員向け

外国人研究者
向け

9%

90%

1%
4%

95%

1%

研修の実施状況 （全体）

有

無

整備中

職員向け

外国人研究者
向け

有

15%
無

82%

整備中

3%

従前の在籍外国人研究者を含めた

連絡名簿の作成状況 （全体）

10%以下

10%

31～50％
2%

51％以上

9%

不明

（無含む）

79%

連絡名簿の捕捉率
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▲生活支援項目の中では、子弟就学は入学・入所手続きのサポートと言われるが、具体的

には、説明会の実施や学校に関する情報の提供、資料の配布、入学・入所に必要な資料の

作成、各種証明書発行の補助、その他の同行及び付添、さらにはこれらと常に関連する翻

訳が行われる。特殊なものでは、教育ローンのサポートや様々な減免措置の実施の支援も

含まれる。 

▲緊急時対応では、連絡についてはあらかじめ連絡網を整備し、必要な連絡をすることと

している。病院警察対応については病気への処置のための救急車手配、病院への同行など

を行うこととされている。このほか、労災や一時帰国に係る支援が実施されている。 

▲アンケートによる質問項目以外は各機関で実施されている回答はあまりなく、付け加え

るべき生活支援項目としては「生活情報一般の提供」の回答があった。 
 
４－２．生活支援の内容について（主たる対応者） 
ビザ手続きは機関の担当部局の実施する割合が最も高い（４０％）。 
入居手続き、緊急時対応はホスト研究者の実施する割合が最も高い。 
住環境の整備、診療手配、銀行関連、自動車関係の支援、子弟就学の支援、日本語教育は

研究者自ら（友人、ボランティアを含む）の実施する割合が最も高い。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居のための住宅手配

電気、ガス、水道、電話開設等

ビザ手続きへの支援

診療のための手配

自動車関連の手続き支援

銀行関連の手続き支援

子弟就学への手続き支援

日本語教育への支援

事故等緊急時の対応の支援

具体的生活支援への対応・対処の程度 （全体）

十分

行われている

行われている 必ずしも

十分でない

行われていない
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５．教育 
インターナショナルスクールの手当てのされている組織は７％と低い。 

 
 
６．外国人人研究者用宿舎 
何らかの外国人人研究者用宿舎が手当てされている機関は５８％であった。 

 
 
 
Ⅲ．地震等の緊急時対応について 
１．地震等災害時における情報に関する意思決定者・情報伝達責任者 
地震等災害時における情報に関する意思決定者・情報伝達責任者の具体的職名を尋ねたと

ころ次のような回答が得られた。 

（１）地震等災害時における情報に関する意思決定者 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居関係

住居環境整備

ビザ手続き

診療関連

自動車関係の手続き等

銀行関連

子弟就学関係

日本語教育関係

事故等緊急時

具体的生活支援の主たる対応者

機関の

担当部局

ホスト

研究者/室
外部機関への

委任・委託

研究者自ら（含：友人・ボランティア等）

有

7%

無

83%

不明

10%

機関が紹介できるインターナショ ナルスクール

や外国人の子弟を受入れる学校がある（全体）

有

58%
無

41%

整備中

1%

保有宿舎の有無 （全体）
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１）地震等災害時における情報に関する意思決定者は組織に応じてさまざまであるが、具

体的な職名を上げた機関では次のような結果となった。 

○組織の最高責任者 
理事長、学長、学園長、機構長、研究所長などで、調査機関の過半数を占めている。 

○担当役員 
副理事長、理事又は副学長 

○危機管理部局長 
危機管理対策本部長（これらの中には理事長、副理事長、学長、理事が兼ねるものがあ

ると思われる） 
○管理部門長 

総務部長、事務局長、学部長等 
２）回答の中には、通常、全体的な情報に関する意思決定をするのに適当と思われない職

名や未措置を回答したものもあった。 
○国際担当 

国際交流センター長、ホスト研究者等 
○未措置 
いない（４２機関１８％）、検討中（１９機関８％）であった。 

 
（２）地震等災害時における外国人研究者に対する情報伝達責任者 
１）地震等災害時における外国人研究者に対する情報伝達責任者は組織に応じてさまざま

であるが、具体的な職名を上げた機関では次のような結果となった。外国人研究者が日ご

ろ接触している研究部門と、国際部門・管理部門が多かった。 

○研究担当者又は役員 
ホスト研究者、研究所長、学科長、学部長、理事（研究担当） 

○国際担当 
国際センター長、国際部長、国際企画課長 

○管理部門 
事務局長、総務部長 

○緊急時担当部局 
リスク管理担当理事 

２）回答の中には、組織の最高責任者を上げたものもあり具体的な連絡システムが不明で

ある。このほか未措置を回答したものもあった。 
○学長 

理事長、学長、機構長 
○未措置 

いない（８１機関３５％）、検討中（２４機関１０％）であった。 
 
２．緊急時対応マニュアルの整備 
外国人研究者支援職員向けの緊急時を含むマニュアルを整備している組織は３％（独立し

たマニュアル作成は６％。以下同様）と低い。ただし整備中の機関が５％（３％）ある。 
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外国人研究者向けの緊急時を含むハンドブックなどを整備している組織は１２％（４％）

で低い。ただし整備中の機関が５％（３％）ある。 
外国人研究者支援職員向けの緊急時を含む研修を行っている組織は３％（１％）と低い。 
外国人研究者向けの緊急時を含む研修を行っている組織は１％（１％）とさらに低い。 
 

 
 
 
３．緊急時対応の問題の有無について 
１）平均回答では大半の項目（物損、水道、下水道、電気、ガス等）については問題がな

いという回答が多かった（１０％代）が、安否確認については問題がありと言う回答が３

６％であった。安否確認を除き、全体を通じて不明という回答が、３０～４０％であった。 

 

 
２）被災機関（５１機関）については、必ずしも十分に機能しなかったと回答した機関（３．

参照）ではほとんどの項目において問題ありが２０％前後を占めた。 
特に安否確認については全被災機関の５７％において問題があったと回答されている。非

3%

92%

5%
12%

83%

5%

緊急時対応を含むマニュアルの

整備状況 （全体）

有

無

整備中

職員向け

外国人研究者
向け

3%

96%

1%

1%

97%

2%

緊急時対応を含めた

研修の実施状況 （全体）

有

無

整備中

職員向け

外国人研究者
向け

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

外国人研究者や家族の安否確認

宿舎建物や家具等諸設備の物損

水道

下水

電気

ガス

電話

宿舎エレベーター

飲料水等諸物資の貯蔵

外国人研究者が居住する住居の安全及び機能維持に関する問題の有無 （全体）

問題有 問題無 不明
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被災機関（１８３機関）では問題ありは被災機関の半分ほどの回答であった。 

 
 
４．情報伝達について 
緊急時における情報の意思決定者がいる機関は７４％である。 
緊急時における外国人研究者に対する情報伝達責任者は５５％が確保されている。 
 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

●外国人研究者やその家族の安否確認

（被災機関）

（非被災機関）

●宿舎建物や家具等諸設備の物損

（被災機関）

（非被災機関）

●水道設備

（被災機関）

（非被災機関）

●下水設備

（被災機関）

（非被災機関）

●電 気

（被災機関）

（非被災機関）

●ガ ス

（被災機関）

（非被災機関）

●電 話

（被災機関）

（非被災機関）

●宿舎エレベーター

（被災機関）

（非被災機関）

●飲料水等諸物資の貯蔵

（被災機関）

（非被災機関）

外国人研究者が居住する住居の安全及び機能の維持に関する問題の有無

問題有 問題無 不明

有

74%無

18%

検討中

8%

地震等災害時における

情報に関する意思決定者の有無（全体）

有

55%

無

35%

検討中

10%

外国人研究者に対する

情報伝達責任者の有無（全体）
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連絡手段については、 
１）合同宿舎については、４７％が手当てされているが４０％では未手当てであった。

伝達方法は、①携帯電話、②通常電話、③インターネット、④戸別訪問という順番で

あった。特に被災機関における宿舎にあっては告知版や個別訪問の割合が高かった。 
２）民間アパートについては、４０％が手当てされているが４３％では未手当てであっ

た。 
伝達方法は、①携帯、②通常電話、③インターネットという順番であった。 

 

 
 
地域のボランティアなどの支援については、ありが１２％、なしが４４％、不明が４４％

であった。 

 

 

▲緊急時の宿舎の問題点は安否確認や情報連絡の不備が圧倒的に多かった。具体的には、

停電による支障、携帯電話の不通、帰宅時の際の連絡困難、放送が事務室には流れるが居

室には流れない、もともとの宿舎利用者の正確な人員数と連絡網の不備などがあげられた。

意思決定後の翻訳のための時間ロス、マニュアルの不整備もあげられていた。（情報以外

では、非常用物品の不備、帰国してしまった研究員の荷物や家賃の処理問題が回答された。） 

▲緊急時の民間アパートの問題点としては、宿舎の問題点とおおむね同じであるが、宿舎

にいない研究員との連絡はそれ以外に比べ取りにくかったこと、情報管理の観点から連絡

先の確保が難しかったことが回答されている。 

 
５．今回の地震で被害を受けた機関の状況 
被災機関においては緊急時対応が今回の地震で十分機能したという回答は４８％、十分で

はなかったという回答が５２％と上回った。 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

宿舎などの合同住宅居住者に対する外国語による連絡手段

民間アパートなどの分散居住者に対する外国語による連絡手段

地震等災害時における連絡手段の有無 （全体）

有 無 不明

有

12%
無

44%

不明

44%

外国人研究者に対する

地域における緊急時対応の有無 （全体）
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第２節 属性別概要 
外国人研究者受け入れ調査Ｂ表を顕著な属性に応じて分析を行ってみた。機関の性格別

の特性と地域別の特性に分けて記述する。 
 
１．機関の性格別の特性 
外国人研究者受入数別（１００名以上、９９名以下）、競争的資金取得別（国際戦略本部事

業、ＷＰＩ、グローバル３０、リーディングプログラム）、ワンスストップセンター設置の

有無別にみると顕著な差が見えた。特に、競争的資金取得別でその性格が顕著である。分

野別でも差がみられると思われるが、多くの大学研究機関が、分野については多分野にわ

たって研究を実施しているために今回のような概括的な調査で調べるのは困難であった。 
 
１）外国人研究者受入数別では、受入数の高い機関ほど、ワンストップセンター設置率、

マニュアル及び研究者向けハンドブック等の整備率は高い。特に、機関内事務的資料の翻

訳状況は９９名以下との差が顕著であった。 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

緊急時対応は今回の震災で十分機能したか

緊急時対応として、特に震災等の情報伝達

に関し、十分機能したか

東日本大震災で被害を受けた機関の当時の状況について （被災５１機関 抽出）

機能した 十分ではなかった 機能しなかった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 受入数 100名以上

② 受入数 99名以下

【受入数別】 ワンストップセンター設置の有無

有

無

整備中

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 受入数 100名以上

② 受入数 99名以下

【受入数別】 支援職員用マニュアルの有無

有

無

整備中

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 受入数 100名以上

② 受入数 99名以下

【受入数別】 外国人研究者用ハンドブック/ホームページの有無

有

無

整備中
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受入数が 99 名以下の機関では各支援への対応・対処はいずれも十分ではなかったが、特に

住居環境の対応および事故等緊急時の対応が行われていないという回答が多かった。 
 

 
 

 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 受入数 100名以上

② 受入数 99名以下

【受入数別】 機関内事務的資料の翻訳の有無

有

無

整備中

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居のための住宅手配

電気、ガス、水道、電話開設等

ビザ手続きへの支援

診療のための手配

自動車関連の手続き支援

銀行関連の手続き支援

子弟就学への手続き支援

日本語教育への支援

事故等緊急時の対応の支援

【受入数別】 受入数100名以上における各支援への対応・対処の程度

十分

行われている

行われている 必ずしも

十分でない

行われていない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居のための住宅手配

電気、ガス、水道、電話開設等

ビザ手続きへの支援

診療のための手配

自動車関連の手続き支援

銀行関連の手続き支援

子弟就学への手続き支援

日本語教育への支援

事故等緊急時の対応の支援

【受入数別】 受入数99名以下における各支援への対応・対処の程度

十分

行われている

行われている 必ずしも

十分でない

行われていない



 
19 

２）競争的資金取得別にみると、ワンストップセンター設置状況は競争的資金獲得機関の

方が高い。WPI に関していえば（回答機関においては）100％である。 

 

 
支援職員向け、外国人研究者向け各種マニュアルについて、非獲得機関の整備状況は芳し

くない。職員向けマニュアル、研究者向けハンドブック、機関内事務的資料の翻訳で圧倒

的な遅れを取っている。 
 

 

 

 
 
具体的各支援への対応・対処は競争的資金獲得機関が非獲得機関よりも十分対応している。

全般的に入居手配・住宅環境の整備に対する対応について、競争的資金獲得機関ではおお

およそが対応している。非獲得機関ではおよそ半数が充分な対処を出来ていない。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｉ 非採択183機関

ＩＩ 採択29機関

（参考） ＩＩ－① 国戦

（参考） ＩＩ－② ＷＰＩ

（参考） ＩＩ－③ Ｇ３０

（参考） ＩＩ－④ ＬＰ

【競争的資金取得別】 ワンストップセンター設置の有無

有

無

整備中

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｉ 非採択183機関

ＩＩ 採択29機関

（参考） ＩＩ－① 国戦

（参考） ＩＩ－② ＷＰＩ

（参考） ＩＩ－③ Ｇ３０

（参考） ＩＩ－④ ＬＰ

【競争的資金取得別】 職員向けマニュアルの有無

有

無

整備中

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｉ 非採択183機関

ＩＩ 採択29機関

（参考） ＩＩ－① 国戦

（参考） ＩＩ－② ＷＰＩ

（参考） ＩＩ－③ Ｇ３０

（参考） ＩＩ－④ ＬＰ

【競争的資金取得別】 外国人研究者向けマニュアルの有無

有

無

整備中

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｉ 非採択183機関

ＩＩ 採択29機関

（参考） ＩＩ－① 国戦

（参考） ＩＩ－② ＷＰＩ

（参考） ＩＩ－③ Ｇ３０

（参考） ＩＩ－④ ＬＰ

【競争的資金取得別】 機関内事務的資料の翻訳の有無

有

無

整備中
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ビザ手続きについても入居関係と同様。 
銀行関連は資金獲得機関において必要な支援として過半数が対応しているが、非獲得機関

においては十分とは言い難い。 
事故等緊急時の対応は全体的に競争的資金獲得機関の対応程度の方が高い。 
 

 

 
 
３）ワンストップセンター設置の有無別にみると、マニュアル及び研究者向けハンドブッ

ク等の整備状況は整備中も含めワンストップセンターを持つ機関がリードする。 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居のための住宅手配

電気、ガス、水道、電話開設等

ビザ手続きへの支援

診療のための手配

自動車関連の手続き支援

銀行関連の手続き支援

子弟就学への手続き支援

日本語教育への支援

事故等緊急時の対応の支援

【競争的資金取得別】 採択29機関における各支援への対応・対処の程度

十分

行われている

行われている 必ずしも

十分でない

行われていない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居のための住宅手配

電気、ガス、水道、電話開設等

ビザ手続きへの支援

診療のための手配

自動車関連の手続き支援

銀行関連の手続き支援

子弟就学への手続き支援

日本語教育への支援

事故等緊急時の対応の支援

【競争的資金取得別】 非採択183機関における各支援への対応・対処の程度

十分

行われている

行われている 必ずしも

十分でない

行われていない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 設置機関

② 未設置機関

【ワンストップセンター設置別】 職員向けマニュアル整備の有無

有

無

整備中
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ワンストップセンター設置機関において、入居関係、ビザ関係と日本語教育においては機

関の担当部局が先頭をきって支援している様子が伺える。ただし、設置機関においてもホ

スト研究者の負担は全体的に高いと思われる。 
未設置機関は設置機関に比べ、研究者自身（ボランティアを含む）に委ねる傾向が強い。 
 

 

 
 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 設置機関

② 未設置機関

【ワンストップセンター設置別】 外国人研究者向ハンドブック／ホームページ整備の有無

有

無

整備中

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居関係

住居環境整備

ビザ手続き

診療関連

自動車関係の手続き等

銀行関連

子弟就学関係

日本語教育関係

事故等緊急時

【ワンストップセンター設置別】 設置機関における具体的生活支援の主たる対応者

機関の

担当部局

ホスト

研究者/室
外部機関への

委任・委託

研究者自ら（含：友人・ボランティア等）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居関係

住居環境整備

ビザ手続き

診療関連

自動車関係の手続き等

銀行関連

子弟就学関係

日本語教育関係

事故等緊急時

【ワンストップセンター設置別】 未設置機関における具体的生活支援の主たる対応者

機関の

担当部局

ホスト

研究者/室
外部機関への

委任・委託

研究者自ら（含：友人・ボランティア等）
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２．地域別の特性 
大学・研究機関が集中しているとみられる地域（つくば・京阪神・愛知岐阜）とそれ以外

の比較を行ってみた。ちなみに、平成２３年末に指定された国際戦略総合特区に３地域は

含まれている。［注：つくばと愛知岐阜は申請者に大学研究機関が参加］ 
つくば地区はすべてにおいて対応が進んでいた。ワンストップセンターの設置はつくば地

域がトップである。 

 

 
また外国人研究者向けのハンドブック／ホームページの整備状況についても、つくば地域

は他地域をリードしている。 
 

 

 
生活支援の対応状況について、つくば地域が顕著な対応はビザ関係の支援。8 割以上の機関

が対応している。 
診療手配、銀行関係、事故等緊急時についても同様。つくば地域では過半数の機関が対応。

入居関係はつくば地域以外も努力している。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① つくば地域

② 京阪神地域

③ 愛知・岐阜

④ その他地域

【地域別】 ワンストップセンター設置の有無

有

無

整備中

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① つくば地域

② 京阪神地域

③ 愛知・岐阜

④ その他地域

【地域別】 外国人研究者向ハンドブック/ホームページ整備の有無

有

無

整備中
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居のための住宅手配

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

電気、ガス、水道、電話開設等

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

ビザ手続きへの支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

診療のための手配

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

自動車関連の手続き支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

銀行関連の手続き支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

子弟就学への手続き支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

日本語教育への支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

事故等緊急時の対応の支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

【地域別】 各支援への対応・対処の程度

行われている 必ずしも

十分でない

行われていない十分行われ

ている
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支援対応者について外部機関へ委託している様子が明確に伺えるのはつくば地域のみ。京

阪神、愛知・岐阜地域では皆無。 
 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入居のための住宅手配

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

電気、ガス、水道、電話開設等

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

ビザ手続きへの支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

診療のための手配

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

自動車関連の手続き支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

銀行関連の手続き支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

子弟就学への手続き支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

日本語教育への支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

事故等緊急時の対応の支援

（ つくば ）

（ 京阪神 ）

（ 愛知・岐阜 ）

（ その他 ）

【地域別】 具体的生活支援の主たる対応者

ホスト研究者/室 外部機関への委任・委託 研究者自ら（含：友人・ボランティア等）
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第４章 機関インタビュー調査とその結果 
 
調査期間中に、外国人研究者数が多く、国際化対応の顕著と見られる代表的な１０大学・

研究機関、すなわち京都大学（国戦採択機関）、九州大学（国戦採択機関）、東京工業大学

（国戦採択機関）、早稲田大学（国戦採択機関）、物質・材料研究機構、産業技術総合研究

所、理化学研究所、高エネルギー加速器研究機構、沖縄科学技術研究基盤整備機構、立命

館アジア太平洋大学を訪問しインタビューを実施した。 
インタビュー結果は別表のとおりであるが、以下概要をまとめる。 

 
Ⅰ．通常業務 
（生活支援のシステム） 
１）ワンストップセンター  
①設置・組織 
インタビューをした機関のほとんどがワンストップセンターを設置していた。組織規模は

２～３人から数十名までのさまざまな規模があった。 
 
②業務概略 
ＶＩＳＡ支援、在留資格申請、航空券確保、空港送迎、宿舎確保、住宅斡旋、引越し手続

き、文書英文化、学内手続き、研究室・図書館・情報環境利用、証明書発行、印鑑作成、

銀行口座開設、車の購入、医療サポート、通訳、もろもろの生活支援などが回答された。

ただし、③に上げられたように、これらすべてを自ら行うわけではなく、紹介や案内が中

心となっている。 
 
③考え方・問題点 
ワンストップセンターではあるが、限定された業務や、限定された時点でのサービスとし

て提供されているところが多い（情報ナビゲーションとしてのワンストップサービスであ

り実作業を行うことはしない、とか、行うのはリロケーションまでで目途としては２週間

程度）。しかし、研究者に対する支援サービス全般をワンストップセンターとして外部委託

している例もある。 
逆にホスト研究者が責任を持つべきであるというはっきりした考え方を持つ機関もある。 
 
④アウトソース（再掲載） 
ワンストップセンターと受け入れ担当部局との間で生ずる生活支援業務を軽減し効率化す

る方法として、インタビュー機関の中には、業務を外部委託している例があった。具体的

には、ビザ申請、空港送迎、住宅手配、宿舎運営など個別のサービスを委託しているもの

のほか、大半の業務を外部委託している例もある。 
なお、外部委託した業務を独法化後内部に取り込んでいる例もある（ただし重点化により

支援業務を大幅に縮小している）。 
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２）マニュアル 
①整備概況 
何らかの意味でのマニュアルは多くの機関で整備されていたが、必要な外部情報は多種多

様で変化が速く、細かい情報も多いため冊子化したものではなくてファイリングやイント

ラネット等で実施しているところも多い。 
特に、ファイリングされているマニュアルについては公表されていないことが多く、入手

も困難であった。 
 
②目次 
代表的なマニュアルの掲載例をあげると、来日準備、入国・在留の諸手続き、緊急時の対

応、住居、日常生活、医療、家族、日本語学習日本文化、日本国内の旅行、帰国などの各

ステージでの詳細なマニュアルが設けられている。 
 
③文書英文化 
個別の要請に応じて翻訳する機関もあるが、実施しながら翻訳の困難さや質が確保できな

いために中止を検討中の機関もある（中止の場合は外注を検討）。 
郵便局・病院に関しては利用しやすいよう個別の申請等の用紙を翻訳して配布公表してい

る機関もある。 
インタビュー回答ではないが、筑波研究学園都市ではバスの路線図、バスの方向表示、停

車場などへの英語表示が長期にわたり強く改善を求められている。 
 
（生活支援の具体的運営）       
１）ＶＩＳＡ申請 
ＶＩＳＡ申請の支援に関してはアンケートでも実施率が高いように、各機関ごとに様々な

工夫がなされ実施されている。①民間が代行する場合、②機関職員が代行する場合、③入

国支援システムを開発している場合、などである。一方で、身分により扱いが異なったり、

紹介指導にとどまっている機関もある。 
［本件については、ＶＩＳＡ申請業務の機関業務性に疑義を持つ機関もある］ 
 
２）住宅手配       
①概況 
大学・機関所有の安価で便利な宿舎が少なく、半年ルール、１年ルール等が適用され、民

間を利用せざるを得ない大学・機関がある。 
住宅探しはワンストップセンターやホスト研究者が同行せざるを得ない状況が報告されて

いる。 
②保証人 
留学生の場合は保証制度があるが、研究者の場合はそれがないため、高い保証料を取られ

たり、ホスト研究者や国際担当部局長が保証人となっている例が多い。 
③管理 
管理については特に問題は指摘されていないが、外部委託されている例もある。その場合
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はかなりの生活支援も行われている。 
 
３）医療         
①概況 
外国人を受け入れる病院紹介は通常的に行われている。構内のクリニックにバイリンガル

の医師等を配置させている例もある。 
宿舎に関しては医師の枠の中で、診断は出来ないが医師として居住してもらっている例が

ある。 
 
②付添い・同行 
付添い・同行は必要に応じて（初診に限ってとか、受け入れ研究室が不都合な場合）行っ

ている場合もあるが、明確に実施しないという方針を取る機関もある。これは、医療通訳

を行った場合の責任の発生、多数の外国人研究者に対応しきれないという業務の安定性か

ら避けているものである。また、診療に伴う自動車の利用なども問題意識が持たれている。 
 
４）子弟教育 
多くの機関では特段の支援の必要を感じていないか問題とはされていない。ただし、理化

学研究所では研究者の確保のために重要な問題となっており、研究所独自のインターナシ

ョナルスクールが検討されたこともある。 
 
５）家族支援 
日本語学校、在留手続きを除き、紹介、相談以上の支援を行っている機関は少ない。 
 
６）その他        
そのほかでは、住居環境の整備・日本語教育・口座開設・自動車の取得が上げられたほか、

今回のアンケート、インタビューで一般的事例で想定した以外の業務としては、空港送迎・

航空券や宿泊の手配・文化研修・税金手続き・年金手続き・住民や警察対応などがあげら

れている。 
 
７）支援担当者 
語学能力については、厳しい資格要件を求める機関とそうでない機関、職員全員に英語使

用を前提としている機関とそうでない機関などインタビュー対象機関の間でも大きな開き

がある。 
 
８）個人情報保護 
個人情報保護に関しては特段の手当てがされていない機関が多かった。一方厳密な管理を

報告している機関もあったが、逆に厳密な管理による非常時等の個人情報の迅速的確な利

用を危惧している機関もあった。 
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９）特異事例にかかわるもの 
特に医療にかかわる先例の少ない突発事例が報告され、その対応への苦慮が報告されてい

る。 
 
１０）まとめ 
インタビュー対象機関においては、さまざまな工夫が行われ、改善が図られているが、次

のような共通的な問題点が浮かび上がってくる。 
 
①増大する外国人研究者生活支援業務の中でホスト研究者の業務をいかに軽減するかが課

題となってワンストップセンターも考えられたが、その業務の分担については機関ごとに

まちまちである。また、特異な業務であるために機関業務として位置づけることが不適切

ではないかと躊躇されるものも少なからずあった。その際、アウトソースも一つの現実的

な解決方法として採用されている（特に医療の付添同行、家族支援についてはメリットが

ある） 
②特に深刻な問題は外国人研究者及びその家族の医療支援で、中でも診断・検査などの付

添い・同行・自動車の使用を行うことが責任問題から進みにくい状況にある。 
また、医療や緊急時対応に必要となると思われる個人情報の取り扱いについては多くの機

関においてあまり問題意識が持たれていない。 
③子弟教育は、現場では強く意識されていないようであるが、アンケート調査でもインタ

ーナショナルスクールがほとんど整備されていない状況が示されている。インタビューの

中では優れた研究者の確保に深刻な影響があると認識している一部の機関があった。 
 
Ⅱ．緊急時対応 
（１）緊急連絡体制 
連絡体制については、ほとんどの機関において意思決定者（学長、理事長、危機管理担当

理事、副学長等）から研究者に伝達するルートが設けられていた。 
連絡体制のルートには、ホスト研究者等の研究責任者から伝達される方式と、災害対策な

いし国際担当の部局から伝達される方式があった。また、複数の連絡ルートを設けている

例もあった。 
研究責任者から伝達される方式については、①研究者の連絡先が研究室しか知り得ない体

制となっており、研究責任者しか連絡しえない（組織のドメインも必ずしも全員が持って

いるわけでもない）、②基本的な方針として、日ごろ接触している人間でないと的確な判断

がなされない、などの理由があげられた。 
 
（２）具体的危機対応 
情報伝達の方式、防災訓練、オリエンテーション、表示などがうまく機能したことが聴取

された。対応のうち特に参考とするに足りる顕著な方式は、（４）に記載した。 
 
（３）問題点 
危機対応に当たり（多くは今回の震災に際し）次のような問題点が指摘された。 
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①安否確認に問題がある（多くの回答があった）。 
②停電のため、情報伝達ができず、足と口頭に頼った。 
③英文翻訳に時間を要し、初動発信を２ヶ国語で行うのは困難である。日英のテンプレー

トが必要。 
④ウエブは利用者が能動的にアクセスしないと伝達は不可能である。 
⑤社会全体の英語による情報発信が不足している。 
⑥今回の震災に対するナビ機能も、地震・津波情報は対応できたが、原発事故の対応は難

しかった。 
⑦組織内の情報確認が遅れることが時間のロスとなる。 
⑧国内の公式発表と海外の発表の温度差が激しいこと、外国人が相当に混乱しているとい

うことを組織中枢部が認識することが必要。 
⑨同一組織でも地区ごとのばらつきがある。 
 
（４）参考とすべき事例・提案 
特に参考に資する手法を採用している例をあげると次のとおりである。 
①セコムと契約して一斉配信が可能な応対にしている。 
②Emergency Card を持たせ必要な情報を各人に記載させている。 
③試行的にスタッフに輪番で携帯電話を持たせ、緊急時の電話対応をさせている。滞在中

の外国人にその携帯番号を周知している。 
④カードキーシステムにより安否確認をすることができるようにした。 
⑤停電対応としてメールサーバを外部に設置した。 
⑥対策本部にネイティブを入れ、決定事項をその場で翻訳した。 
⑦再帰国者に向けて原発専門家による説明会を実施（５月下旬）。 
 
（参考：つくば外国人研究者共用宿舎における例） 
つくば市における外国人研究者共用宿舎での対応例を掲げる。 
地震直後の、安否確認、宿舎等の物損、上下水道、電気ガス、エレベータの確認、必要な

貯蔵物資の提供などを行った。特に、安否確認に潰えは停電による館内放送が普通となっ

たため、全戸訪問、外出者への連絡などにより早期に全員の安全を確認した。 
このほか、４日間にわたる２４時間体制を組み、次のような対応を行った。 
（1）停電により、テレビやインターネット等からの情報入手、館内放送不能に対応した戸

別訪問。 
（2）不安抑制のため、集合場所を確保し国別コミュニティを形成させる便宜。 
（3）メンタルな不安や動揺に対する英語等による説明・相談。 
（4）帰国希望者への帰国手続きの助言・代行による混乱防止。 
（5）断水などに対応した生活上の注意。 
（6）早期（地震発生後１週間以内）の専門家による原子力事故の英語解説講演会の実施。 
 
≪インタビュー結果表≫ 
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≪インタビュー結果表に追加する情報≫ 
 
（参考１）外国人受け入れ調査の機関インタビューによる個人情報保護の状況 
 「国際共同研究推進のための研究者受入促進・ネットワーク強化に係る調査研究」イン

タビュー調査の内、個人情報保護に関する事項は次の通りであった。機関名を伏せて列挙

する。 
 
［対応が無いと回答のあった機関］（１０機関中５機関） 
A 機関 
●特段の取極めは無いが、携帯電話番号を他人に知らせないなど個人情報等の取扱には一

般常識的な配慮を行っている。 
B 機関 
●対応は特にしていない。情報管理を徹底するのみ。ビザの関係など個人情報文書が多い

が、オフィス移動のたびに文書の移動が大変。 
●これまで特段クレームも無いので、提供者への説明も省略している。 
Ｃ機関 
●特段の取極めは無く、各人の対応に任せている。 
●機関における（外国人を含めた教員に対する）個人情報保護という観点より、逆に（外

国人含めた）教職員に対し、学生の個人情報を扱うことへの注意喚起を行っている。 
●退職職員の連絡先を保持しているがあくまで退職後の事務的連絡のため、退職者につい

ては深追いしない。） 
Ｄ機関 
●ビジターズセンターにおける登録システムは個人情報の塊となる。現時点においては明

確な取決めはない。 
●診療付き添いにより知り得た個人情報は業務上知り得た情報としての取扱い。件数が少

ないので現時点においては明確な取決はない。 
Ｅ機関 
●信頼関係がベースとなっており書面上の取決めはしていない。スタッフ間の意識は高い。 
●健康診断については注意が必要。 
●職員は（数年前に）一般的な個人情報取扱いに関する講習を受講。 
 
［対応があると回答のあった機関］（１０機関中５機関） 
Ｆ機関 
●個人情報は緊急避難時に持ち出せる準備を行っている（金庫にしまうとイザという時持

ち出すことが出来ないのが難点）。 
●データへのアクセス制限を付与している。 
Ｇ機関 
●母国の緊急連絡先、メールアドレス等個人情報を含む来学時記入カードを国際部にて管

理。（一部情報をデータベース化）事前に本人の確認を取得する。 
Ｈ機関 
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●事故、火事、病気等緊急時に於ける外国人研究者の自己対応として、各自（含：家族全

員）に Emergency Card を持たせている。カードには緊急時対応の委託先（防災センタ

ー）の電話番号が記載されており、緊急連絡を受けて依頼内容に応じ取次連絡を行う（例

えば警察、消防署、学内関連組織など）。 
●Emergency Card には保有者氏名、国籍、母国語、血液型、生年月日、住所、電話番号、

薬、持病、アレルギー等の個人情報を記載する項目がある。記載については各自に委ね

ており、自筆することで個人情報の了解が取れたものと認識する。 
●本年 8 月以降、2 件の上記利用があった。（病気 1 件、交通事故 1 件） 
●Emergency Card について記載・公開は本人の選択に委ねる。 
Ｉ機関 
●宿舎利用申請はＦＡＸでフロントへ送る手筈となっている。フロント業務は外部委託業

者が行っているため、契約書に個人情報の取扱いについて既定している。 
Ｊ機関 
●これまで情報を部署毎に保有していたが、昨年９月より人事課で一元管理しており、必

要に応じて人事課から関係部署へ情報を回す体制（例 カードキー作成は総務へ、メー

ルアカウント作成は IT 室へ）を取っている。 
 
［結論］ 
外国人研究者の個人情報保護は必ずしも徹底はしていないか、管理している場合であっ

ても（急病などの）緊急的な情報活用については対応が困難と推測される。外国人研究者

の医療支援に関する個人情報の管理については、他の問題とは別に独自に検討を進めるこ

とが必要であろう。 
 
（参考２）インタビューで回答された機微にわたる問題 
 「国際共同研究推進のための研究者受入促進・ネットワーク強化に係る調査研究」イン

タビュー調査の内、機微にわたる事項は次の通りであった。機関名を伏せて列挙する。 
 
Ａ機関  
●Ｇ３０で来日した教員の持病（糖尿病）対応（困っている事例） 
・持病に対する本人の病識自覚が従来から無いまま病状悪化し救急車で運ばれ入院。然し、

入院中も病識自覚に欠如したままで医療はプライバシーに係ることとして拒否。家族は

入院を知るも、来日せず。 
・授業は休講、解雇は出来ない、で困っている。 
・サポートスタッフが入院中のケアにあたっているが、下着等買い物を要望されるなど、

業務外の対応も強いられている現状。 
 
Ｂ機関  
●医療事情が芳しくない国の場合、日本で手術を受けるために留学してくる者もいる。 
●メンタルにダメージを受ける例が少なくない。 
 ①重度の疾患者に帰国を勧めたことがあったが本人が拒絶し、業務終了まで離日しなか
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った例。このときのホスト研究者の負担は大きかった。 
 ②医療主事が病院に付き添った例。特別措置として家族を呼び寄せ同居させた。 
 ③（留学生だが）メンタルにダメージを受け、自殺した例。 
●宿舎の職員を自分の秘書のように用使いするケースがみられる（例：電球を買って来い、

など）。 
 
Ｃ機関  
●メンタルな疾患 
●知財関連、安全保障輸出管理（外為法規制事項）関連 
 ・原子力、ロケット、核ミサイル、酵素の研究分野における試料、部品等の海外持ち出

しについて、国際部にてチェックをかける。（出張時手荷物のチェックは研究推進部に

て行う。） 
 ・チェックの効率化のために、対象となる学内研究を事前に明確化しておくことが有益

で、この事前明確化が課題。 
 
Ｄ機関  
① 居住地区住民からの苦情 
② 警察、病院等外部からの通報 
③ 慎重な対応を要した事例 
●教員の急逝（病死）：遺体、葬送式、宗教への配慮・対応（家族と連絡が取れず事後処理

に奔走し、大学が一般的な葬儀を手配した） 
●精神的ダメージを受けた人へのケア。学内のクリニックにて対応。 
 
Ｅ機関  
●分娩時に日本語→英語→ロシア語と副次通訳で対応したことがある。 
●メンタルダメージがある研究者より病院等について相談を受けた際、所属ラボのヘッド

には内密にして欲しいと懇願されたケース。万一に備え、どこまでを業務上の報告範囲

とするのかが問題。公私の区別をはっきりさせたい研究者は、プライバシーに関する相

談はラボでなく支援室にする。ラボの本来の責任は仕事に関してのみで、プライバシー

が関わると利害関係が出てくることを憂慮。尚、当研究所ではメンタルケアに対する方

針を WEB に明示している。 
 
［結論］ 

インタビューで回答された機微にわたる問題としては圧倒的に医療に関する問題が多く、

これらにより研究者（特にホスト研究者）が対応に忙殺されている状況が報告されている。 
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第５章 関連調査結果 

第１項 外国人研究者生活支援の法的問題 

 
第３章及び第４章の調査で摘出された問題の内、外国人研究者に対する生活支援を行う

に当たり法的問題を専門家を含めて検討することが必要と考えられるが、ＪＩＳＴＥＣで

は「外国人研究者の生活支援及び住宅支援における法的問題の調査研究」（渡辺記念会助

成・２３年度）により考察を加えたので以下に述べる。 
 
１．雇用関係上の問題 
 外国人研究者等に対する支援を行うものは、①外国人研究者の配属されている研究室の

長（ホスト研究者）、②外国人研究者を雇用・受け入れている組織（国際関係）の職員、③

研究機関と契約を結んでいる代行機関、④外国人研究者宿舎管理者等がある。 
 外国人研究者の生活支援業務についてはその公務性、公的資金支出の妥当性が問われる

場合がある。すなわち、（１）研究者自身については、自身の外国人登録、家族呼び寄せの

入管手続きなどを勤務時間内で行うことの問題、（２）ホスト研究者や国際関係職員にあっ

ては研究者のこれら業務を随行、同行すること、また家族の行政手続きや医療行為への随

行、同行することを職務として行うことの問題、また（３）これに伴って発生する旅費や

公用車の利用、その際の事故の発生に伴う責任などが必ずしも解決していない問題として

残っている。以下では特に（２）に絞って検討する。 
研究者自身の外国人登録、家族呼び寄せの入管手続きなど外国人研究者等固有の活動及

びホスト研究者、研究機関職員の支援については、使用者である大学・研究機関が，その

必要を認め，業務として行うことを許容する場合に限られる。その際は労災の対象となり、

また使用者責任が認められ，大学・研究機関が損害賠償責任を負うことを踏まえて、機関

としての判断がなされていることが必要である。インタビュー結果では、一部の機関から

そうした内部での合意が総務・経理部門と取れていない例が指摘されている。特に研究者

の家族については、必ずしも十分手当てされていないことが報告されている。このためこ

のような生活支援業務を代行機関により行っている例が見られる。 
大学・研究機関側が代行機関とこのような契約をすることは、契約の個別の内容ごと（特

に研究者・その家族とか、入国管理・医療支援とかの別に）に精査することも可能である

が、実体的には、次の外国人専用宿舎と同様、代行機関には包括的契約が用意されている

ことが多く、ホスト研究者、研究機関職員が行うよりも代行機関と契約をする方が機関内

部での意思決定に当たっての要件が緩和されているのが実情である。その意味では、ホス

ト研究者、研究機関職員の行い難い生活支援業務を代行機関に委託することは一つの方策

であると考えられる。 
外国人専用宿舎にあっては国や大学・研究機関が設置しているため、その設置目的に応

じて、国や大学・研究機関が供用規則を定め、これに従って必要な包括的サービス・支援

が行われている。その際、通常の宿舎居住者に対しては研究者とその家族等とを区別する

ことなくサービスや支援が行われているのと同様、外国人研究者に対しては外国語を使用

すると言う特別な条件はあるものの、研究者とその家族等とを区別することなく生活支援

（必要な物資や情報の提供、緊急の場合は病院への動向など）を行っている例が多い。 
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なお、労働法とは別に入管法では外国人研究者の入国について一般外国人研究者とエリ

ート研究者（当該研究者の家族を含む）を区別して取り扱っているので注意が必要である。

すなわち、出入国管理及び難民認定法では、いわゆる特定研究等活動（高度な専門的知識

を必要とする特定の分野に関する研究を目的とするものであることなどが要件）には５年

の在留期間が付与され，他の在留資格が３年であるのに比して優遇されている。欧米のエ

リート研究者の家族の支援と、研修生のように発展途上国支援のために受け入れた研究者

の家族の支援を、一体で扱うか、別々に扱うかについて議論をしっかり整理しておくこと

が必要である。 

 
２．医療に関する問題 
（１）医療支援業務の種類（医療通訳と医療コーディネート） 
 医療関係の支援を行うに当たって、翻訳、助言、指示等を行う際の注意義務の範囲は次

の２つに分けて検討すべきである。 
①医療通訳 

いわゆる医療通訳と呼ばれる行為による支援であり、患者が医師に、また医師が患者に

対して行う発言を忠実に、専門的観点から通訳を行うものである（米国で最初に制度化さ

れたものであるが、日本でも近年、医療通訳のための養成講座や検定が開始されている）。 
②医療コーディネート 
生活支援にあたっては医療上の助言、指示のみならず生活全般にわたる相談に応じてお

り、その過程で通訳をしつつ、患者の医療に関する意思形成を手助けする支援がある。そ

の際には専門性にこだわらず、患者が発言しない情報も含めて医師に相談を受けるための

情報を提供したり、また医師の発言を総合して患者の意思決定に資するカウンセルやアド

バイスを行うことになる。例えばセカンドオピニオンに関する助言等は医療通訳になじま

ない支援であるが、患者としては日本の医療システムについて承知したうえでのこのよう

な総合的な指導助言を求めることがしばしばある。 
 医療支援は、はっきり病名が分かり手術をすることが決まっている場合以外は、日常的

な相談から発展してゆくものが多く、このような総合的な指導助言が求められている状況

が多いところから２種類の支援が求められるものである。 
 以上からも、医療行為については医師が責任を負い、医療通訳は医師が行うか、医師の

責任で選任した能力のある医療通訳に通訳を行わせる必要がある。 
一方、大学・研究機関の医療コーディネータないしそれらの機関から委嘱された医療コ

ーディネータは、上記の医療コーディネートの職務を行うが、医療通訳を行うことは期待

されていない。医療コーディネータに個人的に十分医療通訳を行う能力があり、医師から

医療通訳を依頼された場合は、医師の責任で指名・選任が行われたものと見るべきであろ

う。 
外見的に言えば、医療コーディネータは職場や宿舎から病院へ誘導し、診療室まで同行

するのが職務であり、その際、職業人として求められる注意を払った上で（善管注意義務），

誠実に可能な範囲でコーディネート業務を行えばよい。診療室内の診断や処置は原則とし

て関与しないと見るのが適切である。以上は、代行契約や、外国人研究者等の生活支援マ

ニュアルにおいても明らかにしておくことが好ましい。 
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（２）個人情報保護法からみた生活支援における情報の取り扱い 
個人情報に常時接触するのは生活支援専門員（特に医療関係では医療コーディネータ）

である。生活支援で取り扱う情報には、個人情報の利用に属しない一般的な相談（英語の

通じるいい病院はないか）から、病歴や生殖に関する機微性の高い情報の相談までがある。 
 個人情報保護に関するＪＩＳ（JIS Q 15001）では機微情報取得の禁止原則と例外を定め

ている。すなわち「「保健医療又は性生活に関する事項を含む個人情報の取得、利用または

提供は、行ってはならない」とされ、例外を「明示的な本人の同意がある場合・・・は、

この限りでない」「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき」とされている。 
 医療支援を行うに当たっては機微情報に関する文書を受け取ることもしばしばあること

から、提出を受ける場合には本人の同意を文書化することとし、例文を個人情報保護法を

踏まえ、JIS Q 15001 を参考に定めることが必要である。その際、医療関係の支援に支障が

生じないよう達意かつ簡素化された文章を用意するように努めることが必要である。 
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第５章 第２項 緊急時における外国人研究者アンケート調査の結果 
 
今回調査においては研究機関を対象としたアンケート調査及びインタビュー調査を実施

した。本来外国人研究者を対象とした調査が望ましいが、全外国人研究者を対象にした調

査票を発出することは極めて困難であるし、調査中にも帰国する外国人研究者が多くいる

等定量的比較に耐えられる調査は困難であり行っていない。同様の調査は緊急時における

外国人研究者のアンケート調査も、帰国した研究者、再入国した研究者を把握するのは極

めて困難であり実施していない。 
ただこれらの調査を部分的にでも補完するため、ＪＩＳＴＥＣでは「外国人研究者のた

めの震災支援マニュアルおよび情報伝達に関するモデル開発」（渡辺記念会助成・２３～２

４年度）の一環として、筑波に居住していた外国人研究者（東日本大震災により約７割の

外国人研究者が帰国ないしつくば以外へ移動したとみられている）に対して、アンケート

調査を実施したので、およその概略を示すこととした。 
 
① 対象者：２３年３月１１日につくばに居住していた外国人研究者で同年１０月時点、   

つくばに居住していることが確認できた者（２０名） 
・筑波住宅調査回答外国人研究者（８名） 
・二の宮ハウス居住外国人研究者（１２人） 

② ３月１１日の震災後、筑波地域から離れたか？ 
  ・離れた者（その後復帰した者）：１３名（６５％） 
  ・離れなかった者：７名（３５％） 
 ※滞在した外国人研究者に対する割合ではなく、回答者に対する比率であるので要注意。 
③ 離日理由と復帰・非離日理由 

１）離れた者に対して 
離れた理由は原発事故と研究室が使えないなど研究環境の悪化を挙げた。 
復帰の理由は原発の問題が改善されたためと契約があったためを挙げていた。 

２）離れなかった者に対して 
  離れなかった理由は安全であると判断したためと仕事のためとの回答が返って来た。 

 外国人研究者の離日の判断は、もっぱら安全と判断できる情報と、研究者がおかれて

いる雇用環境につよく左右されていると考えられる。 
 

  また国別により対応が異なっていたことは外国人研究者自身により指摘されており、

筑波地域を一時離れたと回答した１３名について出身国別にその行動パターンを示す。 
【中国】   ・地震後一週間は関西。その後中国へ帰国した。  

・大阪、その後中国へ帰国。 
【韓国】   ・無回答（筑波地域からは避難） 
【台湾】   ・台湾へ帰国 
【イラン】 ・イランへ帰国  
【ドイツ】 ・ドイツへ帰国 

・名古屋 → 神戸 → 広島 
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【スペイン】・日本国内（3 月 15 日に移動）  
【イタリア】・海外（詳細記述なし） 

・イタリアへ帰国 ×２名  
【カナダ】 ・カナダへ帰国  
【セルビア】・無回答（筑波地域からは避難） 

 
④情報取得の方法 
 情報入手については各人が多様な手段を使って対応していた。回答例を列挙する。 
・放送 
テレビ、NHK ラジオ、NHK ワールド、NHK の二ヶ国語放送（英語）、BBC ニュース、

CNN や BBC の WEB サイトのニュース 
・インターネット 
インターネット、自国のサイト、ヨーロッパの新聞のサイト、ネット上の日本のニュース

の翻訳、自国の福島原発専用情報サイト（日本側で発信される情報よりクオリティが高い） 
・宿舎、職場等の関係者 
宿舎のスタッフ、研究所のオフィス、同僚、友人、日本人や日本語の分かる友人と近親者、

海外の友人、自国の家族、 
・地域の情報 
AIST、NIMS、KEK 等の放射線状況、つくば市のウェブサイト 
・その他 
大使館、気象庁から提供される地震データ 
・機能しなかったもの 
自国の大使館、日本のオーソリティ（自分が働いている研究所の、か？） 
 
単なる情報ではない分析などについては海外のサイトなどで情報を取得しているもよう

である。また日本政府の情報発信については不満が多い。 
 
⑤その他 
 特に情報取得については様々な意見が寄せられた。これらは外国人研究者の生の声であ

るのでそこで指摘されているのが事実であるかどうかは確認されていない。 
 
（参考） 
【地震や原発に関する情報源は？また緊急情報の提供についてのご意見】 
・インターネットとテレビ 
・情報は海外から得ていた；海外の友人、自国の家族から。残念ながら、このような緊急

時においては日本政府による情報に頼ることは不可能。3.11 以降から今に至るまで日本政

府は最善を尽くし多くの情報を開示していると思うが、政府発表の情報でさえ、受入れ難

いものがあることが常だ。 
・インターネットとテレビ。緊急速報にアクセスし易い。 
・友人から。国際研究者のための特別な災害情報網があったら安心だと思う。 
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・大使館及び自国にある福島原発専用情報サイト。日本側で発信される情報よりクオリテ

ィが高いため。日本のニュースにおける福島の状況説明は曖昧である。 
・主にテレビ 
・NHK ラジオ 
・原発事故に関する情報に関しては、自国のサイトより収集している。このサイトには原

子力関係の科学者やエンジニアが集まる議論の場（ネットの掲示板）がある。 
ここに集まる多くのメンバーはトップクラスのプロであり、内部情報にアクセス可能な

様々な国際的原子力エネルギープロジェクトの現役参加者である。議論は多彩な専門的ス

ラングにより非公式に行われているが、彼らから得られる情報は非常に正確で、時には日

本の公式報道の先をいっている。 
よって、自分は日本人の同僚より多くの情報を得ていた。日本政府は原発事故に関して増

加していくばかりの情報の一部だけを開示しているような印象を受けるが、非合理的なパ

ニックを避けるためにそうしているのだということは理解できる。 
・インターネットと NHK ワールドより情報収集した。自国の大使館はあまり役に立たなか

った。 
・状況については震災当日より以降も宿舎のオフィスから貴重な情報を得られたが、他の

日本のオーソリティからは（自分が働いている研究所からすらも）震災後の数日は（少な

くとも英語による）情報は提供されなかった。CNN や BBC の WEB サイトのニュースを

見ていたが、しばらくの間はどんな状況が続いているのかわからなかった。日本の連携シ

ステムには何かが不足しているように思える。個人的見解だが、このような状態では外国

人は皆不安なのではないだろうか。 
・自国のインターネットサイト 
・NHK の二ヶ国語放送（英語）、ヨーロッパの新聞のインターネットサイト、ネット上で

の日本のニュースの翻訳、日本人や日本語の分かる友人と近親者、宿舎のスタッフ。 
・最初のニュースは宿舎のスタッフが教えてくれた。さらに国際的な情報を得るためには

インターネット、特にヨーロッパとアメリカ報道機関のサイトを利用した。地元の放射線

レベルのような情報は NIMS と KEK が提供し続けている。今回の震災により、テレビの

二ヶ国語放送をどうしたら英語に変えられるかを知った。おかげで NHK ニュースを英語で

見るようにしている。 
・BBC ニュース、大使館 
・NHK の二ヶ国語放送（英語） 
・テレビ、宿舎のスタッフ、研究所のオフィス 
・主な情報源はインターネット 
・つくば市のウェブサイトにそのような情報サイトがあり、たまにチェックしていた。 
・情報に関して言うと、“多すぎる”というのが印象だ。それもあまり具体的ではない情報。

我々はテレビやネットで流れる（誤）情報は無視し、気象庁から提供される地震データや

AIST や KEK から得られる時間/日毎の放射線の計測値を注意深くみていた。地震や放射線

の専門家ではなくとも、これらのデータを見れば、（つくば地域から）避難する必要性はな

いことは明らかだった。 
・インターネットのニュースと同僚。 
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第５章 第３項 その他研究者アンケート調査結果 

 

（１）「国際共同研究推進のための研究者受入促進・ネットワーク強化に係る調査研究」

（文部科学省委託・２３年度ＪＩＳＴＥＣ受託）の「中国政府派遣研究員及び受け入れ研

究者、受け入れ機関へのアンケート調査」の自由回答欄における結果について 

 

 本調査では、派遣研究員、ホスト研究者、機関事務方の３者に対してアンケート調査を

行っており、ホスト研究者、機関事務方における回答は、第４章以前で行った調査結果と

大きく異なるところはない。中国語対応、住宅支援、緊急時対応、家族同伴のための環境

整備、子弟就学の支援などが必要であるという点が指摘されている（下記参考表参照）。 

しかし、本調査ではホスト研究者、機関事務方の他に派遣研究員に対する調査も行って

いる。その中で派遣研究員とホスト研究者・機関事務方ではアンケートの回答に齟齬が見

られる。それも通常予想される、派遣研究者に不満が多く、ホスト研究者・機関事務方が

十分と考えていると言う分極ではなく、研究者の不満があまり見られず、ホスト研究者・

機関事務方で十分ではないと回答する例が多かった。これは、派遣研究者が世話をしても

らうホスト研究者・機関事務方に感謝し批判が少ない一方で、語学能力の十分でない派遣

研究者の世話をするホスト研究者・機関事務方の不満が高いためと思われる。 

 

【参考】中国政府派遣研究員及び受入研究者・受入研究機関へのアンケート調査 比較分析 

 

  

派　遣　研　究　員 ホ　ス　ト　研　究　者 機　関　事　務　方 比　較　分　析

回答者像 ●年齢記載無。研究歴より、30

～40代が主流と推測用

●理工系44%、人文・社会科学

系38.3%、総合領域・複合新領域

17.7%

●理工系50%、人文・社会科学

系35.3%、総合領域14.7%

●女性88%

●受入事務担当歴1年未満が

47%と最多。3年未満までと合わ

せて76%、平均年数1.9年と受入

歴は全体的に浅め。

★派遣研究員と受入研究者の

研究分野が微妙に合致しない。

制度を利用して専門分野と異な

る分野で応募する派遣員有。

制度利用

の理由、動

機、

／来日前

準備

●日本における情報収集、有利

なネットワークの構築、高レベ

ルの研究が目的。研究以外の

面として文化的興味は35％。

●ホストと充分打合せて来日：

42.1%、必要最低限の打合せが

過半数

●国際的に優秀な人材の受入

目的が過半数。次いで共同研

究の発展、アジアの研究者育

成への貢献、優秀な研究者が

集まる拠点を目指すなど。

★ホスト研究者は研究そのもの

の発展を意図する傾向にある反

面、派遣研究員は高レベルの

研究と日本に付随する側面を重

視する傾向。

研究状況 ●予定より進んだと回答は

23.5%。67.7%が予定通り、8.8%が

予定より遅れたと回答。

●遅れた要因は言語能力も含

めたコミュニケーション不足と資

金不足であるとしている。

●研究に関する受入前の事前

打合せを念入りに行うことと相

互理解への重要性に対する意

見大多数。

●32.4%が予定より進んだと回

答。41.2％が予定通り、26.4%が

予定より遅れたと回答。

●遅れた要因は言語能力不

足、ホスト研究者の多忙、事前

準備の不足等の他、打合せ時

間が生活悩み相談になるケー

スや震災の影響による帰国な

ど。

★研究の進捗状況については

ホスト研究者の方がシビアに判

定。派遣研究員の言語能力・研

究能力の個人差が伺える。

課題 ●言語の壁

●研究交流促進のためには共

同研究活発化、資金への支援、

シンポジウムの開催と個人的交

流が必要との認識（回答上位項

目）

●一流、で多彩な人材を多く揃

えることが外国人研究者を惹き

つける

●研究協力を進めるためには

異文化交流の促進が必要

●継続的・発展的交流を善処す

べき

●言語の壁

●共同研究着手の前に十分な

研究交流を積むことの必要性

●研究交流継続のためには研

究資金の充実、共同研究の活

発化、レベル高い研究と個人的

交流が必要との認識（回答上位

項目）

●受入終了後の継続的・発展

的交流

●潤沢な研究資金がより必要。

但し、研究支援費に係る事務が

一番苦労する点と回答。

●言語の壁、文化摩擦や習慣

の違いの問題が大きい

★共同研究を進める上で言語

の壁が障害であるという共通認

識。双方ともに研究公用語とし

て英語でコミュニケーションが

取れること。

★日中共に資金不足に対する

悩み（継続的・発展的交流にも

必要）

★派遣研究員サイドは「より広

い」研究交流を、日本側研究者

は「より深い」研究交流を求める

傾向

今後の希

望

●短期派遣制度、異分野交流

シンポジウムの開催、両国で使

用可能な基礎研究費の充実

●日本との研究協力を進めた

い

●中国との研究協力の推進に

は積極的な姿勢

●研究者受入をとして、機関が

国際化戦略を推進し、共同研究

が発展することを期待。

★派遣研究員は国際シンポ含

めた短期的な国際交流の活発

化を望む傾向にある一方、ホス

ト研究者は研究資金の充実と

個人的交流を重視。

背

景

研

究

環

境
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派　遣　研　究　員 ホ　ス　ト　研　究　者 機　関　事　務　方 比　較　分　析

生

活

環

境

生活環境

について

●手続きや規則は分かりやす

い

●日本人の対応への満足度高

い

●住居状況への満足度は高い

が、同時に改善すべきとの意見

も高い

●子弟教育、配偶者就職状況

には不足を感じている

●緊急時体制に「ついて満足度

高いが、同時に改善すべきとの

割合も比較的高い

●母国語での対応を求めてい

る

●母国語対応がもっとあっても

良い（言語による苦労）

●住居状況、緊急時支援はさら

に充足させるべき

●子弟就学支援、配偶者就職

支援は状況に応じて充足される

べき

●手続きや規則の分かりやすさ

を図るべき。

●母国語対応はもっとあっても

良いという認識

●手続きや規則の分かりやすさ

を図るべき

●住居状況を改善すべき

★手続きや規則について派遣

研究員とホスト研究者との認識

のギャップは、手続き関係の煩

雑なところを受入側が負担して

いることによると推測

★中国語での支援を望む声が

高いと伺える

★住居状況、緊急時対応は相

対的に高めるべきとの意見

★双方において子弟就学、配偶

者就職について、状況に応じた

対策が求められている

結

果

満足度 ●ホスト研究者に対する満足度

はかなり高い

●受入研究環境に対する満足

度は高い

●滞在中の全体的な満足度は

高い

●派遣研究員に対して研究に

関する満足度は高いといえる

が、コミュニケーションに関して

は必ずしも満足しているとは言

い難い。言語の壁が要因。

★言語能力不足による意思疎

通の難しさが一番の大きな障

害。優れた共同研究成果を生

み出す研究員は英語能力も高

い傾向が伺える。

★双方共に研究交流を継続的・

発展期に進めたいが、そのため

に必要な資金が不足しているこ

とから先に繋がりにくいと捉えて

いる

★日本の研究状況を世界的に

アピールし、大学を活性化・グ

ローバルさせることが魅力ある

研究環境につながるとの認識

★ホスト研究者においては、日

常的生活支援の充足の必要性

が多く聞かれる。特に３．１１の

震災をふり返り、緊急時対応に

対する改善が声高に訴えられ

ている。

★外国人研究者の多数を占め

る中国人研究者のマジョリティ

意識としてか、中国語で支援が

あると望ましいとの声多数。英

語能力が不足している研究者も

少なからず来日しているという

背景が伺える。

★ホスト研究者、受入事務方の

共通認識として住環境と生活支

援の更なる整備、改善が強く求

められている。

★受入事務方として、研究環

境、生活環境共に外国語での

支援状況が充分ではないとの

認識。

自由記述より 【日本がアジア諸国から世界的

に優秀な研究者を惹きつけるた

めに】

●研究レベルが高いことを国際

誌論文など見える形で多く示す

こと、

●日本ならではの独自性をア

ピールすること、

●大学のグローバル化を進め

ること

●日本人にとっての研究環境

が改善されれば自ずと外国人を

惹きつける結果となる

●住居環境、緊急時対応、配偶

者への配慮など良好な生活を

送るための環境整備が必要。

【今後、国際研究協力を進める

ために必要なこと】

●日常生活においても英語でま

かなえる生活環境

●生活上の問題を相談できる

窓口

●オールマイティな資金支援

●アジア諸国の研究者を若いう

ちに引き込む

●共同研究の活発化と交流の

継続

【他のホスト研究者へのアドバ

イス】

●地震や台風に慣れていない

地域からの人への心理サポー

トも重要

●研究者とその家族の日常生

活に対する支援体制が構築さ

れていること

●受入前の綿密な交流

●言語的な問題はシビアに準

備する

【その他】

●日本に不慣れな外国人も災

害弱者と捉えてサポートできる

体制が必要

【日本がアジア諸国から世界的

に優秀な研究者を惹きつけるた

めに】

●良好な研究環境と世界一流

の研究人を有し、手厚い生活上

の待遇があることが重要。

【今後、国際研究協力を進める

ために必要なこと】

●研究交流を進める上で、研究

のみならず文化的交流が重要

である

【日本がアジア諸国から世界的

に優秀な研究者を惹きつけるた

めに】

●研究資金

●世界トップレベルの研究と明

瞭な実績、独自性ある研究、自

国より優れた研究環境

●研究活動や付随する諸手続

きを円滑に進める優れた支援ス

タッフや事務方の存在

●家族同伴の来日であっても

安心できる受入環境とフォロー

体制

●住居を含めた研究環境

【今後、国際研究協力を進める

ために必要なこと】

●研究者同士のネットワークと

信頼の構築

●双方の言語能力の合致

●資金

●住環境の整備

●滞在中のサポート体制の充

実

【他の研究機関へのアドバイス】

●研究者が相互交流を図れる

機会や施設の充実を図る

●母国語もしくは英語での対応

体制の充分な整備
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（２）「筑波研究学園都市外国人研究者住宅調査」（文部科学省委託・22 年度 JISTEC 受託）

の研究者アンケート・インタビュー 
 
筑波研究学園都市における外国人研究者用宿舎の整備・利用状況、ニーズ等を調査する

とともに、研究機関で外国人研究者受入時の課題等を分析・検討する目的で、研究機関ア

ンケート・インタビュー、研究者（ホスト研究者を含む）アンケート・インタビューを実

施し、宿舎の整備状況、宿舎に対する要望、外国人研究者招へい計画の調査を行った。筑

波研究学園都市に限られるものの、今回調査に関係するデータが得られているので主要な

ものを以下に示す。 
 
１）研究者アンケート 
（イ）住宅の条件 
 
（１）住居の広さ 

満足 ２３８名 
不満足  ３４名 
どちらともいえない  ２９名 

 
 【コメント】 
 「建物が古く湿気も酷いが、間取りが広く庭付き 
  なので満足」 
 「子供がいる場合、寝室は余計に必要」 
 「部屋の仕切り方に工夫が欲しい」 
 「母国の家に比較するとかなり狭い」 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
（２）付属設備について 

満足 １９７名 
不満足  ５７名 
どちらともいえない  ３８名 

 
【コメント】 

 「部屋のみで付属設備が無いというのは 
  海外では有り得ない」 
 「暖房システムが欲しい」 
 「全て自分で購入するため初期費用がかかる」 
 「近所にコインランドリーがあったら助かる」 
 「家具等何も無いがそれが普通と理解している」 
 「せめて照明器具、ガスコンロ、テーブル、椅子が欲しい」 

２（１）　住居の広さ

どちらとも
いえない

10%

満足

78%

不満足

12%

２（２）　付属設備について

不満足

20%
満足

67%

どちらとも
いえない

13%
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（３）家賃について 
高い １０６名 
丁度良い １６８名 
安い  ２２名 

 
【コメント】 

 「水準がわからないため判断できない」 
 「丁度良いがもっと良い付属設備が欲しい」 
 「高いと思うが機関が負担するため問題無し」 
 「共益費を取らないで欲しい」 
 「とにかく高い。半額でもよい」 
 「月収を考えると相対的に高い」 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（４）入居に関する事務手続きについて 

問題ない ２６１名 
困っている  ３７名 

 
【コメント】 

 「英語版の書類が必要」 
 「すべてが日本語だったため他者の支援を要した」 
 「事務手続きが多すぎる」 
 「保証人を立てるのが困難」 
 「生活支援機関（JISTEC）のサポートを受けた」 
 「外国人不可の物件が多い」 
※補足： 

  “問題ない”には JISTEC の生活支援を受けている研究者が多く含まれる。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（５）生活支援について 

適切な支援を受けている ２６０名 
困っている  ２７名 

 
【コメント】 

 「言語の壁に対してより大きな支援が必要」 
 「支援が無い為、有事の際は同僚ホストに相談する」 
 「生活支援のサービスは想定以上に役立った」 
 「出身国者同士によるコミュニティの支援が大きい」 
 「週末の支援が欲しい」 
 「緊急医療サービスなどについて英語のパンフレット 
  があれば助かる」 

２（４）　入居に関する事務手続き等について

困って
いる

12%

問題ない

78%

２（５）　生活支援について

困って
いる

12%

適切な
支援を

受けて

いる

78%

２（３）　家賃について

安い

7%

高い

36%

丁度良い

57%
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※補足： 
  “適切な支援を受けている”には JISTEC の生活支援を受けている研究者が多く含まれる。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
（ロ）住宅の評価 
 
（７）過去、転居を 

したことがある １５３名 
したことはない １４４名 

 
【コメント】 

 「転職、結婚など色々な理由で４回転居した。 
  最初は民間アパート、その後竹園ハウス、 

二の宮ハウス。その後また民間アパートへ」 
 「民間アパートにいたが、短期滞在者には礼金が 
  高すぎて払えない」 
 「公共宿舎から民間へ移った」 
 「１年は寮に滞在し、結婚後引っ越した」 
 「公務員宿舎内で転居した」 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（８）現在、転居を 

希望している  ６５名 
希望していない ２２２名 

 
 【コメント】 
 「家賃が比較的高いので、子供が生まれたら公務員 
  宿舎を申請したい」 
 「家賃が高い。付属設備が少なくなってもよい」 
 「子供が多いので、もっと広い家に引っ越したい」 
 「所属機関に近い公団住宅に転居したい」 
 「職場の近くに住みたいため引っ越したい」 
 「現住居は幹線道路に近いため騒音で眠れない」 
 「自分で他の良い住居を探すには問題が多すぎる」 
 「地震に対し、現住居の８階は高層すぎる」 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
（ハ）住宅の手配方法 
 
（９）現住居（最初の住居）の手配方法 

２（７）　過去、転居を

したことは
ない

48%

したことが
ある

52%
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来日前より自分で調べ、自分で申請・手配した  １４名 
来日前してから自分で調べ、自分で申請・手配した  ５９名 
ホスト研究者が手配した １４８名 
所属研究機関が手配した  ５８名 
その他  ２０名 

 
 ※その他補足：生活支援機関（JISTEC）、 

同国の同僚、 
        同僚、 

配偶者、 
配偶者の関係者 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
（ニ）住宅の同居者 
 
（３）同居者 

親＋配偶者＋子供  １名 
親＋配偶者  １名 
親＋子供  ０名 
配偶者＋子供 ５２名 
親  １名 
配偶者 ５２名 
子供  ０名 
なし １７４名 
その他  １７名 

   
※その他補足：ルームメイト、友人、 

      パートナー 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
（ホ）家族の状態 
 
（１１）（母国にて）一緒に住んでいた家族を 

残してきた/一部残してきた １８５名 
連れてきた/それまで同居していた家族はいなかった １１３名 

 
 
 
 

２（９）　現住居（最初の住居）の手配方法

所属
研究機関

が手配した

19%

ホスト研究
者が手配し

た

49%

その他
7%

来日してか
ら自分で調

べ、自分で

申請・手配

した

20%

来日前より
自分で調

べ、自分で

申請・手配

した

5%

１（３）　同居者

なし

58%

配偶者

18%

親

1%

配偶者
＋子供

17%

その他

6%

親＋配偶者

＋子供

0.1%
親＋配偶者

0.1%
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（１２）家族を残して来日した場合、その理由は？／連れてきた場合、来日前の不安事項は？ 
（複数回答） 

家族の就業状況（離れられない仕事があった、日本

での就職状況、等） 

１３０名 

学校教育の不安  ３４名 
医療上の不安  ２８名 
世帯用住宅（住環境）の手配の不安  ４５名 
その他  ３８名 

 
※その他補足： 

• ビザの関係 
• 生活費の負担 
• 幼児の託児所 
• 学校教育 
• ベジタリアン用の食事が日本では難しい 
• 日本人とのコミュニケーション 
• 言語が大きな壁。家族は来日前に多少なりとも日本語の知識を身につけるべき 
 

 
２）ホスト研究者インタビュー 
 
２．来日中の支援状況について 

（1） 生活支援の一環として受けたいサービス （複数回答・該当を○） 

  病院紹介 9 

  病院への同行 8 

  役所・警察関連 7 

  銀行 6 

  就学・学校生活 5 

  郵便・宅配便 3 

  観光 2 

  その他（不動産、緊急時対応（2）、生活支援者、家族へのレクリエーション） 5 

（その理由） ●アパート探し、手続きの際に言葉が障害となるためサポートがあると良い。 

●緊急時対応。夜間の救急車呼び出し、交通事故対応など。 

●生活支援者の人選は必要。病院の医者と渡り合える人、出産時の細かい心遣いが出

来る人が望ましい。幼稚園、学校のケアも重要な要素。 

●言葉の問題が大きい 

●銀行のクレジットカードの使い方の説明は大事 

●窓口相談はあった方がよい 

●来日した家族は独りでいるためレクリエーションのサービス支援があるとよい  

２（１２）　家族を残して来日した場合の理
由／連れてきた場合、来日前の不安事項

家族の就
業状況（離

れられない

仕事があっ

た、日本で

の就職状

況、等）

47%

その他
14%

学校教育
の不安

13%

医療上の
不安

10%

世帯用住
宅（住環

境）の手配

の不安

16%
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３）まとめ 
住宅の条件（住居の広さ、付属設備、家賃、入居に関する事務手続き、生活支援につい

て）はポジティブな回答が多かったものの、住宅の評価として過去、転居をしたかどうか

では転居回答が多かった（現在、転居を考えているものは少ない）。研究者アンケートにつ

いては、調査手法として、単純に主観的な回答を求めるだけでなく、それに伴う行動パタ

ーン等を分析することの必要性が、先の中国調査と併せて示されている。 

 住宅の手配方法としては過半数がホスト研究者を上げており、ホスト研究者の生活支援

における重要さが指摘された。外国人研究者の生活支援をしている当のホスト研究者につ

いては、病院や役所同行の支援（外部専門家の支援）を強く希望しているとの回答が多く

寄せられた。 

同居者に対する質問では過半数が単身であり、配偶者、配偶者と子供という答えの合計

を上回った。家族の状態については、（母国にて）一緒に住んでいた家族を全部または一部

残してきたものは２／３をしめた。その理由は、家族の就業状況（離れられない仕事があ

った、日本での就職状況、等）が圧倒的に多く５０％近くであり、学校教育の不安、医療

上の不安、住環境の手配の不安等をはるかに上まった。 

単純にインターナショナルスクールの整備だけで外国人研究者が家族連れで来るもので

はないことが分かる。 

 （以上は東日本大震災及び福島原発事故の発生前の回答であるので注意）   
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第６章 まとめ 

 

第１項 外国人研究者受け入れに関する政策（第４期科学技術基本計画） 

 
 我が国の科学技術の基本的方針は、平成８年以来、科学技術基本法に基づき、総合科学

技術会議の議を経て、５年ごとに「科学技術基本計画」として策定されている。近年は科

学技術の国際化、そのための優れた外国人研究者受入れ、そしてそのための研究のみに限

らぬ生活環境の支援が重視されている。特に、平成２３年８月１９日に決定された第４期

科学技術基本計画（２３～２７年度）においては、「Ⅳ．基礎研究及び人材育成の強化 ２．

基礎研究の抜本的強化 （２）世界トップレベルの基礎研究の強化」の項目の中で、科学

技術イノベーションの推進に向けたシステムを達成するための国際的な頭脳循環の進展を

図ることが必要であるとして、従来にない具体的な環境整備をうたっている。 
 
・ 国は、世界第一線の研究者の集積、迅速な意思決定、独自の人事及び給与体系、全ての

職務における英語使用、卓越した融合研究領域の開拓によって、優れた研究環境と高い研

究水準を維持する世界トップレベルの拠点の形成を促進する。 
・ 国は、国際的な頭脳循環（ブレインサーキュレーション）における中核的拠点として、

最先端の大型研究開発基盤を有する研究拠点の形成を進める。 
・ 国は、大学や公的研究機関において、海外の優れた研究者や学生の受入れを促進するた

め、フェローシップ（研究奨励金）や奨学金等の支援体制の充実、再任可能な３年以上の

契約、出入国管理制度上の措置の検討、家族の生活環境を含む周辺自治体や地域の国際化

に向けた環境整備の支援を行う。また、「留学生３０万人計画」に基づき、優秀な留学生の

戦略的な獲得に向けた総合的取組を進める。 
・ 国は、東日本大震災を受けて、海外からの研究者等の離日や来日延期が相次ぎ、我が国

の研究機関における研究開発活動に支障が生じるなどの影響が懸念されていることを踏ま

え、海外からの優秀な研究者等の招へいを促進するため、海外の研究機関等に対する安全

情報の発信強化、国内の研究機関等における給与等の処遇改善、研究者等への対応に係る

体制整備、研究環境の整備、充実等を促進する。 
・ 国は、大学及び公的研究機関が、海外の優れた研究者の登用を促進するため、研究環境

の整備や給与等の処遇面の改善、専門性の高い職員の配置等の体制の強化を進めるととも

に、大学等の特性に応じ、海外からの研究者の比率を１０％とするなど、多様な取組を進

めることを奨励する。国は、これらの取組を支援する。 
 

第２項 外国人研究者受け入れの実体（文部科学省・国際研究交流の概況） 

 

国公私立大学・独立行政法人等と諸外国との年間の研究交流状況等を把握し、国際交流

推進施策に関する基礎資料とすることを目的として文部科学省が実施している国際研究交

流の概況（平成 20、21年度）の調査結果によれば、外国人研究者受け入れ状況は次のよう

な状況にある。 

 



 
48 

（１）国際研究交流の総数推移 

海外からの受入れ研究者数は増加傾向にある。一方、日本から海外への派遣研究者数は

近年横ばい傾向にある。 

（２）受け入れ研究者数期間別推移 

・短期受入れ研究者数は増加している。  

・長期受入れ研究者数は平成12年度以降ほぼ横ばいで推移している。  

受入れ研究者総数  （平成20年度） 39,817人  

（平成21年度） 41,251人  

         （平成21年度） 41,251人（うち長期受入れ研究者数 13,381人） 

         （平成22年度） 37,453人（うち長期受入れ研究者数 14,241人） 

 

・今回から新たに調査した１年（365 日）を超える受入れ研究者数は 6,343 人（全体の約

15％・平成 21年度）であった。 

（３）受け入れ研究者数エリア別推移 

アジアからの短期受入れ研究者数の増加傾向が顕著である。 

 

これらから見ても、短期を中心に外国人研究者の受け入れは増加傾向にあるとみられる

が、長期における外国人研究者の受け入れは政策的な努力がはらわれない限り、基本計画

が期待している大幅な増加は困難と考えられる。 

また、基本計画でも危惧しているように、昨年３月１１日の東日本大震災を受けて、海

外からの研究者等の離日や来日延期が相次ぎ、被災３件や近隣の茨城県などの研究機関に

おける研究開発活動に支障が生じるなどの影響が出ている。その後徐々に復旧しているも

のの今後の受け入れには、宿舎の安全確保や情報網の整備、海外への安全情報の発信強化

などが不可欠の条件となっていると考えられる。 

 

第３項 外国人研究者の受け入れ体制（科学技術政策研究所／科学技術の状況に係る総合

的意識調査（定点調査 2010）） 

 

科学技術政策研究所の「科学技術の状況に係る総合的意識調査（定点調査 2010）」（NISTEP 

REPORT No.146／２０１１年５月）では、外国人研究者に関する調査を行い次のような指摘

を行っている。 

 

○大学における海外の優秀な研究者の獲得状況については 2006 年度～2008 年度調査にか

けて指数が上昇し 1％水準で有意差を持つに至った。しかし、その後指数が低下に転じ、2010 

年度調査では 2006 年度調査と統計的に有意な差は見られない。公的研究機関における獲得

状況については、まだ不充分との認識が継続している。2006 年度調査と有意差を持つには

至っていないが、2010 年度調査では指数が低下している。 

○海外の優秀な研究者の受け入れ体制、海外の優秀な研究者数とも、不充分との評価が第 3 

期科学技術基本計画期間中継続している状況である。 
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国公私立大学、試験研究機関等における長期(30 日を越える滞在)受入研究者数のエリア別

推移は、全てのエリアとも、受入研究者数は 2000 年(平成 12 年度)からほぼ横ばいである

ことが分かる。 

○大学や公的研究機関が優秀な外国人を受け入れる際に障害となる事項として、言語の問

題が最も多く指摘されている。他にも、生活にかかわること（給与や待遇、子供の教育、

住宅の確保、配偶者の就労など）、教育研究や組織運営にかかわること（ポジションの安

定した確保、研究の立ち上げ支援など）、事務手続きにかかわること（英語による事務処

理、受入れ教員への負担など）が指摘されている。 

 

 
 

（注）指数は 0(不充分)～10(充分)の値をとる。指数が 3 や 4 のレベルの質問については

状況がまだまだであり、5 を超えるとそれほど問題ではない、6 から 7 程度であればかな

り良い状況であると解釈する。 

第 3 期科学技術基本計画中に継続して指数値が2.5 以下であった質問は全８３問中 6 問

であり、その中に「外国人研究者」の問２３①、問２４①の２問がある。 

 

本調査ではこのような科学技術政策研究所の定性的な調査を踏まえ、定量的な実態を把

握するとともに、障害となる事項について分析を行おうとするものである。ただし、外国

人研究者の給与や待遇、ポジションの安定した確保、研究の立ち上げ支援などの雇用や研

究に固有の事項については、調査の対象部局や調査手法も大幅に異なるところからこれら

を除外し、もっぱら生活支援に関する事項に限定して調査した。 

 全大学・研究機関を対象としたこの種の網羅的な調査は今までほとんど行われてこなか

ったところから、上記第１項、第２項の課題解決のために必要な資料を提供することとな

ると考える。 
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第４項 外国人研究者受け入れの実体 

 

Ⅰ． 外国人研究者の生活支援（通常時）について 

外国人研究者の受け入れの体制や支援については評価の基準が難しいが、対象機関の５

０％以下の場合は不十分であり、自助努力だけでは十分ではなく、何らかの政策対応が必

要であると考えこれらを問題として摘出した。ただし、組織体制に係る問題と個別の支援

とでは分けて考えるべきであり、前者については外国人研究者の数が一定以上の場合（受

け入れ者が１００名以上の場合を想定した）特に問題が生ずると考え、後者については受

け入れ者は関係なく全数における割合で比較してみた。前者については、ホスト研究者や

国際担当者の努力によって問題が解決されている場合も多いと見たためである。後者につ

いては受け入れ人数と関係なく評価可能と考えたからある。 

 

（１）組織体制 

受け入れ者が１００名以上の大学・研究機関において、ワンストップセンターの設置、

外国人研究者向けのハンドブックの整備、組織内の事務的資料の外国語翻訳などは５０％

に達していないものの、近い数の回答が得られた。ただし、外国人研究者支援職員向けの

マニュアルの整備、研修、外国人研究者向けの研修は著しく進んでいない。 
 また、支援職員向けのマニュアルの整備、外国人研究者向けのハンドブックなどの整備

で地震等緊急時に対応できるもの（マニュアルの中に含まれるもの又は独立したマニュア

ルがあるもの）も２０％と極めて低かった。 
 研究機関インタビューにおいても、外国人研究者支援職員向けのマニュアルの作成は、

多種多様で変化が速く、細かい情報も多いため冊子化が困難で、ファイリングやイントラ

ネット等で実施しているところも多いため情報の共有化が難しいとの指摘があった。 
 受け入れ者が９９名以下の大学・研究機関は一層マニュアルの整備、研修は進んでいな

い。 

以上より、外国人研究者支援職員向け及び外国人研究者向けの生活支援に関するモデル

的マニュアル（地震等緊急時に対応できるもの）の整備を国等が行うことが望ましいと考

える。また、これらマニュアルには外国人研究者支援職員及び外国人研究者向けの研修の

実施を支援するようなガイダンスが含まれることが望ましい。 

 

（２）個別支援内容 

１）支援内容 

 予め想定した生活支援項目は、全大学・研究機関に適応して適切なものであったが、外

国人研究者の増加や要請の高度化に伴い新しい支援項目が増えてきている。 

生活支援の中で、ビザ手続きは６４％と最も実施率が高く、多くの機関が考慮している

ことが分かった。 
入居手続き、住環境の整備については行われているのが５０％前後であり、一応基準は

満足していると考える。 
事故緊急時の対応、診療手配、銀行関係の手続き、日本語教育、子弟就学の支援、自動

車関係の支援の支援は逆に５０％以上が行われていないことから不十分であると考える。
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中でも、事故緊急時の対応（４３％）、診療手配（３７％）は外国人研究者や家族の安全に

関する重要事項であり、５０％以下であることは問題であると考える。 
 特に研究機関インタビューにおいて外国人研究者に対する十分な生活支援体制を取って

いる機関にあっても、事故緊急時の対応、診療手配については付添い・同行が忌避されて

いる機関があった。この問題については後述する。 

 

２）生活支援実施体制 

外国人研究者の生活支援については経緯的に研究に付随する業務としてもともと機関内

のホスト研究者によりボランティア的に行われてきたが、外国人研究者の増加で機関の国

際担当部局やワンストップセンターが設置された。現在その業務の分担については機関ご

とにまちまちである。支援業務別に実施主体（主なる支援者）を見ると次のとおりである。 

ビザ手続きは機関の担当部局の実施する割合が最も高い。 
入居手続き、緊急時対応はホスト研究者の実施する割合が最も高い。 
住環境の整備、診療手配、銀行関連、自動車関係の支援、子弟就学の支援、日本語教育

は友人、ボランティアを含む研究者自らの実施する割合が最も高い。 
 友人、ボランティアを含む研究者自らが行っている住環境の整備、診療手配等は実施体

制としても問題が多いと考えられる。 

ホスト研究者については研究以外の業務として負担が多いと考えられる。つくば地区は、

ワンストップセンターの設置や個別の支援内容が充実しているが、この地区におけるホス

ト研究者へのアンケート結果においても、ホスト研究者が行う生活支援ののうち他から補

助を受けたいサービスとして、病院紹介、病院への同行、役所・警察関連、銀行、就学・

学校生活等が高い割合であげられている。 

 

Ⅱ． 地震等の緊急時対応について 

（１）組織体制 

地震等災害時における情報に関する意思決定者・情報伝達責任者のうち地震等災害時に

おける情報に関する意思決定者は７４％が決まっているが、地震等災害時における外国人

研究者に対する情報伝達責任者は４５％が、いないもしくは検討中であるとの回答であっ

た。外国人研究者や家族の安全に関する重要事項であり、５０％近くがはっきりしていな

いことは問題であると考える。 
 
（２）緊急時対応の問題 

今回の震災で被災した機関（被災機関という（５１機関））においては緊急時対応が今回

の地震で十分機能したという回答は４８％、十分ではなかったという回答が５２％と上回

っており問題が大きかったと考えられる。 
緊急時対応の問題の有無について、被災機関については、必ずしも十分に機能しなかっ

たと回答した機関ではほとんどの項目（物損、水道、下水道、電気、ガス等）において問

題ありが２０％前後、また不明が３０～４０％あった。特に安否確認については被災機関

において５７％に問題があったと回答されている。 
これに対し、非被災機関（１８３機関）にあっては、大半の項目については問題ありと
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いう回答は１０％前後であった。安否確認についても問題がありと言う回答は３０％であ

った（問題なし４１％、不明２９％）。 
これらは実際の被災機関と非被災機関での問題の認識の差異と考えられ、このような認

識の差を十分おり込んだ緊急時対策が必要と考えられる。 
最も大きな問題の連絡の手段については、住宅により異なり、 
○合同宿舎は、４９％があり、５１％がなし又は不明 
○民間アパートは、３７％があり、６３％がなし又は不明 

と示されており、民間アパート対応が懸案と考えられる。 
 なおつくば地区の地震・原発事故によるにおける外国人研究者の退避状況のアンケート

調査においても、外国人研究者の離日の判断は、もっぱら安全と判断できる情報と、研究

者がおかれている雇用環境につよく左右されていることが示されている。 
 今回の調査で、インタビュー機関からあげられた事例などを参考に、大学・研究機関の

宿舎の実態に合わせて、十分な連絡体制を構築することが必要である。 

  

第５項 外国人研究者受け入れに当たっての提言 

以上、機関アンケート、機関インタビュー、関連調査についての結果を取りまとめた。

本調査では、外国人研究者の受け入れを積極的に進めている機関の有識者に委嘱し外国人

研究者の受け入れ調査委員会を開催し、上記調査結果を踏まえた検討を行い、次のような

提言を取りまとめた。 

 

１．外国人研究者受入れ促進に当たっての直接的な提言 

（１）人的・財政的資源の確保 

外国人研究者受け入れのための生活支援に関しては、組織体制及び個別支援内容すべて

に関して人的・財政的資源が不可欠であり、これらが十分に手当てされていないことが、

十分な生活支援が行われない原因にあげられる。現在、大学・研究機関においてはほとん

どが組織運営の大半を運営費交付金に依存しており、財政的事情からこれらについては減

額の傾向にあり、第４期科学技術基本計画に盛られた政策の実現は困難である。 

このことは、競争的資金の獲得機関と非獲得機関において、組織体制及び個別支援内容

のほとんどの項目において獲得機関が非獲得機関を上回ることからも明らかである。 

 国際的な頭脳循環の推進については、これら環境整備を含めた競争的資金の提供が重要

である。 
 また、地震等災害時の緊急時対応については、連絡体制の整備、宿舎の整備等の全学・

全機関的な抜本的な対応をそれぞれが検討する必要がある。 
 
（２）統一的なマニュアルの整備や指針の策定 
 また、必ずしも、大学・研究機関で個別に負担せず、国の指導のもとに機関が協力し、

あるいは国等がモデル的な事業を行い、基準を作ることにより可能となる改善については、

積極的にこれらを実施することも重要である。 

 具体的には、外国人研究者支援職員向け及び外国人研究者向けの生活支援に関するモデ

ル的マニュアル（地震等緊急時に対応できるもの）の整備、地震等災害時における外国人
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研究者に対する情報伝達責任者の選任や連絡体制の構築に関する合理的な指針の策定など

である。 

特に、地震など災害時マニュアル・情報共有の緊急性は高い。マニュアルは共通項目が

多いので、全国共通のマニュアルがあれば便利であるが、特に緊急時については、日本の

場合全国どこでも災害の危険性があるので、日本全国一律のサービス内容である方が外国

人は安心できる。また、日常的な問題と非常時の問題をどう作るかをはっきり分けて考え

る指針があった方がよい。緊急時については最初の第１ボタンの押し方がシステマティッ

クで直感的であることが重要である。現在は、他機関どころか、学内の一部で行われてい

ることが他部署で知られていない状況さえあり得る。 

因みに、つくば地区においては、大学・研究機関が集積し外国人研究者が多数居住して

いるが、東日本大震災直後大量の外国人研究者が退去したため、これから外国人研究者を

受け入れるためにも非常時の対応策の検討が喫緊の課題となっており、国においてもこれ

らの検討に対する協力が求められる。またそれら対応策を周知させる日常努力も必要であ

る。 

 

（３）日本における社会的・制度的な隘路等の検討 

 外国人研究者の生活支援に当たっては、必ずしも従来社会的・制度的な隘路として認識

されてこなかった問題が摘出された。これらは、放置しておくことによって外国人研究者

の受け入れを大きく阻害する要因となっていることが今回明らかとなった。 

具体的には、外国人研究者のみに適用される生活支援業務については、その業務性、資

金支出の妥当性を明確にすることが組織内で求められる場合がしばしばあり、適切な対応

を可能とするよう基準をあらかじめ用意しておくことが望ましい。このためには、いくつ

かの機関で実施されているアウトソースの可能性も検討すべきである。 
また医療支援の現場においては、医療通訳と医療コーディネートの業務が混在すること

により、行うべき業務内容と責任範囲が不明確となっていることがある。支援者が安んじ

て医療支援行為を行うことができるように、その基準をあらかじめ検討すべきである。ま

た、医療や緊急時対応に必要となる個人情報の取り扱いについては、過度の負担がかから

ない範囲で適切なマニュアルが定められることが望ましい。 
 このほかに制度的な隘路とはいえないものの、優秀な研究者を招へいする際に常に問題

となる子弟の教育環境の整備として、インターナショナルスクールの設置を民間に任せる

のではなく、大学・研究機関等の当事者が民間と協力して設置できるよう、法的、経済的

支援のための整備も含めて検討することが望ましい。 
 
２．外国人研究者受入れ促進に当たってのより広い視点からの提言 

また、外国人研究者受入れ促進にあたっては、直接的な対策ばかりでなく、我が国の国

際交流を進めるに当たっての政策全般の視点から広範な取り組みも必要であり、今後より

広い観点からの検討を進められる必要があると考える。外国人研究者受入れ促進の観点か

ら要請される事項を掲げる。 
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（１）検討の方針 

外国人研究者受け入れの日本のライバルとしてアジアも考えに入れるべきで、シンガポ

ールや韓国は進んでいる。日本の実情を明らかにしそれをどう改善して外国人研究者を呼

びこむよう努めるかが重要で、日本の対応を世界が注目している。このような観点から、

例えば筑波は国際戦略特区となったので理想的なシステムを作り全国に普及していく役割

を持ってもよいであろう。なおその際、大学・研究機関で実行可能なことと行政が絡まな

いと出来ないことを分けないと有効な提言にならないのではないか。   
 

（２）支援システムのあり方 

高い給与を払っている研究者が、生活支援のためアパート探しなどに奔走するのはおか

しいのであり、もっと合理的な仕組みを考えるべきである。海外の例を見ても、こうした

業務は外注した方が機関、利用者の双方にとってメリットがあろう。オンラインのバーチ

ャルなサービスセンターも、全国一律で標準的サービスが提供できる点で有意義である。 

 

（３）多様な支援対象に応じたそれぞれの分野でのきめ細かい対応 

大学においては、外国人留学生の支援は進んでいるが、教員用の支援が少ない。また、

研究者はキャリア、雇用資金等により様々な形態が混在しており平均化は難しい。研究者

のカテゴライズ化も必要であろう。そもそも研究者の定義は論文を出す者か、教員も含む

か（特に人文系に多い）などの議論が必要である。 

その際、国籍により受け入れ環境が異なるので、調査に当たっては国籍情報も重要であ

る。 

 

（４）コミュニティの活用 

東日本大震災の事例でも分かるように、外国人のコミュニティをうまく活用することも

大事である。外国人研究者の家族同伴についてはコミュニティとの接触が重要である。こ

れがうまくゆかないと帰国する事例さえある。 

 



機関インタビュー結果表

九州大学 京都大学 東京工業大学 早稲田大学 沖縄科学技術大学院大学 立命館アジア太平洋大学 高エネルギー加速器研究機構 産業技術総合研究所 物質・材料研究機構
理化学研究所
（和光研究所）

JISTEC

国際部留学生課　留学生支援係長
国際部国際企画課　国際交流係係長
外国人留学生・研究者サポートセン
ター

研究国際部国際交流課　課長補佐（国
際交流サービスオフィス担当）
研究国際部国際交流課　課長補佐

国際部国際事業課国際基盤グルー
プ長
国際部国際事業課国際基盤グルー
プ

国際部 国際課
国際部 国際課（ISS嘱託）

副学長代理　人事セクションリーダー
人事セクション採用研修チームリーダー
人事セクション福利厚生チームリーダー
政府機関関係セクション・法令セクショ
ン　リーダー　マネージャー

アドミニストレーション・オフィス課長
アドミニストレーション・オフィス
リサーチ・オフィス課長補佐
リサーチ・オフィス
学長室課長

研究協力部　研究協力課　共同利
用支援室　室長
研究協力部　研究協力課　共同利
用支援室　ユーザーズオフィス係
長

総務本部　業務推進企画室長
総務本部　業務推進企画室長代理
総務本部　業務推進企画室　AISTインターナ
ショナルセンター　所長
総務本部　業務推進企画室　AISTインターナ
ショナルセンター

学術連携室　学術交流チーム
若手国際研究センター（併）国際ナノアー
キテクトニクス研究拠点(MANA)

外務部研究人材育成課　課長代理
外務部研究人材育成課
外務部研究人材育成課
外務部　研究協力課　主幹
脳科学研究推進部

受入数
(調査時概
算・WEBア
ンケートよ

８９４名 １，０７６名 ２２３名 ５０６名 ８１名
（現在200名の研究員が所属しており、過
半が外国人にて欧米が多数を占めてい
る）

●客員研究員は現在１人のみ受入。実績とし
ては多くても２名程度。
●専任教員は日本以外27ヵ国77名、日本人
教員は89名合計166名。

５６名 ３３０前後 ２６５名 ５６８名

職位/層 ISSの対応対象は下記の概況にある。
(1)交換研究員（学術交流協定に基づく派
遣者）
(2)訪問学者（専任講師以上相当の資格
者）
(3)外国人研究員（助手、修士以上相当の
資格者）
(4)リサーチインターン（外国の大学院在
籍者）

滞在期間 ●受入期間は原則1年以内だが延長も可能
●但しリサーチ インターンは原則1～3ヵ
月

設置・組織 ●名称「外国人留学生・研究者サポー
トセンター」。
●有川節夫総長の公約を踏まえて2009
年に設置された。
●（事務局内）国際部の既存2課（留
学生課、国際企画課）に並列設置。但
し設置当初は留学生をターゲットとし
ており学生課内にセット、職員は１名
体制だった。
●センター長は留学生課長が併任し、
係長・係員のセンター本部体制。
●2009年11月に予算の目途がついたこ
とにより地区毎、（６キャンパス
（（箱崎地区、貝塚地区、病院地区、
筑紫地区、大橋地区、伊都地区）））
夫々に１～5名の女性スタッフを学生
係の近隣に配して、センター本部が指
導・指示を行っている。（スタッフ合
計16名）

●「国際交流サービスオフィス」は先
の“大学国際戦略本部強化事業”の目
玉プロジェクトの一つとして、旧留学
生課と旧国際交流課を合体させた総長
直下の独立組織としてスタートした
が、規模が小さいことなどから現在は
国際交流課下に組み込まれている（国
際交流課長＝サービスオフィス課長と
なる）。
●事務・管理の職員として事務室に４
名、交流会館（外国人用宿舎）に５名
を配置。清掃等は外注。
●ここ数年サービスオフィスは転々と
したが、2012年に“国際人材育成拠点
（？）”が出来る予定で、そこに落ち
着く見込みである。

●先のアンケートにて該当回答と
して「ハブインターナショナルコ
ミュニケーションスペース」
（ICS）が記載されたが、これは2
年前より英語を使った日本人・外
国人の交流の場の提供を目的とす
るもので、外国人支援経験を重視
しバイリンガル可のアルバイト(1
名)を配し、学内諸事項に関する窓
口組織情報の提供を受付等現場管
理と併せ行っている。50名程度の
会合が可能なスペース（部屋）を
設けているもの。PCも10台程度設
置している。
●研究推進部が日本人・外国人を
問わず助成金の申請等の研究支援
窓口としてある一方、国際部の役
割を生活支援の情報提供に特化す
る方向で検討しているところ。
●国際部国際事業課は①ウェブサ
イトリンク集、②ICS、③国際交流
会館（外国人研究者用宿舎）を管
轄している。

●“International Scholar Services
(ISS)”は国際課の一部担当業務として
バーチャル組織の位置付けにある。国際
課は国際教育企画課と並んで国際部にあ
り、国際部は研究推進部、人事部などと
共に本部事務機構にある。
●ISSは2009年11月に設置され、国際課職
員1名が併任し、専任の常勤嘱託3名の体
制で運営されている。
●設置以前は国際研究推進本部地域別専
任担当がVisa取得支援、生活支援を行っ
ていたが、外国人研究者の増加には組織
的な対応を要するとの認識で、大学国戦
事業終了後気運も高まりISS設置に至っ
た。
●国際課は嘱託を含め20名の陣容で、職
員（9名）は海外との関係構築業務等に従
事している。
●資金面では当面G30に伴う補助が役立っ
ている。ISS業務については学内の認知度
を高める上でも実績作りが大切な状況だ
が、ISS業務へのニーズは高く、現行体制
を維持する方向にある。また、近隣諸国
等他国も国際化対応に注力しており、
「負けていられない」との感慨を有す。

●ワンストップセンターは人事セクショ
ン内に「リロケーションチーム」とし
て、学長、3名の副学長の指揮下にある。
●チームリーダー含めた３名のスタッフ
がおり、マンツーマンで来日外国人の専
任担当につくが、同時期に３～５人を並
行担当する。

●２体制を敷いている。
①アドミニストレーション・オフィス：
（外国人も含めた）教員への支援担当部
署（事務職員5名、契約職員9名）
②リサーチ・オフィス：客員研究員への
支援担当部署（研究サポートの為の部
署）（事務職員4名、契約職員8名）

●現ユーザーズオフィス（外国人
対応）は1名の特定有期職員、2名
の女性非常勤スタッフが窓口業務
等と兼務している。

●総務本部業務企画推進室下に配置。直接支援
に携わるのは４名の契約職員（内女性３名）。
●女性スタッフの安全のため、一人だけの夜間
残業をさせないよう注意している。

●ワンストップセンターとしての位置づけ
ではないが、受入ノウハウの蓄積を活か
し、外国人を支援する部署として、「若手
国際研究センター（ＩＣＹＳ）」内に事務
部門として外国人研究者支援チームがあ
る。下記(3)の業務遂行上の体制として
は、チーム長が千現地区と並木地区(MANA)
に各1名＋事務員7名（うち5名：MANA）、
テクニカルサポートスタッフ7名（うち5
名：MANA）。
●一般的な生活支援業務は外部委託。

●和光研究所におけるワンストップセンターは
次の２系統で成り立つ。
　　①　ＩＣＯ　Ｒｏｏｍ
　　②　ヘルプデスク（BSI専用）
●①ICO Roomは和光研究所にのみ設置された外
国人研究者のための対外的窓口。事務職員４名
が従事(事務業務員3名+人材派遣1名)。内１名
は宅建保持者で不動産関係の支援に専従。他３
名は生活関連の支援に従事。
●ICO Room：理研の受入体制が多様化してきた
ことにより、30～50名程度であった外国人研究
者数が急激に増加。ホスト研究者の負担を緩和
するためにICO Roomを設置。
●②BSIヘルプデスク：ICO Room利用者の90%以
上がBSI関係の研究者となったことからBSI研究
者専用のサポートとしてヘルプデスクを設置。
●ヘルプデスクは和光・横浜・神戸に１名ずつ
従事。和光においては脳科学総合研究センター
（BSI）に所属する外国人研究者専用のサポー
トを行う。

●外国人研究者サポート
センターを設置。特別の
機関とのみ２４時間体制
を構

業務概略 ●センターの業務内容は次の通り。
（生活支援サービスが中心）
・ビザ手続き支援
・来日時の空港出迎え（シャトルバス
サービス）
・住居斡旋・日本での生活に関する各
種手続き支援
・学内文書の英文化支援
・窓口での通訳・留学生サポートチー
ムとの連携・協力
・その他外国人留学生・研究者への生
活支援
●「外国人留学生・研究者サポートセ
ンター」が全てを解決する訳ではな
く、解決方法への橋渡しを行う側面が
ある。
[事例]
・住居探し：外国人入居可の物件情報
を有する不動産会社の紹介。（不動産
会社へ同道するケース有）
・学内案内：用向きに該当する学内窓
口への案内中心）

●サービス言語は英語のみ。
●実際は留学生がメインで、研究者の
窓口利用は殆ど無い。研究者とのやり
取りはメールとなっている。
●４名の事務室職員の内、専従職員は
１名。英会話必須。法律的知識はＯＪ
Ｔにて。ベテランが若手に教育してい
く。
●特に担当者研修は設けていないが、
震災研修（説明会）は行っている。

●常に情報提供を行うICSでは職員
の異動が問題となるため、補佐員
（アルバイト）を専任として入れ
ることで対応。かつては“大学国
際戦略本部強化事業”により人件
費を維持していた。

●受入支援を積極的に行いながらもブ
レーキをかけねばならないところもあ
り、両輪のバランスを要する。海外派遣
についても同様。
①一番利用されるサービス
　・来日前学内手続き（申請要領送付～
受入許可までの書類等手配）
　・学内保有宿舎・民間宿泊施設・仲介
業者の紹介
　・在留資格申請・相談
　・学内研究室利用の調整（合計25室）
　・図書館利用支援
　・学内情報環境利用支援（eメールアカ
ウント発行等）
②必要に応じ対応するサービス
　・証明書発行（在籍証明書・終了証明
書）
　・生活サポート（外国人登録・口座開
設・子供の教育相談等）
　・医療サポート（病院紹介・帯同等）
家族支援有。
　・空港送迎（交換研究員に対し、希望
ある場合外部業者に委託）
●月例の「研究員交流会」を開催する。
毎回盛況で外国人研究員60-70名が出席す
る。家族の参加も可。
●人事課管轄の雇用関係・在留資格を有
する任期付教員についても、相談に応じ
る。

●「リロケーションチーム」は人事対応
セクションとして動いており、短期滞在
者であっても給与支給対象者であれば
OIST採用決定後から着任までを管轄す
る。
●外国人の場合の採用決定後1.5ヵ月以内
にすべき流れを下記に定めている。
・第1-2週：
1. 赴任案内（しおり）送付
2. 在留資格認定証明書申請書準備（申請
書記入・申請用写真）
3. 在留資格認定証明書申請
4. 引っ越し業者へ相見積もり依頼（現在
2社）
・第3-4週：
1. 引っ越し業者選定
2. 在留資格認定証明書発給・送付
3. 物件情報収集・案内（要望の確認、物
件情報）
4. 引っ越し
・第5-6週：
1. 航空券・短期滞在先手配
2. 印鑑作成等（スタッフが事前作成）
3. 空港出迎え（専任エスコート業者を利
用するケースも有）
4. 本人到着後（外国人登録、銀行口座開
設、賃貸契約の終結、車の購入など）
●被採用者毎に専任スタッフを決め、上
記フォローにあたる。
●短期研究者（6ヵ月以内）、学生につい
ては「学生支援セクション」が対応。
●空港出迎えは「エスコート業者」に委
託するケースもあり、ホテルないし仮宿
舎に送る。

●教員、学生の間で国毎のコミュニティ
が自然発生的に形成されており、そこで
多くの対応が成されているようだ。
●頼ってくるものはどこまでも頼ってく
るので、甘やかさないようにしている。
（携帯電話の買い方を知らない者でも、
数日後には買っている。）
●アドミニストレーション・オフィスは
元々総務系のオフィスのため、健康保
険、年金、在職証明書などに関する支援
を利用されることが多い。
●支援担当者は英語が出来て当たり前と
いう前提。スタッフは業務項目毎の担当
に分かれている。
●来日後のオリエンテーションを２日か
けて行っている。内容は設備の使い方、
税金、社会保険制度、給料などのコンプ
ライアンス系。但し、緊急時や地震災害
対策等は含まれていない。
●リサーチ・オフィスでの研修会では研
究費（科研費など外部資金含む）の申請
や執行の仕方についても説明を行ってい
る。

●ビジターズセンタの構想は機構
来訪者（＝ユーザ）に対する手続
きを一括化して行う窓口。事前の
オンライン登録手続きを可能とす
る。
●登録内容をもとに個人ＩＤを発
給、データベースで管理を行う。
●登録したユーザ情報を利用し、
例えば宿舎に関係する情報に流用
するなど管理手続きの簡略化を図
る。
●これまでは主に「旅費」と「宿
舎」を利用するユーザ情報を得て
いた（＝来訪する全ての外国人で
はない）が、ビジターズセンター
の新システムを稼動させることに
より全来訪者の情報が明らかに出
来ると思われる。

●生活支援に関する相談は全て連動するので、
支援項目毎に担当者を縦割りせず、スタッフ全
員が全支援に携わる。情報の共有化に努めてい
る。
●AIC立ち上げ初期は支援内容についてホスト
研究者からの要請が多かった。
●在留手続き以外の支援として日本語講習、宿
舎探し、子弟の就学案内等の生活相談がある。
●AICでは年間約500件相談を受けている。

●ＩＣＹＳは主にポスドクを対象とした
“ポスドクを超えたポスドク”を育成する
ためのプロジェクト「若手国際研究拠点」
（H15より５年間）の後継組織としてH20に
誕生。並木地区限定だったものを千現地区
にも発展させた。
●一般的なワンストップセンターとしての
支援業務は外部委託しているが、ＩＣＹＳ
では受入ノウハウの蓄積を活かし、次の３
業務を行っている。
　①任期付外国人研究者のための英語によ
る来日時オリエンテーション・ラボツアー
（１回/月、年10回程度）
　②受入研究部門の秘書等を対象とした事
務手続きに関するオリエンテーション（年
１回）
　③外国人研究者向け日本語／日本文化研
修
●一般的な生活支援（外部委託）の利用に
はホスト研究者からの申請が必要だが、受
入研究者の方針、また生活支援に手慣れた
優秀な秘書がついている研究室の場合は外
注しないこともある。

●①ICO Room：
　・市役所など外部との調整窓口を担う。
　・来日時のオリエンテーション実施。
　・月に一度、人事と共同で英語による説明会
を開催。勤怠、給与、年金、税金についての説
明や有事の際の適切な相談先の紹介など（８年
前まで外国人研究者への説明は契約書に関する
ものしか無かった）。中国人研究者が最多のた
め、資料は中国語でも準備。
　・生活に密着した初級日本語教室の実施。
オーラルとグラマーの２コース設置。最大８名
程度が受講。研究者の伴侶も受講可能（子弟は
NG）。
●②BSIヘルプデスク：
　　　・生活支援に限らず、人事面、研究面な
ど多岐に渡り支援。BSIの受入研究者は基本任
期制で最長５年まで。●研究者が自立的に動く
ためのサポートとして、“Life at RIKEN”
（WEBサイト）では、他の自治体等英語情報を
多く含む外部WEBサイトへのナビゲーションを
行う。現在の課題は過多な情報の整理。
●入所時のオリエンテーションだけでなく、退
所時のオリエンテーション実施が今後の課題。
●ICO Room は（BSIヘルプデスクと異なり）一
室構えており、英字新聞、ビデオ、図書等、情
報の提供機能を持つ。

・考え方
・問題
・将来構想

●留学生50名に対し7～8名の割合で学
生を配し、「サポートチーム」として
各地区スタッフのもとで現場対応にあ
たり、全体をカバーしている。
●「サポートチーム」は以前20年間存
続した「チューター」に代わるものと
して発足した。「チューター」は個人
的対応であり、①チューターによって
サービスの差が生じること、②経費
（年間予算3000万円）増の見通しが
あったことから、チーム化し、満遍な
くむらの無い効率良いサービスの提供
に向けた改善を期すとの経緯がある。
●チューター制度では支援者に対し１
対１で対応するが、サポートチームで
はチームとして対応するため相互監視
にもなる。学部毎に編成。
●特に思いつくことはないが、サポー
トセンターの活動で一番恩恵を受けて
いるのは、ホスト研究者である。

●従来の縦割り組織（「留学生課」
「国際交流課」をバインドしてセク
ショナリズムを緩和させたことにより
運営がしやすくなった点は良かった。
●ワンストップセンターとして始動し
たが、実際はナビゲーションの役割に
留まりワンストップとならず、スター
ト当初の目的と離れてしまっている。
●大掛かりな手術が必要な時も含め、
日常的な諸事はホスト研究者が行う。

●現在整備検討中の“ワンストッ
プセンター”は情報ナビゲーショ
ンとしてのワンストップサービス
である。所轄を超えた実作業を行
うことは事実上困難なこと、行う
としても100％の責任を持って請け
負うことが不可能なことから、利
用者の相談先として正しいところ
をつなぐハブ的役割に特化する方
向で進めている。
●生活支援の第1主体は受入研究室
にあり、宿舎・ビザ等の手配も研
究室にて行うが、前項のとおり国
際部は学内・生活関連諸事項につ
いての問合せ窓口として該当部署
につなぐナビゲーションサービス
の役割を担い、適確なナビゲー
ションを行うことで情報のたらい
回しにさせない。具体的方法とし
て問合せ諸事項に関する該当部署
へのウェブサイトリンク集を整備
しており、これが外国人のみなら
ず生活支援を行う受入研究室にも
利用されている。利用に関する質
問・問合せは国際部にて対応す
る。

●課題：
1) ISSが支援対象とする雇用関係のない
４制度以外の任期付教員等外国人への制
度的対応
2) 学術交流協定先の戦略的優先整理
3) 研究費など資金確保のシステム
4) 受入手続きに伴う多量の紙媒体の電子
化
5) 各支援担当夫々の得意分野（例：Visa
関連、宿舎関連）に依存しがちの従来方
法から、誰でも対応が可能な全サービス
を標準化する為のマニュアル整備。
6) 保有宿舎の整備、研究室（現在25室、
教務部管轄）の増設
7) 外国人研究員受入についての①支援範
囲、②受入対象資格等ガイドラインの明
確化と教員理解の共通化（＝教員による
安易な受入れ防止のため。）（受入研究
者によるサポートへの差異を失くす）

●人事として行うのはリロケーション＝
Settlement まで。目途としては２週間程
度（＋離日時）。生活が始まってからの
諸事はガイドブック（OIST Network web
上の赴任関連内 ”Living in
Okinawa”）及び所属研究室の秘書に委ね
る。

●客員研究員はホスト研究者が責任を持
つこととしている。
●日常の生活支援面の対応は、外国人が
略半数を占める専任教員が専ら行ってい
るものと諒解する。
●人口12万人の別府市において、APU関係
者が6千人を占めることから、別府市の理
解とサポートが生じ、研究者自らが生活
環境面の諸対応が可能となる環境となっ
ている。別府市が街ぐるみで外国人への
協力・対応を行える土壌が醸成されてい
る。
　※90年代後半に別府市内で発生した中
国人留学生によるホストファミリー殺人
事件の影響か町として当初は抵抗の風潮
があったが、設立以降徐々に受入れら
れ、現在では町ぐるみの支援体制が自然
発生的に出来上がっている。
　※入学式や卒業式など節目毎にAPUに関
係する滞在者が増えたことにより経済効
果も大きく、町はこの10年で190億かけた
分お釣がきている。
●横のつながりが強く町のサポート（の
雰囲気）もあるので、大体において自身
で解決している。

●日本人・外国人の区別なく来訪
者全てに対応するワンストップセ
ンターとして“ビジターズセン
ター”を構想中。ビジターズセン
ター内に“Foreign Visitors
Office（仮・以降FVO）”なるもの
を想定しており、現在一元的な外
国人対応を行っているユーザーズ
オフィスのサービスをFVO内に拡大
充実していく可能性有。
●よって現在完全に機能している
ワンストップセンターは無く、ヒ
アリング内容はＦＶＯ構想と現
ユーザーズオフィスの現状とな
る。

●「AISTインターナショナルセンター
（AIC）」としては2001年の独法化より。それ
までは（財）日本産業技術振興協会の組織とし
てインターナショナルセンターがあり、外枠で
活動していた。独法化後、業務をAIST内に組み
込み引き継いだ。
●引継ぎ後、２～３年かけてAISTが必要とする
支援を重点化。それまでは手広く支援していた
が、重点化により支援規模を半分程度に縮小。

●一般的なワンストップセンターとしての
支援業務は外部委託している。
●一般的な生活支援業務は外部委託。
●一般的な生活支援（外部委託）の利用に
はホスト研究者からの申請が必要だが、受
入研究者の方針、また生活支援に手慣れた
優秀な秘書がついている研究室の場合は外
注しないこともある。

（補足）生活支援の具体的内容：VISA申請
等、住宅手続き、医療、子弟教育、家族支
援、その他自動車、日本語、税金、年金

●ICO Roomは外国人研究者支援部隊のヘッドで
あるため、ICO Roomに情報を集約化させ、メー
リングリストにより情報を組織横断的に共有す
る仕組み。

ヒアリング対象者

受入傾向

ワンストッ
プセンター



九州大学 京都大学 東京工業大学 早稲田大学 沖縄科学技術大学院大学 立命館アジア太平洋大学 高エネルギー加速器研究機構 産業技術総合研究所 物質・材料研究機構
理化学研究所
（和光研究所）

JISTEC

外部委託
（再掲）

＜VISA申請＞
●ビザ申請は第1支援主体である受
入研究室の対応事項だが、申請代
行は困難なためコンサルティング
サービス（行政書士）に外部委託
している。
●委託費用（2千円～12千円）は外
国人研究者自己負担としている
が、外国人留学生については一部
大学が負担する。
＜宿舎＞
●「国際交流会館」は「海外から
初来日する外国人受入れの施設」
という20年前の状況に対応する考
え方で設立され(1988年)、長期滞
在者を対象にしている。生活環境
面の諸事項は同会館にて自己完結
的に対応している。職員が常駐し
ていたが、国立大学法人化による
合理化等の必要から、入札による
外部委託に切り替えた。昼間3名、
夜間1名で24時間体制にて、英語対
応も可能としている。因みに、新
規委託開始直後に居住者の出産事
態が生じ、委託先がその支援を
行った。
●「国際交流会館」のスタッフ
（外部委託）は家族支援も行って
いる（子弟の学校の宿題の面倒を
見ることもある）。

＜宿舎＞
●外部保有の１棟は公益財団法人「早稲
田奉仕園」が所有し、管理・運営・予約
受付を行うが、他5棟は子会社である
（株）早稲田大学プロパティー マネジメ
ント（英語対応可）が管理・運営・予約
受付を行う。
●保有宿舎5棟は家族での居住が可能な部
屋を有する。“染谷記念国際会館”はVIP
対応宿舎としても機能。
●外部保有の2棟は夫々24時間英語対応の
フロントデスク機能をもつ。

＜送迎＞
●空港出迎えは「エスコート業者」に委
託するケースもあり、ホテルないし仮宿
舎に送る。

＜宿舎＞
●APU館内に所在する立命館大学の子会社
（クレオテック社）が住宅手配を行う。
住宅情報の提供や斡旋をアドミニスト
レーション・オフィスで行うか子会社で
行うかだけの違い。

＜全般＞
●「AISTインターナショナルセンター
（AIC）」としては2001年の独法化より。それ
までは（財）日本産業技術振興協会の組織とし
てインターナショナルセンターがあり、外枠で
活動していた。独法化後、業務をAIST内に組み
込み引き継いだ。
●引継ぎ後、２～３年かけてAISTが必要とする
支援を重点化。それまでは手広く支援していた
が、重点化により支援規模を半分程度に縮小。

＜全般＞
●一般的なワンストップセンターとしての
支援業務は外部委託している。

マニュアル 概況 ●外国人研究者向けハンドブック/
ホームページ：
“Online Handbook for
International Researchers”
“Handbook for Faculty Members
2011”
外国人向けＨＢ／ＨＰ内　地震等緊急
時に関する内容
“Handbook for Faculty Members
2011”　Response Network (P. 138)
●スタッフは業務日誌をつけており、
その蓄積をＦ＆Ｑの支援職員用マニュ
アルとして新たに整備することができ
る。
●外国人研究者へは採用時のオリエン
テーション（年１回）にてマニュアル
を配布する。

●ホスト研究者用と外国人研究者用の
マニュアルは共用。
●大学国際戦略本部強化事業のプロ
ジェクトの一つとして作成した。
●マニュアルの配布方法：①部局毎に
多く配布しており、ホスト研究者が自
分でピックアップする。②国際交流会
館（宿舎）に入った時に配布する。③
ＨＰ上にて。
●リスク管理課が大学としての災害指
針を担っている。職員向けの災害対策
マニュアル作成を検討中。
●国際交流会館（宿舎）では消防計画
の中にマニュアル有。

●ウェブサイトリンク集を共有し
ている。
●「国際交流会館」スタッフの対
応マニュアルは入札時の概略的な
もののみ。過去、受付に細かい
“注意事項”を置いていたことが
あるが、全体をまとめるのは難し
い。
●外国人向けは“Handbook for
Faculty Members 2011”
Response Network (P. 138)
●防災については目黒区の防災マ
ニュアルを装備している。緊急時
マニュアルを新たに整備すること
は具体的に考えていない。
●“生活支援”に関する情報は学
内プラス一般的なところをＩＣ
Ｓ、地域に特化した密着情報を国
際交流会館と２系統に分かれて保
有しているが、「国際交流会館」
での生活支援を通じ得られる経験
及び地域に根ざした情報を国際事
業課が吸い上げウェブサイトリン
ク集に反映させる。また、同会館
では業務日誌を継続しており、事
例の報告等経験ノウハウの蓄積と
なっているが、マニュアルとして
の基準システム作りや更新は困難
と考えている。

●保有宿舎5棟は家族での居住が可能な部
屋を有する。“染谷記念国際会館”はVIP
対応宿舎としても機能。

●マニュアル（OIST Network web上の赴
任関連内 ”Living in Okinawa”）は145
ページあり、冊子での配布はしていな
い。必要に応じて本人が印刷する。
●マニュアル作成にあたっては琉球大学
のマニュアルを参考にした他、ネットで
情報収集し独自に作成した。当初５０
ページ程で作成したが、上（外国人）に
あげるたびに追記・修正が入り、結果と
して膨大なページ数になった。
●ＨＰ上のマニュアルはアクセス制限が
あるため、内部に入らないと全容を見る
ことが不可能。主に来日前の対応として
アクセス制限のない“Wiki”バージョン
を準備しており、WEB掲示板を利用した情
報交換を行うことが可能。またコミュニ
ティの一環としても役立っている。
●マニュアルは現在のところ英語版の
み。日本語版はまもなく公開。
●支援職員向けのマニュアルは、外国人
用の“Living in Okinawa”を兼用する
も、別途整備を検討している。
●マニュアルを作ることも重要だが、３
０ｶ国以上から人が集まっており出身国に
よって対応方法など大きく異なるため、
基本的なところはガイドブックに基づき
対処し、国毎のバリエーションが発生す
る場合はその都度の対応となる。

（１）支援職員向け
●アドミニストレーション・オフィスの
マニュアルとして、冊子では無いが、支
援内容別に対応ノウハウを記載した資料
を担当業務に応じ保有している。但し学
外秘のため公開できない。
●職員向け地震等緊急時専用の（独立し
た）マニュアルは無いが、これから整備
していきたい。
（２）外国人研究者向け
●ハンドブックは無いが、ホームページ
には①各種セミナー案内、②競争的資
金、科研費など研究費申請の情報、③研
究費取得後、執行についての説明（説明
会開催も含む）等がリサーチ関連の主要
記載事項となっている。
●外国人向け地震等緊急時専用の（独立
した）マニュアルは無いが、これから整
備していきたい。

●「受入参考資料」に基づく。入
国に関する一般的な手続き情報か
ら機構内での事務手続きについて
カバー。
●その他のマニュアル、生活情報
もHP上オープンにしている。

●支援に関係する具体的な外部情報は多種多様
でかつ変化が早いため、支援職員向けに特別な
マニュアルの作成は効果少ないと判断。基礎資
料の収集とファイリングで対応。
●職員向けの防災マニュアルは有るが英語化は
していない。緊急時に特化したマニュアルの整
備の検討はない。
●支援スタッフの特別な研修は設けておらず、
ＯＪＴで経験を蓄積させている。数多くの案件
をこなすことが重要。

●「Guidebook for NIMS Staff / 定年
制・任期制職員用NIMSガイドブック」（日
英併記）現在第６版。間もなく第７版があ
がる予定。作成時には理研などに参考ヒア
リング実施。イントラにも同様のものをＵ
Ｐしている。
●マニュアルはオリエンテーション時に配
布の他、研究室からの要請により配布。更
新等についてはイントラで提示。
●日英併記のため受入研究室の秘書がかな
り活用している。
●機構内で使用する事務書類の様式集（日
/英併記）の主だったものをイントラにＵ
Ｐ（裁量労働制対象者用のセルフチェック
リストも完備）。
●地震等緊急時に関する重要情報はイント
ラにより日英併記で提供しているが、緊急
時マニュアルを別部署にて別途整備の方向
で動いている。
●研究所内では危険物の取扱いがあるた
め、壁の要所に事故発生時の緊急連絡番号
などを貼りだしている。

●①ICO Room：
　・外部住宅に関するマニュアル整備。不動産
関係の専従支援スタッフが不在の際に利用す
る。
　・退職時の年金・税金に関するマニュアルを
作成し、現在内容を人事で確認中。
●②BSIヘルプデスク：
　・ホスト研究者のアシスタント用マニュアル
を整備。
　・新しく入るアシスタントには個別で講習を
実施。
　・外国人向け出産のためのフローチャートを
作成し、1冊にファイリングしたものを組織横
断的に貸し出している。
　・BSI独自のEmergency Web siteを整備。
●各部署で作ったマニュアルを共有化して利用
しているが、支援に必要な情報は細かく複雑な
ため、マニュアルでは説明しきれないところが
多い。経験に頼るところも少なくなく、支援ス
タッフの“知識力”が要求される。
●３．１１を受け、4月に防災マニュアルの改
訂版が出る予定。
●ICO,BSI,他のヘルプセンターいずれで作成さ
れた支援マニュアルはイントラにて共有してい
る。

●マニュアル整備概況
①JSPS Life in Japan
（日英）の受託編集
②自主的に「生活支援の
しおり」（日英）
③自主的にＨＰに
「JISTEC Life in
Japan」（英文）
④中国派遣研究者ガイド
ブックを作成（日中版）

目次 ●マニュアルの大項目；①緊急時
（emergency procedures）、②訪日前
（Prior to Coming）、③到着時(Upon
Arrival)、④滞在中(During the Stay)、
⑤離日時(Returning)を夫々Phase I、
Phase II、Phase III、Phase IVに区分
し、各関連事項を記載している。また、
日本文化に関する内容も記載有。
●主な内容は下記。
　・Phase II：①車の運転に際しての留
意事項（Driving tips）
           ②教育システム、③地方税、
年金、④Phase IIチェックリスト
 ・Phase III：①交通事情、②TV・新聞
事情、③Nursery等子女ケア情報、④買い
物マップ、⑤スポーツセンター情報

●外国人向けには次の３種類のハンドブックを
作成し、来日時に配布している。
　①「 Starter’s Handbook in Japan 」
　　日本滞在に係る必須手続き集。各種公的手
続き、税金、住居、公共インフラ、金融、郵
便、宅配、交通、メディア、緊急時、入管手続
き等を網羅。付録に国内主要都市の気候、西暦
/元号対応表、祝祭日、度量換算表。
　②「 MEDICAL HANDBOOK 」
　　携帯できる医療時有用な情報・語彙集。表
紙裏に健康保険証番号から予防接種履歴、アレ
ルギー、既往症、輸血・手術経験などを含む個
人医療に情報を書き込むページがあり、緊急時
対応としている。日本の医療システム、身体部
位の名称の和英語彙、診療科目別の症状の説明
語集、医師からの注意表現例、薬剤・服用語彙
の他、医療機関・医療情報サイトを紹介。
　③「 First Step to Japan 」
　　日常生活で使用するフレーズ集。発音表
有。街中で多い標識説明も含む。

●マニュアルは次の３章から：
　(1) 一般的な情報（①日本に向けての出
発、②日本での生活開始、③つくばでの生
活、④日本を離れる）
 (2) ＮＩＭＳで働く（①最初の手続き、
②勤務時間、③給与、④税金、⑤社会保
険、⑥扶養家族、⑦休暇/祝祭日、⑧健康
管理、⑨電話、⑩郵便及び小包、⑪図書
館、⑫食堂、⑬証明書など、⑭各種情報Ｈ
Ｐ、⑮契約の終了）
 (3) 研究活動（①誓約書、②研究費、③
スペース配分、④共通装置の利用、⑤安
全、⑥緊急時：地震と火事、⑦研究成果の
取扱い、⑧共同研究、外部資金申請、⑨発
明及び特許、⑩プレスリリース、⑪研究倫
理委員会、⑫評価、⑬研究者の招へいと派
遣）
　第２章、第３章は機構内の制度が変わる
たびに改訂しているが、第１章は初版と大
して変わらない（但し、今年から外国人登
録システムが大きく変わるため第１章にも
大幅な変更が考えられる）。
●その他機構内の問題認識の下、Appendix
として“毒物及び劇物取締法”を追加。

●マニュアル目次（中国
派遣研究者ガイドブック
による）
Ⅰ．来日準備について
Ⅱ．入国・在留の諸手続
き
Ⅲ．緊急時の対応
Ⅳ．大学等研究所におい
て
Ⅴ．住居
Ⅵ．日常生活
Ⅶ．医療Ⅷ．家族につい
て
Ⅸ．日本語学習
Ⅹ．日本文化など
ⅩⅠ．日本の科学技術・
学術行政体制
ⅩⅡ．日本国内の旅行
ⅩⅢ．帰国に際して

文書英語
化

翻訳において、①特に「固有名詞」
（組織名称等）の英訳が困難なこと、
②翻訳の質の問題があること、などの
問題があり、出来れば止めたい支援と
なっている。必要時には、外注で対応
する。

●ISSにバーチャルな「翻訳センター」を
おき、嘱託3名が従事。緊急医療時の必要
が生じれば利用する構え。

●郵便局の振込用紙を英訳し利用
できるようにしている（ＨＰ上
オープンにしており外部からも利
用可能）。
●医者は英語が出来るものが少な
くないが、医者までたどり着くま
でが大変であり問診票のクリアが
課題。そこで近隣の病院の問診票
の英訳版を作成し利用できるよう
にしている。

VISA申請 ●（留学生が多いため“入国支援シス
テム”を構築している。教員・研究員
もこれを利用して代理申請を行う。必
要な情報を事前入手し職員が入力する
と、申請書に自動で内容がプットされ
るフォーム）
●「入国支援システム」のシステム処
理に組み込んで対応。
●「入国支援システム」では、留学
生・研究者が組込まれた入管の手続き
フォーマットに事前入力（訪日前）す
ることで、代理申請を可能とさせる。
同システムは現地での日本VISA申請、
入国時空港出迎え予約、入寮（留学生
対象）申請も可能とするもの。

●VISA申請。年間200件程。入管が近
いため、週に1～2回職員が通ってい
る。家族が同時に来日する時に限り家
族分の査証申請も行う。

●ビザ申請は第1支援主体である受
入研究室の対応事項だが、申請代
行は困難なためコンサルティング
サービス（行政書士）に外部委託
している。
●委託費用（2千円～12千円）は外
国人研究者自己負担としている
が、外国人留学生については一部
大学が負担する。

●要請に応じてＶＩＳＡ関係の支
援を行う。

●一番利用される支援は入国管理局での在留手
続き関係で支援総数の半分を占める。３名のス
タッフが取次資格を取り、相談から取次申請ま
でをシームレスに可能とした。業務企画推進室
等にて添付書類発行を行い、AICが希望外国人
の申請書作成指導のうえ入国管理局へ持参、申
請する。在留手続き関係についてはワンストッ
プサービスとしての機能を十分に果たしてい
る。
●取次資格は１日の研修（￥１万）で取得申請
できるようになるが、資格取得後、業務に習熟
するまでが重要。実際の実務により様々な申請
パターンを経験する必要がある。申請受理率
アップのためにはチームとしての習熟度が重要
となる。

●VISA関係は受入研究室が支援することと
なっており、VISAに関する照会には機関で
対応する

●VISA関係支援者専用のメーリングリストもあ
り、担当者間で日々情報を共有する。

（受託に基づく業務）
●ビザ関連の情報提供
（ＶＩＳＡ代行業務は
行っていない）
●外交人登録にかかる手
続き

運営上の
問題
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住宅手配
①概況

●大学保有の宿舎利用は留学生を優先
しており、空いていれば短期的に研究
者の利用も可能の状況。
●研究者で探し方が分からない場合は
同行することもある。契約書の内容や
手続きのサポートも行う。
●来日後つなぎの1-2日間は、必要に
応じ九大提携（旅行社と提携）のホテ
ルを紹介する。（提携内容：室料一泊
5千円、フロント英語対応可、学内・
周辺地図設置）

●留学生は宿舎に半年しかいられない
ルールのため、その後は民間、ＵＲ、
学生センターの住居に移らざるを得
ず、宿舎数が足りないことが懸案であ
る。
●研究者の場合、宿泊施設はＷＥＢ申
請。ホスト研究者が行う。
●ＵＲと協定締結。その他京都市住宅
公社や学生センターの物件に研究者も
入居可能。

●住宅手配は受入研究室の対応事
項だが、ウェブサイトリンク集に
家具付マンションなど民間住宅物
件情報が提供されている。
●保有宿舎として2棟100室規模の
「国際交流会館」があり、単身
（73室）、妻帯者（15室）、家族
用（12室）全て雇用された外国人
研究者専用としている。（外国人
留学生には別途留学生寮として6棟
を保有し、留学生支援課が管
轄。）居住期限は単身者1年、妻帯
者・家族2年。
●近年の外国人研究者の傾向とし
て、①全体人数の増加、②短期滞
在者の増加、③訪日頻度の増加、
④任期付雇用件数の増加が顕著で
あり、賃貸住宅利用の必要性が高
まっていることから、「保証」問
題の解決は外国人研究者の定着を
期するためにも全国的に重要な課
題となっている。
●「国際交流会館」使用料の払い
込みを銀行振込としているが、
（本学指定の三井住友銀行は）ATM
での英語操作が未整備で不便をき
たしている。

●宿舎は外国人専用として6棟117室を設
置（内、2棟は外部保有、4棟は早大保
有）。

●不動産の物件探しに同行することも多
い。

●APU館内に所在する立命館大学の子会社
（クレオテック社）が住宅手配を行う。
住宅情報の提供や斡旋をアドミニスト
レーション・オフィスで行うか子会社で
行うかだけの違い。

（外部委託） ●滞在が長期化してきたことにより、宿舎利用
は1年まで、その後は外部民間に転居するとい
うルールをセット。物件探しと不動産契約時の
説明を行う。
（●①ICO Roomは和光研究所にのみ設置された
外国人研究者のための対外的窓口。事務職員４
名が従事(事務業務員3名+人材派遣1名)。内１
名は宅建保持者で不動産関係の支援に専従。他
３名は生活関連の支援に従事。）
●退居時の原状回復に関するトラブルは少なく
ない。来日時のオリエンテーションで強調して
説明するが、なかなか浸透しない。

（受託に基づく業務）
●入居に当たっての使用
申請手続き
●銀行口座の開設・解約
●電話の設営・廃止
●電気の使用・廃止
●ガスの使用・廃止
●上下水道の使用・廃止
●ＣＡＴＶ、インター
ネットの接続業者の紹
介・廃止手続き
●入居に当たっての下見
の立会い
●退去時の住宅の点検
●海外引越情報の提供

②保証 ●長期滞在の多い研究者は市中のア
パートを賃貸利用する。研究者の賃貸
契約に必要な「保証人」は研究者負担
で保証人業者を利用するが、保証料が
高い（家賃1-2ヵ月分相当）のが問
題。（留学生に対しては、大学制度と
しての「保証人制度」を適用する。）

●住宅保証制度があり多く利用されて
いる。留学生に限り民間不動産を借り
る際の保証人を国際交流課長名で請け
負う。
●研究者の民間不動産の保証人はホス
ト研究者が請け負うことが多い。但し
工学研究科の場合のみ工学研究科長が
保証人となる。

●外国人研究者は、賃貸住宅契約
においての「保証」を提供する企
業の利用料は高く、他に「保証
人」確保の術がないため、（割高
な）家具付のマンスリー・ウィー
クリー賃貸マンションを利用せざ
るを得ないケースが多い。研究者
の「保証」をカバーする公的制度
が切望される（住宅契約時の保証
人を受入研究者に頼むことが心理
的に苦痛であるとの声が多く寄せ
られる）。一方、外国人留学生に
は「留学生住宅総合機構」による
保証機能が確保されているので、
この点の問題は無い。

●一般民間住宅賃貸に必要な「保証人」
を担保する制度は無く、個別ケースとし
て受入教授等にて対応不能の場合は、保
証人不要の家具付賃貸サービスアパート
メントなどを利用することとなる。

●不動産契約時の保証人は研究者自身で手配し
てもらう原則だが、不可能な場合直接雇用者で
諸条件をクリアする者に限り、誓約書をつけた
上で総務部長名の保証人を立てる制度がある。
誓約書については規約化されている。保証人に
関する制約は多く、地域性もあるため、保証人
不要のＵＲなどを紹介することもある。

③管理体
制

●国際交流会館（宿舎）には日本人の
医師夫婦が７，８年居住しており、診
療は出来ないが一次対応が可能で実質
２４時間体制である。現住みこみドク
ターは夫婦ともアメリカ滞在が長く英
語堪能。
●医師の居住に空きが出たとき医大に
募集をかけて入居してもらう。“職員
宿舎”として算出される家賃および光
熱費等の管理費を負担してもらう。

●「国際交流会館」は「海外から
初来日する外国人受入れの施設」
という20年前の状況に対応する考
え方で設立され(1988年)、長期滞
在者を対象にしている。生活環境
面の諸事項は同会館にて自己完結
的に対応している。職員が常駐し
ていたが、国立大学法人化による
合理化等の必要から、入札による
外部委託に切り替えた。昼間3名、
夜間1名で24時間体制にて、英語対
応も可能としている。因みに、新
規委託開始直後に居住者の出産事
態が生じ、委託先がその支援を
行った。
●「国際交流会館」のスタッフ
（外部委託）は家族支援も行って
いる（子弟の学校の宿題の面倒を
見ることもある）。

●外部保有の2棟は夫々24時間英語対応の
フロントデスク機能をもつ。
●外部保有の１棟は公益財団法人「早稲
田奉仕園」が所有し、管理・運営・予約
受付を行うが、他5棟は子会社である
（株）早稲田大学プロパティー マネジメ
ント（英語対応可）が管理・運営・予約
受付を行う。
●保有宿舎5棟は家族での居住が可能な部
屋を有する。“染谷記念国際会館”はVIP
対応宿舎としても機能。

診療
①概況

●外国語対応可能な病院リストを有
し、ＨＰに掲載している。市／県のＨ
Ｐに英語対応可能な病院のリストがあ
るが現実とそぐわず、サポートセン
ターで裏を取りリスト作成した。
●必要に応じ、病院宛に問い合わせな
ど仲介の機能を果たしている。
●業務時間以外の場合は、受入研究者
または留学生課の職員が対応する。

●京都市の外国人留学生国民健康保険
料補助（1人あたり１ヶ月700円の補助
金制度）に係る申請。2011年は313名
分の申請を行った。申請条件が厳しく
事務処理が煩雑なため、この業務にか
なりの工数を割かれる。
●英語利用可能なクリニックのリスト
保有。公共ＷＥＢの情報は現実と齟齬
があるケースもあり、１件１件足で調
査（または電話）してリストを作成し
た。
●メンタル面については相談室を設置
し英語カウンセラー（神経内科の医
師）を置いている。利用者は多い。
●国際交流会館（宿舎）には日本人の
医師夫婦が７，８年居住しており、診
療は出来ないが一次対応が可能で実質
２４時間体制である。現住みこみドク
ターは夫婦ともアメリカ滞在が長く英
語堪能。
●医師の居住に空きが出たとき医大に
募集をかけて入居してもらう。“職員
宿舎”として算出される家賃および光
熱費等の管理費を負担してもらう。

●近隣の外国語対応可能な病院
（東急病院、荏原病院など）情報
をウェブサイトリンク集に掲載し
ており、受入研究室が支援を行っ
ている。

●構内のクリニックではバイリンガルの
保健師と看護師（職員）が交代で詰めて
いる。他にアシスタント１名。
●メンタルケアについては、琉球大学の
ドクター（バイリンガル）と契約してお
り、一月に校医として１日、産業医とし
て１日、月2回予約制で対応している。

●診療：英語対応が可能な病院有
●APU館内に所在するヘルス・クリニック
（外部委託）を通常利用。
●必要に応じ、別府市内の病院（英語対
応可）を利用するがヘルス・クリニック
と同一の医者となる場合もある。（病院
リスト、所在地図設置有）

●一番利用されるサービス：ユー
ザーズオフィスにおいて何かに突
出した相談項目は無いが、医療関
係や事故対応の相談は存在する。
●今後の可能性としてユーザーか
らの要請にもとづき症状を聞いた
上で病院にアポ取りを行うサービ
スも有り得る。

（外部委託） ●外国人の出産を受入れる周辺の病院・クリ
ニックが少ない。
●支援内容の件数では、病院・クリニックの紹
介依頼が多い。
●２００９年に作成した「問診表」をカスタマ
イズし、ウェブサイトに掲載。

（受託に基づく業務）
●疾病、傷害などによる
病院への同行

②付き添い
同行

●病院への付添い必要時は、受入研究
室が不都合な場合、サポートセンター
が行う。（業務時間内のみ）

●クリニックの情報提供はするが、同
行はしない。

●スタッフの人員が少ないため、
緊急時の診療支援について初回は
付き添いを行うが２回目以降は研
究室で対応してもらうようお願い
している。

●必要に応じ、案内同道する場合もあ
る。

●宿舎滞在者を病院へ連れて行く
場合は公用車を利用。保険の問題
から自家用車にユーザを同乗させ
ることは出来ない。

●安定したサービス提供（スタッフの安全、
400人前後の外国人への支援の公平性、適正な
業務範囲）を心がけており、原則、病院への付
き添いはしないこととしている。業務時間は8
時半から17時15分迄。

（外部委託） ●原則として医療通訳は行わない。１２言語に
よる問診票を備えたブックレットを作成してお
り、入所時に病院の仕組の説明と病院情報と一
緒に渡す。
●今般、出産ラッシュを迎えており対応に苦
慮。以前は病院からの要請と支援対象者との信
頼関係により毎月の健診に同行したり分娩室に
入ったりということもあったが、責任問題等考
慮し、現在は病院を探すまでは協力し（都内の
聖母病院など）初診時は同行するところまで。
本国に戻ってもらうか出来る範囲は自身で対応
してもらうようお願いしている（結果、自力対
応後に困ったことについて相談されることが多
くなった）。出産関係は国籍により、政情不安
などから日本での出産を望むところもある。
●医療の現場では、業務責任を負わないために
も医療通訳はしない。
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JISTEC

子弟就学 ●九大６キャンパス（箱崎地区、貝塚
地区、病院地区、筑紫地区、大橋地
区、伊都地区）の中で、留学センター
のある地区は留学センターが中心の外
国人コミュニティーができており、学
校も同化しており特段の支援は不要の
状態にある。
●伊都地区は歴史が浅く、斯様な状況
ではなく、サポートセンターの伊都地
区スタッフが入学支援を行っている。

●保育園、小学校への入学支援を必要に
応じ行う。

●子弟就学：子弟が就学する学校でAPU学
生をアルバイト雇用し子弟をサポート。

●受入研究者の主流はアジア諸国のポスドクが
増加の傾向。年齢層が若手にシフトしており、
家族連れの場合も就学年齢に達していないケー
スが多いことからインターナショナルスクール
については具体的な要求はあまり聞かれないよ
うだ。
●子弟の就学先の選択枝として；①大きなイン
ターナショナルスクール（但し、学費が高いば
かりか地理的に遠く継続的に通学しにくい）、
②筑波大近くの小規模のインターナショナルス
クール、③公立小学校

（外部委託） ●受入研究者の傾向の変化に伴い、この10～15
年はインターナショナルスクールに代表される
子弟の教育問題がキーとなっている。
●受入研究者は自身が高い教育を受けているた
め、子弟にも同様の水準を求める傾向が強い。
学費が高くとも良い教育が欲しいというスタン
スだが、高額な学費が切実な問題となってい
る。望ましい学校が見つからず研究者が離日す
るケースもある。スクールのロケーションに
よっては居住地の選択にも影響が出る。
●近隣の公立の小学校は受入に熱心だが、小学
校高学年位になると“異文化体験”だけでは済
まなくなり、インターへの切り替えや、教育の
ために研究を諦め退職するケースもある。
●以前、理研独自のインターナショナルスクー
ルを設立する企画が浮上した。

（受託に基づく業務）
●保育園への入所、幼稚
園、小中学校への編入学
にかかる手続き

家族支援 ●「外国人留学生・研究者サポートセ
ンター」の業務ではないが、出産時の
病院紹介を含め、相談があれば可能な
範囲で対応する。
●配偶者が日本語を学びたい場合は学
外の日本語教室を紹介する。

●家族支援は行っていない。ホスト研
究者に委ねる。

●ISSは家族に対する相談ベースでの支援
を行う。（家族帯同者20名）

●３ヶ月以上の長期滞在者は少な
く、短期滞在者が多いことからも
家族同伴のユーザは減少の傾向
（但し震災の影響ではないと考え
る）。家族のための交流会を企画
しているが該当者が少ないのが現
状。

●家族対象支援：日本語教室の受講は伴侶に限
り可。在留手続き関係は家族全員を支援対象と
し、支援範囲として家族の来日時期の制限は無
い。

（外部委託） （受託に基づく業務）
●子弟教育以外のもろも
ろを支援

支援担当
者

●就任条件的なものとしてはTOEIC730
点以上、人柄重視。任期は３年。
●担当者研修として勉強会を開き業務
の進め方などの確認を行うが、このた
めにオフィスをクローズしなければな
らなくなるため、年に１回程度の開催
に留まる。

●ワンストップサービス担当者　就任条
件等・大卒、企業実務経験3年以上、
TOEIC 800点以上、Word/Excel/Access利
用、学内嘱託経験者は在職6ヵ月以内、韓
国語・中国語可ならベター

●英語を基本言語としているため、事務
職員全員は英語使用を前提としている。
採用時の基準（TOEICやTOEFL）は設けて
おらず、ネイティブとの面接時に英語能
力を判断する。
●現在の担当者の採用前の職種は旅行業
界、ホテル、不動産業界などで、バック
グラウンドが支援業務の内容にそぐう人
材を得ている。

●日本語・英語両言語を基本言語として
いるため、Office Staff（職員）の事務
職員全員（計96名）が英語使用を前提と
しており、契約職員（計116名）も略全員
が英語使用可能となっている。

●スタッフ就任条件は英語以外特
に無し。支援業務と理解した上で
採用した者が１名、別のポジショ
ンから異動で来たものが２名。

●採用するスタッフの英語能力は履歴書と面接
で判断。口語でのコミュニケーション能力があ
れば可とする。また対人業務のため、気働きや
勘の良さを重要視する。

その他
（自動車、
日本語、
税金・年
金）

●担当者が勤務時間内の業務として空
港送迎等移動する時はタクシーを利用
する。事故等の可能性を案じ、自運転
の車は使用しない。

●自動車関連。公共交通網が発展して
いるため自家用車は不要。自転車利用
も多い。
●市営住宅居住者は文化的違いから日
本人とトラブルを起こす例もある（回
覧板が分からない、居住人数が増えて
いく、など）。

●日本語
　・学内の日本語教育センターに留学生
以外への空きがあれば、4-9月募集の中で
受講可能。
　・その他として、①早稲田奉仕園での
日本語ボランティアー、②区役所での日
本語ボランティアーの利用が可能。
●自動車
　・過去5年で駐車場利用に関する支援が
2件あったのみ。場所的にも自動車の必要
性は低く、保有事例は承知していない。
●短期滞在者の海外旅行保険の付保なく
来日するケース

●日本語
　・１名の日本語教師がいるため、日本
語研修は申し込みベースで無料講座とし
て90分間の講座を毎週2回提供している。
対象は研究者の配偶者も含むが、子弟は
除く。
●税金関係のことを尋ねられることが多
い。特に地方税や年金システムなど。
●自動車
　・沖縄では車が必須のため、免許取得
から購入まで担当者が張り付いて支援す
る。車の運転では、初期において同乗指
導する場合もある。
●退職金については検討中のままとなっ
ている。

●自動車
　・立命館大学の子会社が必要な保険を
扱っている。
●銀行関係
　・英語対応が可能
●２４時間対応は外国人/日本人関わらず
中央監室（管理室？）が行っている。
●外部から雇用する人材の確保に苦労す
る（高齢化・限りある英語通暁者）。
①　居住地区住民からの苦情
●住民からの苦情は余り聞かないが、
（パーティ等の）騒音やゴミ出し関連に
関する苦情はたまにある。
②　警察、病院等外部からの通報
●通報は＜1＞学内中央監室（管理室？）
（24時間対応）＜2＞学生センター、＜3
＞アドミニストレーション・オフィス課
長宛何れかで受ける。
●外部からの通報に対しては、対応を行
う。

●税金や年金などの相談は雇用関
係が生じてのものであるため人事
課で対応。

（外部委託） ●近年、５年以上の滞在者が増加してきたこと
により、単身者より家族同伴者も増加傾向。短
期滞在者が主流の頃より相談内容に変化が見ら
れる。特に社会保障制度についての質問が増
加。
●研究者は研究を目的に来日するので生活のこ
とは二の次となる。事前に色々と指導すること
がトラブル回避につながるので、ゴミ出しや文
化的なところも含めたＤｒコースの学生向けオ
リエンテーションの実施を検討中。
●様々な国から来るので、国籍に応じた対応へ
の違いが困難。例えば中近東出身者の場合、銀
行口座が開設できない、送金が出来ないなど。
●ホスト研究者の秘書/アシスタントへの支援
教育も必要。
●退職者に個別に住民税の仕組みを説明する
と、退職時に全額精算していく者が多い。

（受託に基づく業務）
●自動車の購入方法、免
許の取得法、保険の加入
に関する情報提供
●日本語学習のための語
学学校の情報提供●税金
に関する情報提供
　　　＊
●国民健康保険加入にか
かる手続き
●市役所、郵便局など公
的機関の地図等の提供
●ゴミ捨て方法などの市
役所発行の日常生活情報
の提供
●海外旅行保険包括契約
の斡旋等に関する情報提
供
●各種物品購入法の情報
提供
●地域住民参加の講演会
や各種イベント等を実施
　　　＊
●突発事故等に対する対
応
・突発事故等に必要な準
備と緊急避難的な対応
・病院通院等の同行

緊急時対
応

連絡体制 ●＜意思決定者：危機管理担当理事・
副学長、情報伝達責任者：研究院長
（学部長）＞
●意思決定者から外国人研究者まで情
報が届くまでのルート：危機管理担当
理事・副学長→研究院長（学部長）→
研究院（教員・研究員）
●役職者は連絡網を保持している。

●＜意思決定者：危機管理担当理事・
副学長、情報伝達責任者：ホスト研究
者＞
●意思決定者から外国人研究者まで情
報が届くまでのルート：副学長→局長
→ホスト研究者→研究者　　（組織体
制図の通り）

●＜意思決定者：学長、情報伝達
責任者：学長＞
●意思決定者から外国人研究者ま
で情報が届くまでのルート：学長
→災害対策本部（総務部）→職員
（教員・研究員）（e-メール使
用）

●＜緊急時の情報意思決定者：国際課
長、情報伝達責任者：国際課長＞
●情報意思決定者から外国人研究まで情
報が届くまでのルート：　　国際部長→
国際部事務部長→国際課長→ISS→外国人
研究者

●＜意思決定者：理事長or理事、情報伝
達責任者：事務局長＞
●意思決定者から外国人研究者まで情報
が届くまでのルート
①就業中の場合
パターン1）　決定後担当職員から緊急
メールシステム経由（※）による一斉
メール送信
パターン2）　構内のPublic
Announcement 利用
②就業時間外
パターン1）　決定後担当職員から緊急
メールシステム経由による一斉メール送
信
③その他伝統的な連絡網
部門長→グループリーダー→下部人員

●＜意思決定者：副学長、情報伝達責任
者：事務局長＞
●意思決定者から外国人研究者まで情報
が届くまでのルート
　・副学長→事務局長→アドミニスト
レーション課長→アカデミックオフィス
→教員（明文化無）
　・副学長→事務局長→アドミニスト
レーション課長→他事務局課長→課員→
（緊急電話連絡網による）各事務職員
（明文化無）

●＜意思決定者：機構長、情報伝
達責任者：機構長＞
●意思決定者から外国人研究者ま
で情報が届くまでのルート：対策
本部に出る各セクション担当者か
ら。対策本部はオープンであり誰
でも参加が可能。

●＜意思決定者：理事長、情報伝達責任者：防
災業務マニュアルでの監督・責任者＞
●意思決定者から外国人研究者まで情報が届く
までのルート：部門長→研究グループ長→ホス
ト研究者→外国人研究者

●＜意思決定者：総務担当理事、情報伝達
責任者：総務担当理事＞
●意思決定者から外国人研究者まで情報が
届くまでのルート：　　各地区の責任者→
ユニット長→グループリーダー
●緊急時連絡網は幹部から課長クラスまで
を明示。

●＜意思決定者：危機管理対策本部長、情報伝
達責任者：危機管理対策本部長＞
●意思決定者から外国人研究者まで情報が届く
までのルート：　　　本部→推進部→各ラボの
ヘッド
●ラボへ委任する伝統が強いため、ラボヘッド
伝令後はヘッドの判断に委ねる。また、所属研
究員の連絡先は各ラボしか知りえない場合もあ
る（理研ドメインのメーリングリストはある
が、全員が理研ドメインを保持しているとは限
らない）。

現状報告 ●緊急時対策として警察の交通課及び
生活安全課が安全講話教室を年に１度
開き防犯対策としている。その際に通
訳を配置。
●国際交流会館（宿舎）居住者には避
難訓練に合わせ地震・水害・火災時の
対応レクチャーを実施。

●地震等緊急時への対応として、
年1回学内で防災訓練を行ってお
り、「国際交流会館」も参加す
る。
●福島第一原発事故を受けて、
2011年5月末頃からの再帰国者増加
を踏まえ、5/25日に原研 松本善久
氏（東工大准教授併任）による英
語での講演（テーマ：「放射線の
人体への影響について」）を外国
人研究者向けに開催した。これは4
月下旬に日本語による原発関連の
講演会を開催した経緯を踏まえて
行ったもの。
●東日本大震災では外国人研究者
の国籍により反応が異なったが、
家族帯同者よりも単身者の方が多
く帰国した傾向がみられた。任期
切れ直前の研究者は早めの帰国と
の結果となった。

●情報伝達方法として、メーリングリス
トとホームページを通じて和英の情報発
信（大学としての対応、震災や原発に関
する情報リンク）を行った。
●メーリングリストを通じて安否確認を
行った。レスポンスがない場合は電話及
び受入教員、各箇所受入担当者、宿舎ス
タッフによる各室へのポスティング等を
実施。

●防災センター用に緊急時対応マニュア
ルを整備。自動車事故（保険会社の対応
含め）や火災時など事例毎のマニュアル
となっている。
●防災センター担当者はトレーニングも
行う。
●24時間体制“OISTヘルプライン”は
「防災センター」へのラインとなってい
る。
●建物内の通路や出入り口など要所など
目に付きやすいところに「緊急時マニュ
アル」を備えている。これは研究安全課
が管轄しており、緊急連絡先や地震・火
事などの災害時の対応方法の他、研究施
設に特化した安全管理に関するカテゴ
リー（有害・危険薬品、液体処理、ガス
洩れ、病原体、高熱・高電圧機器等）の
一次対処法を記載している。

●（他機関の来日直後のオリエンテー
ションにて地震に対するレクチャーを
行っている例をあげたところ）是非それ
を取り入れたいとの意（現在は来日オリ
エンテーションでは防災関係を含んでい
ないため）。

●復旧後は緊急時ＨＰを立ち上げ
日々情報を更新。さらに機構内の
安全関係ＨＰから英訳。

●随時、グループ毎に「安全」も含めたオリエ
ンテーションを開催している。
●ＡＩＣでは休日・夜間の緊急時連絡先を設定
しておらず、緊急時の即時対応はまずホスト研
究者が行うルールとなっている（イントラにも
明示）。但し、ホスト研究者を支援するために
ＡＩＣが稼動するケースはある。
●ＡＩＣにおいて緊急時対応を原則行わない理
由として、外国人が多数おり、普段より接して
いる人間でないと適確な判断が難しいケースが
緊急時には多く含まれると想定されることか
ら。対象者のバックグラウンドを全員把握する
のは事実上困難であり、個人的な間柄でないと
知り得ない情報も多い。
●宿舎滞在者の緊急時は宿舎のフロントが対
応。

●昨年４月より導入しているカードキー登
録システムにより入退室記録が管理可能と
なっている。平成23年12月実施の避難訓練
時には避難場所にカードキーの読取機器を
設置し、本人が機器にチェックすることで
安否確認を取ることが出来た。
●３．１１時、並木地区では普段の防災訓
練が効を奏し、自衛消防組織が機能した。

※３．１１を受けて
●外国人研究者数は大体戻ったが、低年齢の子
息がいる研究者の中には食料の安全性の問題を
考慮し離日した者もいる。長期滞在者への影響
は大きくない。
●対策本部にはネイティブも入り、決定事項を
その場で英訳した。
●外国人の決断は早く、３．１１（金）の翌週
月曜日には既に離日。

問題点 ●安否確認に不安がある。 ●災害対策本部からのメールを国
際部にて英文翻訳し外国人に送信
するが、翻訳に要する時間だけ伝
達が遅れる。二ヵ国語併記の初動
発信は翻訳人材配備に時間を要す
ことから困難と考える。
●全職員の英語力は常に万能とも
言い難い。緊急時の情報発信を行
う対策本部に日/英のテンプレート
があると良い。
●web上での情報発信は利用者が能
動的にアクセスして伝達が可能と
なる。

●１，２名の研究者の安否確認に時間を
要した。受入教員と研究員との関係の密
度にバラつきがあるため、受入れる際の
心構えとして、常日頃からの関係構築が
大切であると認識。
●春休み期間であり大学としての動きが
それほど活発な時期ではなかったが、平
常時の震災を想定した備えをしておく必
要があると感じる。
●情報伝達に関し、社会全体としての英
語による情報発信の不足が問題と捉え
る。
　→　どこを見れば適切な情報に行き着
くのか、ナビ的な機能を大学が果たす必
要があった。
　→　特に、地震・津波に対しては、ナ
ビ的機能が有効に作用したが、原発の問
題は問い合わせに対してのナビは果たせ
るが、スタッフ間においても回答を見出
すことが難しく、情報提供はするが判断
は本人に委ねる以外なかった。

●３．１１時は情報伝達が物理的
に機能しなかった。電源が落ちれ
ば流すべき情報自体得ることが困
難であり一斉メール配信システム
も使えない。情報化社会が機能し
ない中では課題あり。

●３．１１時は避難場所に集まった人々へ情報
を提供。停電のため、足と口頭しか伝達手段が
なかった。

●今後の課題は地区毎のばらつきをなくす
こと。

※３．１１を受けて
●浮かび上がった問題は3点。
　①タイムリーな情報発信とその方法
　②情報発信できるようになった時点には対象
者の多くが離日。海外へ発信しなくてはならな
かった。
　③日本の公式発表と海外での情報との温度差
が激しいという事実と、外国人がいかに混乱し
ているかを中枢に認識してもらうこと。
●東大ではTwitterをたちあげ、情報を早く発
信/受信可能とした。TwitterやFacebookの利用
は情報の信憑性の問題もあるが、現代の情報源
が何かを見直すべき。
●今後の課題として、組織としての責任範囲に
おいて安否確認をどうするかを検討。
●情報を公式発表するためには組織としての確
認があって初めて情報発信が可能となる。組織
内連携が機能するまでの時間はロス。
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理化学研究所
（和光研究所）

JISTEC

各機関で
工夫してい
る方式・提
案

●学内には地震の専門家が多いため、
全学対象で地震に関するレクチャー
（メカニズムから身の守り方まで）を
開催した。

（※）セコム社と契約しており、一人あ
たり２件のメールアドレスが登録可能
（例：PC＋携帯）。一斉配信が出来る。
●事故、火事、病気等緊急時に於ける外
国人研究者の自己対応として、各自
（含：家族全員）にEmergency Cardを持
たせている。カードには緊急時対応の委
託先（防災センター）の電話番号が記載
されており、緊急連絡を受けて依頼内容
に応じ取次連絡を行う（例えば警察、消
防署、学内関連組織など）。
●Emergency Cardには保有者氏名、国
籍、母国語、血液型、生年月日、住所、
電話番号、薬、持病、アレルギー等の個
人情報を記載する項目がある。記載につ
いては各自に委ねており、自筆すること
で個人情報の了解が取れたものと認識す
る。
●本年8月以降、2件の上記利用があっ
た。（病気1件、交通事故1件）

●ＦＶＯ構想の緊急時外国人対応
窓口として連絡先を確保すべく、
１０月より試行的に上記３名のス
タッフに輪番制で携帯電話を保有
してもらっている。現施行期間に
おいて電話の保持はボランタ
リー、電話対応を行うと業務とし
て取り扱う。現在機構滞在中の５
０名程度の外国人に携帯番号を周
知している。
●上述の緊急携帯電話保持の試行
について、10/1よりヒアリング時
点まで電話件数は健康状態に関す
る相談などで数回程度。これらの
実績をもとに今後の対応について
検討する。

●停電時の情報対策の一環として、メールサー
バーをＡＩＳＴ内より外部に設置することとし
た。

●災害時、庶務課＋守衛を通し各個人までに本
部からの情報が伝達出来る方法を確立する予
定。

●３．１１後、外国人数が激減（３割
程度への落ち込み）。
●若手研究者の海外派遣について：看
護師の海外派遣なども行ったが帰国後
の定着が難しい。

●研究交流の仕方が変わるに伴い
宿舎のあり方も変わる。変動しゆ
く情勢に対応可能な安定した宿舎
供給が望まれる。
●円高が進むと生活面が苦しくな
る。

●退職職員の連絡先を保持しているがあ
くまで退職後の事務的連絡のため。退職
者については深追いしない。
●現在のところ特段の問題があるとは考
えていない。

●監査コンプライアンス室においてボランティ
アアドバイザリー制度を設けている。相談員の
ための研修を行うほか、精神科医の講師を招く
など、相談員のための相談室として機能。

その他
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機関アンケートB　：　大学・研究機関等における全学・機関的な外国人研究者受入に関する調査

アンケート配布数　310機関
回答機関合計　234機関　（226機関　※3機関は複数部署より回答受け）
全体回収率　75.5％
機関回収率　72.9％

【回答者情報】

国公立大学 92 機関

私立大学 89 機関 86機関（※1）

独立行政法人 24 機関

大学共同利用機関 7 機関 2機関（※2）

国立研究機関 5 機関

その他 17 機関

回答機関合計 234 機関 （226機関）

有 208 機関

無 26 機関

有 17 機関

無 9 機関

国公立大学 8453 名

私立大学 4082 名

独立行政法人 1569 名

大学共同利用機関 122 名

国立研究機関 62 名

その他 72 名

回答機関合計 14360 名

【複数部署より回答があった機関】

機　　関　　名

※1

※2

国立天文台　三鷹地区

回　答　部　署

杏林大学　医学部

東邦大学

自然科学研究機構

核融合科学研究所

国立天文台　岡山地区

国立天文台　野辺山地区

国立天文台　水沢地区

岡崎地区（基礎生物学研究所、生理学研究所、分子科学研究所）

医学部

八王子

学事統括部

看護学部

H F“有”で現在の受入数

A 属性

F 受入外国人の有無

G F“無”で過去の受入実績



【回答結果】　

１．　外国人研究者の生活環境面での支援について （ｎ＝234） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

1-1 外国人研究者の支援のため、一括的相談窓口となるワンストップセンターを設置している 41 17 191 82 2 1 234 100

1-2-1 外国人研究者を支援する職員向けのマニュアルを整備している 24 10 197 84 13 6 234 100

1-2-2 上記設問1-2-1に該当するマニュアルに地震等緊急時に関する内容が含まれている 8 3 214 92 12 5 234 100

1-2-3 外国人研究者を支援する職員向けの地震等緊急時に特化した独立のマニュアルを整備している 14 6 213 91 7 3 234 100

1-3-1 外国人研究者向けのハンドブックまたはホームページを整備している 56 24 164 70 14 6 234 100

1-3-2 上記設問1-3-1に該当するハンドブックまたはホームページに地震等緊急時に関する内容が含まれている 29 12 194 83 11 5 234 100

1-3-3 外国人研究者向けの地震等緊急時に特化した独立のハンドブックまたはホームページを整備している 10 4 217 93 7 3 234 100

1-4 機関内の人事、組織、研究手続き等の事務的資料は外国語に翻訳されている 38 16 171 74 25 10 234 100

★1 上記設問に係る自由記述欄　（詳細後述） 回答数

1-1 ワンストップセンター　（名称） 41

1-2-1 外国人研究者を支援する職員向けのマニュアル　（名称と設置年度） 24

1-2-3 外国人研究者を支援する職員向けの地震等緊急時に特化した独立のマニュアル　（名称と設置年度） 14

1-3-1 外国人研究者向けハンドブック/ホームページ　（最新作成年度） 56

1-3-3 外国人研究者向けの地震等緊急時に特化した独立のハンドブック/ホームページ　（名称と設置年度） 10

1-4 事務的資料の翻訳　（名称） 38

有 無

←　有効回答数のみ

項　　　　　目
整備中 合計



★1　自由記述欄

41

23

14

56

10

38

2001年（1機関）、　　2006年（6機関）、　　2008年（1機関）、　　2009年（4機関）、　　2010年（11機関）、　　2011年（32機関）、　　不明（1機関）

（1）～（6）危機管理ハンドブック/2006、　（7）緊急時は外国人研究者向けのみではなく留学生を含めた外国人対象にホームページにて連絡する場合あり/2010、　（8）外国人留学生
のための地震・防災マニュアル/2011、　（9）早稲田大学大地震対応マニュアル（http://www.waseda.jp/ecocampus/saf/inschool/images/ermstudent.pdf）/2011、　（10）柏キャンパス
生活支援ハンドブ ク/2010

外国人研究者向けの地震等緊急時に特化した独立のハンドブック/ホームページ　（名称/設置年度）

事務的資料の翻訳　（名称）

外国人研究者を支援する職員向けの地震等緊急時に特化した独立のマニュアル　（名称/設置年度）

外国人研究者向けハンドブック/ホームページ　（最新作成年度）1-3-1

1-2-3

（1）Regulations and Procedures of RERF、　（2）～（7）採用時の書類や規程など、　（8）非常勤講師に関する規程、　（9）滋賀医科大学　大学概要（PROFILE）、　（10）資料等は基本
的に英訳されている、　（11）契約書、　（12）IMportant Matters to Remember etc.、　（13）各種関連規程として、一部英訳されている、　（14）組織表、　（15）大学概要、外国人研究者
用宿舎の手引き等、　（16）各種規程、　（17）組織、職制及び事業所等の英文名称、　（18）上越教育大学概要（一部翻訳）、　（19）Personnel Changes、　（20）契約書、招聘状、宿舎
契約書、　（21）各種資料は概ね日英併記、　（22）組織等については大学概要に英語表記している、　（23）多数あり、　（24）入居案内、　（25）Teachers Manual for on-campus clerical
procedures、　（26）就業規程など主要な規則、所内掲示板でのお知らせ（全部ではない。整備中もあり）、　（27）ＥＥＣハンドブック、　（28）学内規則、教員ハンドブック、　（29）大学HP
（人事・組織の概要）外国人研究者ハンドブックhttp://www.waseda.jp/rps/irp/handbook/jとISSHP（研究手続きの事務的流れの概要）で英語の情報提供をしている、　（30）広島大学
組織等英訳集、　（31）会社案内、職員就業規則、JFCC入会時安全教育内容、物品調達・検収方法、　（32）名古屋大学規則集【一部】、　（33）教務関係資料、　（34）規程類等、
（35）人事、組織規程等、　（36）各種届出用紙、　（37）研究者任用関連資料（申請書・契約書等）、研究費執行ガイドブック等、　（38）全資料を翻訳

（1）危機管理マニュアル/2007、　（2）危機対応マニュアル（外国人研究者を支援する職員のみに向けたものではなく全職員対象）/2007、　（3）災害対策マニュアル/2008、　（4）～（9）
危機管理ハンドブック/2009、　（10）外国人留学生・研究生のみなさんへ－事件、事故、災害に遭ったら－/2011、　（11）「危機管理必携?地震対応マニュアル」　他/2011、　（12）緊急
時対応の手順/2011、　（13）防災マニュアル/2011、　（14）緊急事故・災害等対策マニュアル/2011

外国人研究者を支援する職員向けのマニュアル　（名称/設置年度）

ワンストップセンター　（名称/設置年度）

1-3-3

1-4

（1）総務・人事課/1975、　（2）国際渉外部/1976、　（3）国際教育センター/1988、　（4）国際交流センター/1991、　（5）ICO ROOM/1992 ＋ HelpDesk/2002、　（6）国際交流委員会室
/1998、　（7）産総研インターナショナルセンター/2001、　（8）基礎英語教育センター（ＥＥＣ）/2002、　（9）国際交流会館/2004、　（10）国際教育・協力センター/2005、　（11）国際交流
担当部署/2005、　（12）国際交流課国際交流サービスオフィス/2006、　（13）国際交流センター/2006、　（14）業務推進部/2006、　（15）国際共同研究支援室/2007、　（16）国際交流
センター/2007、　（17）国際交流センター/2008、　（18）国際部　国際研究・協力グループ/2008、　（19）国際交流センター/2008、　（20）宇宙科学研究所/2009、　（21）研究支援部
/2009、　（22）外国人留学生・研究者サポートセンター/2009、　（23）国際企画室/2009、　（24）国際交流センター/2009、　（25）研究支援部国際課内に担当職員を配置（名称特にな
し）/2009、　（26）若手国際研究センター/2009、　（27）ISS(International Scholar Services)http://www.waseda.jp/intl-ac/iss/jp/index.html/2009、　（28）国際業務推進員（生命系、自
然科学系、人文社会系に1名ずつ配置）/2010、　（29）国際交流・研究支援センター/2010、　（30）春日プラザ国際交流コーナー/2010、　（31）国際センター/2011、　（32）リロケーショ
ンチーム/2011、　（33）研究国際部国際課/2011、　（34）企画部国際室/2011、　（35）国際産学連携センター国際栄養研究室/2011、　（36）国際交流推進センター/2011、　（37）ハブ・
インターナショナル・コミュニケーション・スペース、研究支援窓口/2011、　（38）外国人留学生・外国人研究者サポートオフィス/2011、　（39）事務局総務課（不明）、　（40）リサーチオ
フィス（研究員向け）、アドミニストレーション・オフィス（教員向け）、　（41）国際センター/1990

（1）外国人研究員受け入れマニュアル、および客員教授（国外）受入れマニュアル/2007、　（2）Guide for NIMS Staffs/2008、　（3）神戸大学職員のための外国人研究者受入マニュア
ル/2009、　（4）「島根大学外国人研究者」受入研究者向け受入各種手続ガイド/2009、　（5）教職員のための外国人研究者受入マニュアル/2009、　（6）外国人研究員受入参考資料
/2010、　（7）京都大学外国人研究者ハンドブック/2010、　（8）～（13）自然科学研究機構職員のための外国人研究者受入マニュアル、および自然科学研究機構職員のための外国
人研究者雇用ハンドブック/2010、　（14）招へい研究者受入に関すること/2010、　（15）外国人研究者の受入れ/2010、　（16）Guide to live in Japan/2011、　（17）アシスタントマニュア
ル（2011.10.14更新）/2011、　（18）EEC業務マニュアル/2011、　（19）Online Handbook for International Researchers/2011、　（20）外国人研究者受入マニュアル/2011、　（21）教務事
務の手引き、研究費ハンドブック、英語教育センターハンドブック、試験ガイドブック/2011、　（22）外国人研究者受入の手引き（「全学情報共有基盤システムいろは」）/2011、　（23）
Living in Okinawa/2011　（24）秘匿/2010

1-1

1-2-1



２．　研修等について （ｎ＝234） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

2-1-1 外国人研究者を支援する職員向けの研修を行っている 20 8 211 91 3 1 234 100

2-1-2 上記設問2-1-1に該当する研修に地震等緊急時に関する内容が含まれている 7 3 224 96 3 1 234 100

2-1-3 外国人研究者を支援する職員向けの地震等緊急時に特化した独立した研修を行っている 3 1 228 98 3 1 234 100

2-2-1 外国人研究者向けの研修を行っている 10 4 221 95 3 1 234 100

2-2-2 上記設問2-2-1に該当する研修に地震等緊急時に関する内容が含まれている 2 1 228 97 4 2 234 100

2-2-3 外国人研究者向けの地震等緊急時に特化した独立した研修を行っている 2 1 229 98 3 1 234 100

★2 上記設問に係る自由記述欄　（詳細後述） 回答数

2-1-1 外国人研究者を支援する職員向けの研修　（名称） 20

2-1-3 外国人研究者を支援する職員向けの地震等緊急時に特化した独立した研修　（名称） 3

2-2-1 外国人研究者向けの研修　（名称） 10

2-2-3 外国人研究者向けの地震等緊急時に特化した独立した研修　（名称） 2

★2　自由記述欄

19

3

9

2

有 無

2-2-3

項　　　　　目

外国人研究者向けの研修　（名称）

外国人研究者向けの地震等緊急時に特化した独立した研修　（名称）

2-1-1

外国人研究者を支援する職員向けの地震等緊急時に特化した独立した研修　（名称）

2-2-1

（1）入構時　オリエンテーション、日本語研修、　（2）英語研修、　（3）英会話研修、　（4）英会話研修、　（5）国際業務企画能力養成研修、業務英語能力向上研修、職員海外研修プロ
グラム等、　（6）職群固有スキル育成研修（国際関連業務スキル向上）、　（7）国際業務研修　外国人研究者受入業務、　（8）教職員のための夏期英語強化コース、　（9）（財）入管協
会での、在留資格等の申請取次研修を受講している。、　（10）～（15）自然科学研究機構国際共同研究支援研修、国際戦略本部による出張セミナー、　（16）事務職員英語研修、
（17）語学研修、事務職員の海外研修、国際業務トレーニング（入国管理局との情報交換会、異文化理解セミナー）、　（18）国際人材育成プログラム、職員英語研修等、　（19）語学研
修（海外研修を含む）、　（20）英会話研修

（1）防災訓練に準じる、　（2）防災非難訓練、　（3）防災対応説明会

合計整備中

（1）国際交流会館本館及びおうばく分館における避難訓練及び防災研究所地震部門教員による地震に関する講話、
（2）防災訓練（学園全体および英語授業で使用する講義棟利用教員対象）

←　有効回答数のみ

2-1-3

外国人研究者を支援する職員向けの研修　（名称）

（1）入構時　オリエンテーション、日本語研修、　（2）新規採用職員研修、　（3）Orientation & Lab. Tour、　（4）国際招へい共同研究事業オリエンテーション、　（5）バイオセーフティ講習
会、動物管理講習会、セキュリティ講習会、　（6）日本語コース、　（7）客員教員向けオリエンテーション、　（8）新入職員オリエンテーション（Orientation for newly arrived foreign
personnel in Wako)、　（9）新任教員向けガイダンス等、　（10）新任教員オリエンテーション（但し外国人教員限定ではない）



３．　研究者間のネットワークについて （ｎ＝234） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

3-1 従前の在籍外国人研究者を含めた連絡名簿を作成している 35 15 191 82 8 3 234 100

上記の補足率 実数 ％

10%以下 23 10

11～20％ 0 0

21～30％ 0 0

31～50％ 5 2

51％以上 21 9

不明（含：連絡名簿無） 185 79

無 整備中 合計

3-2

項　　　　　目
有



【回答結果】　

４．　具体的生活支援業務について

４－Ｘ－１．　各支援への対応・対処の程度 （n=234） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

4-1-1 入居のための住宅手配 43 18 87 37 44 19 60 26 234 100

4-2-1 電気、ガス、水道、電話の開設等の住居環境の整備 46 19 70 30 43 19 75 32 234 100

4-3-1 ビザ手続きへの支援 55 23 95 41 36 15 48 21 234 100

4-4-1 診療のための手配 21 9 67 28 61 26 85 37 234 100

4-5-1 自動車関連の手続き支援（運転免許取得・自動車の購入・保険等の手続き） 6 3 27 11 45 19 156 67 234 100

4-6-1 銀行関連の手続き支援（口座開設・クレジットカード申請・海外送金等の手続き） 19 8 66 28 44 19 105 45 234 100

4-7-1 子弟就学への手続き支援 9 4 36 15 51 22 138 59 234 100

4-8-1 日本語教育への支援 16 7 41 17 49 21 128 55 234 100

4-9-1 事故等緊急時の対応の支援 15 6 86 37 69 29 64 28 234 100

４－Ｘ－２．、４－Ｘ－３．　各支援の対応者 （n=234） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

4-1-2 入居ための主なる支援者 68 29 101 44 4 1 61 26 234 100

4-1-3 入居ための副なる支援者 80 34 64 27 6 3 84 36 234 100

4-2-2 住居環境の整備のための主なる支援者 65 28 81 35 4 1 84 36 234 100

4-2-3 住居環境の整備のための副なる支援者 63 27 65 27 4 2 102 44 234 100

4-3-2 ビザ手続きのための主なる支援者 94 40 71 31 3 1 66 28 234 100

4-3-3 ビザ手続きのための副なる支援者 69 29 82 35 2 1 81 35 234 100

4-4-2 診療手配のための主なる支援者 42 18 87 37 2 1 103 44 234 100

4-4-3 診療手配のための副なる支援者 57 25 65 27 2 1 110 47 234 100

4-5-2 自動車関係の手続きを行う主なる支援者 15 6 56 24 3 1 160 69 234 100

4-5-3 自動車関係の手続きを行う副なる支援者 22 9 62 27 2 1 148 63 234 100

4-6-2 銀行関連の主なる支援者 35 15 79 34 2 1 118 50 234 100

4-6-3 銀行関連の副なる支援者 45 19 68 28 1 1 120 52 234 100

4-7-2 子弟就学のための主なる支援者 26 11 53 23 2 1 153 65 234 100

4-7-3 子弟就学のための副なる支援者 30 13 59 25 1 1 144 61 234 100

4-8-2 日本語教育のための主なる支援者 54 23 45 19 4 2 131 56 234 100

4-8-3 日本語教育のための副なる支援者 33 13 57 25 3 1 141 61 234 100

4-9-2 事故等緊急時の主なる支援者 62 26 99 43 1 1 72 30 234 100

4-9-3 事故等緊急時の副なる支援者 75 32 72 30 0 0 87 38 234 100

※副なる支援者が存在しない機関においては、主なる支援者と同じ支援者を選択している

※設問4-Ｘ-1．において対処が「行われていない」場合、対応者は「研究者自ら」を選択

項　　　　　目

十分
行われている

必ずしも
十分でない

行われている

研究者自ら（含：友
人・ボランティア等）

合計

行われていない 合計

項　　　　　目

機関の
担当部局

ホスト
研究者/室

外部機関への
委任・委託



★4　自由記述欄　　（有効回答のみ）

35

53

4-7-3

4-8-3

子弟就学に関する具体的支援例

（1）　日本語クラス、　　（2）　国際交流センターで実施している日本語研修コース等の開放
（3）　留学生対象に開講している日本語講座に空きがあれば，研究者及びその家族の受講可
（4）　大学で雇用する日本語教師による講義／地域のボランティア団体による日本語教育
（5）　ホームページ等により情報提供を行う。、　　（6）　国際化推進センターでの日本語教育
（7）　留学生センターで開講している留学生向け「総合日本語」コースを外国人研究者も受講可能としている。
（8）　日本語カウンセリング（教員からの依頼ベースで実施）、　　（9）　国際交流センターによる日本語授業、　　(10） 外国人研究者が受講できる日本語授業の実施
(11)　学内で開講している留学生向けの日本語授業を受講可能、　　(12)　留学生センター「日本語コース」、　　(13)　国際交流アソシエイトによる日本語講習（毎週1回）
(14)　日本語補講の開設、　　(15)　初級日本語講座、　　(16)　外国人研究者から相談があれば対応する、　　(17)　留学生センターの日本語の授業を受けることができる。
(18)　外国人留学生向けに開講されている日本語補講の授業について、受講希望があれば担当教員に相談し、受講を認（途中で入力切れ）
(19)　産総研内で、外部の日本語学校による日本語研修を年2回行っている。、　　(20)　ボランティアグループによる日本語クラスを大学内の施設で実施している。
(21)　国際交流センター日本語授業を受講できる、　　(22)　留学生センターにて日本語課外補講（4月、10月）を行っている、　　(23)　外国人対象の日本語講座の開講
(24)　週に1回90分の日本語レッスンを行っている。、　　(25)　外国人留学生用の授業に参加可能、　　(26)　外国人研究者を対象とした週1回の日本語教室（無料）を実施
(27)　徳島県国際交流協会が実施している日本語講習会の案内、　　(28)　週に一度の日本語クラス
(29)　国際交流センターにて実施している日本語補講授業に参加することが可能、　　(30)　ボランティア講師が実施する日本語授業
(31)　留学生センターが開講している5週間プログラム、　　(32)　国際交流センター実施の留学生向け日本語コースへの参加
(33)　外国人留学生向けの日本語補講を実施しており，外国人研究者も受講可能である。、　　(34)　KEK Japanese Language Class
(35)　地域ボランティアグループによる日本語教室、　　(36)　毎週日本語教室を開催、　　(37)　日本語の授業を聴講できる、　　(38)　日本語研修の実施
(39)　外部団体の日本語講座の紹介等、　　(40)　機構内での「日本語クラス」の実施、　　(41)　日本語補講、
(42)　希望者は本学日本語教育センターの授業に参加可能（有料）。、
(43)　家族のための日本語クラスを設置，日本語・日本事情クラスへの聴講を可能としている。
(44)　留学生センターによる日本語プログラム、　　(45)　学内の日本語学習センターと連携し行っている、　　(46)　国際交流センター日本語授業の受講
(47)　日本語研修の紹介、　　(48)　一部のキャンパスにおいて、日本語補講を行っている。、
(49)　留学生向けの日本語補講への参加、ボランティアによる日本語授業
(50)　所在地の国際交流協会による「日本語講座」参加手続きに係る支援、　　(51)　日本語授業の聴講が可能、　　（52）全教員対象日本語講座（希望制・無料）
（53）　日本語教育センターによる日本語コース受講等

日本語教育のための具体的支援例

（1）　インターナショナルスクール説明会、見学会の実施及び学校案内・児童募集要項の配布等
（2）　市役所の担当窓口の紹介、　　（3）　小学校等への連絡・同行、　　（4）　学校への提出書類の作成等
（5）　保育園入園に係る必要書類の提出や自治体窓口の案内。、　　（6）　保育園入園手続き
（7）　受け入れ予定学校の担当者との折衝・コミュニケーションサポート、　　（8）　市の教育委員会や学校での通訳等
（9）　社会福祉法人峰陽会がキャンパス内に設置した宇都宮大学まなびの森保育園への入園で送迎がスムーズになった。
(10） つくば地域の学校、保育所等の情報提供と付き添い、　　(11)　教職員子女に対する減免の実施
(12)　幼稚園で研究者家族の面談に参加し、幼稚園からの配布物の翻訳や伝言を行っている。
(13)　書類等記入の際の手助け、　　(14)　受入教育機関選定の補助、入学手続き書類への記入補助
(15)　相談に応じ、近隣の施設を紹介、　　(16)　Edcation　Allowance、　　(17)　就学情報の提供、学校長への紹介及び帯同
(18)　保育園であれば、付設の保育園が完備されているので入園可能である。、　　(19)　付属の保育園あり
(20)　教育機関等利用手続き支援（随行含む。）、　　(21)　小学校・保育園入所手続きのサポート
(22)　教育ローンのサポート、　　(23)　情報提供、　　(24)　保育園の紹介、手続き支援等、　　(25)　入学の手続き
(26)　言葉や制度理解が十分でない外国人に代わって、区役所・保育園の担当者との仲介にあたっている。
(27)　学校・園・教育委員会への入学（園）手続きに同行、　　(28)　公的機関への手続き支援
(29)～（31)　在職証明書/各種証明書等/勤務証明書等　の発行（３件）
(32)～(35)　外国人研究者から相談があれば対応する（１件）、過去の事例なし（２件）、把握していない（１件）
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15

（1）　研究者に対してはホスト研究者・室で行っており、現状の把握はしていない。
（2）　受入外国人研究者の支援はホスト研究者（室）が行っており、どのような支援がなされているか把握していない。
（3）　本学と雇用関係のない外国人研究者に対し、宿舎費補助制度により、一定の都合で宿舎費を補助している。
（4）　受入研究室で対応している。
（5）　一般職員と同等に扱うため特別に規則を設置はしていない。
（6）　現在、外国人教員・研究者は受け入れていないが、当センター教員によるサポートは可能。
（7）　他大学が保有する宿舎への斡旋、入退去手続についてのみ職員係が行っている（機関保有の宿舎は無し）。
（8）　専任教員については外国籍に関らず通常教職員同様の扱い(支援)を行っている。
（9）　生活情報一般の提供（紙，ホームページ）
(10） 夜間休日における国際交流センター担当者への連絡手段の案内
(11)　その他，外国人に限った支援は特段おこなっていない。
(12)　機関担当者の緊急連絡先を各研究者に通知している。
(13)　外国人研究者として生活支援の対象者となる者が存在しない（ごく短期の招聘もしくは従前からの日本在住者）。
(14)　Web等による生活支援情報の紹介
(15)　希望に応じて、住宅の賃貸借契約における機関保証を行っている。

4-9-3

4-10

（1）　OISTヘルプラインの設置　24時間体制、　　（2）　診察，入院の手配，親族への連絡、　　（3）　ホスト研究者による安否確認
（4）　他の職員に準じて行うが、特別には設定していない。、　　（5）　国内での事故等が生じた際には、ホスト研究者が第一連絡先となり、支援対応する。
（6）　緊急時の連絡先の案内、　　（7）　神戸大学危機管理マニュアルに基づき、支援を行う、　　（8）　電話対応、病院への付き添い等
（9）　緊急連絡網にそって、関係機関に連絡（施設事故時の対応）、　　(10） 緊急連絡網による対応
(11)　体調不良による病院への緊急搬送時に、ホスト研究者等が同行し、病院及び大学との連絡調整を行った。、　　(12)　労働者災害補償給付金の申請等
(13)　労働者災害補償給付金の申請等、　　(14)　安否・所在確認、　　(15)　連絡網あるいは安否確認システムの導入、　　(16)　学内関係部局との連絡調整
(17)　東日本大震災発生時の炊き出し支援、行政と連携した食糧提供支援
(18)　メーリングリスト・電話連絡により緊急時に情報提供出来る体制を作っている
(19)　携帯電話とeメールアドレスを伝えてあり、何かあれば連絡できるようになっている。、　　(20)　保健管理センターの利用
(21)　必要な場合は救急車の手配、事故現場での関係機関への連絡調整、事故後の連絡調整、　　(22)　危機管理に関する要領に基づき対応
(23)　担当課（組織マネジメント課）において対応、　　(24)　急病の際は近くの医者に連れていく、　　(25)　関係各所への確認および連絡、家族への連絡等
(26)　労災の適用手続き、　　(27)　被害に遭った者がある場合はその付き添い、安否確認、家族への連絡等
(28)　県・市等の国際交流機関との連携による通訳の派遣
(29)　病気などであれば、附属の病院が隣接しているので問題は無い。さらに、警察署も隣接しておりすぐに対応可能。
(30)　一時帰国に係わる支援、、　　(31)　危機管理マニュアルに沿って対応する。、　　(32)　休日夜間を含む担当部局への連絡先の確保
(33)　事故等発生時の情報収集、関係先への連絡、その他サポート、　　(34)　病院への帯同（通訳等）、　　(35)　病院への同行等
(36)　病院・警察等関係各所への連絡・手配、　　(37)　病院等への付き添い、会話の補助等
(38)　体調が急変し倒れた研究員に宿舎スタッフが救急車を手配し、国際課は家族を呼び寄せるために査証を緊急手配
(39)　所属講座の緊急連絡網を作成している。、　　(40)　救急車手配、入院手続、通院サポート等、　　(41)　病院等への引率を行っている
(42)　連絡先を把握し，安否確認を行う。、　　(43)　緊急時の連絡先の確保、　　(44)　警察署・病院・その他の行政機関への対応
(45)　保健管理センターとの連携、　(46)　「緊急連絡先届」の提出を義務付けている、　　(47)　緊急連絡網、　　(48)　救急車の手配等、　　（49）、（50）　通訳（２件）

事故等緊急時の具体的支援例

その他支援について（自由記述）



【回答結果】　

５．　外国人研究者家族の教育について （ｎ＝234） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

5-1 機関が紹介できる子弟のためのＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｈｏｏｌや外国人の子弟を受入れる学校がある 17 8 193 82 24 10 234 100

★5　自由記述欄 回答数

機関が紹介できる子弟のためのＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｈｏｏｌや外国人の子弟を受入れる学校の名称（代表例） 17

６．　外国人研究者用宿舎の整備状況について （ｎ＝234） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

6-1-1 保有宿舎の有無 136 58 96 41 2 1 234 100

6-1-2 保有ではない借り上げ（賃貸）宿舎の有無 45 18 187 81 2 1 234 100

6-2 保有宿舎がある場合、外国人専用の宿舎がある 78 33 154 66 2 1 234 100

6-3 外国人専用および外国人/日本人共用の保有建物数

6-4 外国人専用および外国人/日本人共用の保有部屋数

有

11467

←　有効回答数のみ

保有数合計

699

合計

無

無
項　　　　　目

項　　　　　目

回答機関数

有

126

（1）　AMICUS International
（2）　上ケ原小学校
（3）　福岡インターナショナルスクール
（4）　外国人研究者宿舎の地区の公立小・中学校、同志社インターナショナルスクール
（5）　つくば市立小学校
（6）　つくばインターナショナルスクール
（7）　本学　（私立大学）
（8）　つくばインターナショナルスクール
（9）　Doshisha International School,Kyoto
（10） 徳島文理幼稚園、徳島文理小学校、徳島文理中学校、徳島文理高等学校
（11） 公立小・中学校
（12） 南山国際高等・中学校
（13） 本学の附属学校
（14） つくばインターナショナルスクール
（15） Hiroshima International School
（16） 本学付属高等学校・中学校・幼稚園・保育園
（17） ニューインターナショナルスクール（東池袋）、清泉インターナショナル（用賀）現在通学実績（2011）

不明

整備中 合計

←未回答機関有

128



【回答結果】　

７．地震等の緊急時対応について（東日本大震災で被害を受けた機関においては、問題の発生した事象について）

７－１．　外国人研究者が居住する住居の安全及び機能の維持に関する問題の有無について （ｎ＝234） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

7-1-1 外国人研究者や家族の安否確認 84 36 93 40 57 24 234 100

7-1-2 宿舎建物や家具等諸設備の物損 29 13 125 53 80 34 234 100

7-1-3 水道 26 11 126 54 82 35 234 100

7-1-4 下水 23 10 128 54 83 36 234 100

7-1-5 電気 29 13 125 53 80 34 234 100

7-1-6 ガス 29 13 125 53 80 34 234 100

7-1-7 電話 25 11 127 54 82 35 234 100

7-1-8 宿舎エレベーター 14 6 147 63 73 31 234 100

7-1-9 飲料水等諸物資の貯蔵 29 13 114 48 91 39 234 100

回答数

7-1-10 その他 13

項　　　　　目

★7-1　自由記述欄

（1）　安否確認は本人について行った。
（2）　外国人研究者だけを特別にサポートしていないため答えようがない。
（3）　受入研究室で対応している
（4）　日本人研究者と同様に扱うため外国人研究者のみの対応は無い。
（5）　防犯カメラの設置、チューター（日本人）の配置
（6）　現在、学内ＰＴ及び事務局各課において、上記取扱いを検討している。
（7）　多少なりとも問題が発生したと思われますが、特に個別報告は受けておりませんので把握しておりません。
（8）　電話・メールでの安否確認を行った。
（9）　安否確認も遅滞なくでき、めだった宿舎の損傷もなかった。

問題有 問題無 不明 合計

←　有効回答数のみ



７－２．　研究者への地震等災害時における情報伝達の手段と経路について （ｎ＝234） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

7-2-1 地震等災害時における情報に関する意思決定者 173 74 42 18 19 8 234 100

7-2-2 地震等災害時における外国人研究者に対する情報伝達責任者 129 55 81 35 24 10 234 100

★ 上記設問（7-2-1、7-2-2）に係る自由記述欄（詳細後述） 回答数

7-2-1 地震等災害時における情報に関する意思決定者 173

7-2-2 地震等災害時における外国人研究者に対する情報伝達責任者 129

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

7-2-3 宿舎などの合同住宅居住者に対する外国語による連絡手段 109 47 94 40 31 13 234 100

7-2-4 民間アパートなどの分散居住者に対する外国語による連絡手段 94 40 100 43 40 17 234 100

★ 上記設問（7-2-3、7-2-4）が有の場合の連絡手段（複数選択可）（詳細後述）
館内
放送

インター
ネット

電話
携帯
電話

説明会
の開催

告知板
個別
訪問

その他

7-2-3 宿舎などの合同住宅居住者に対する外国語による連絡手段が有る場合 16 57 59 64 9 42 41 13

7-2-4 民間アパートなどの分散居住者に対する外国語による連絡手段が有る場合 1 53 58 75 5 7 5 13

★ 上記設問（7-2-3、7-2-4）が有で“その他”の連絡手段（自由記述） 回答数

7-2-3 宿舎などの合同住宅居住者に対する外国語によるその他の連絡手段（その他の手段） 13

7-2-4 民間アパートなどの分散居住者に対する外国語によるその他の連絡手段（その他の手段） 13

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

7-2-5 地域における外国人研究者に対する地震等の緊急時対応について 29 12 103 44 102 44 234 100

★ 上記設問（7-2-5）が有の場合の対応者（複数選択可）（詳細後述） 自治体
ボラン
ティア

その他

7-2-5 地域における外国人研究者に対する地震等の緊急時対応について 24 7 6

★ 上記設問（7-2-5）が有で“その他”の対応者（自由記述）（詳細後述） 回答数

7-2-5 地域における外国人研究者に対する地震等の緊急時対応について（その他の対応者） 6

←　有効回答数のみ

←　有効回答数のみ

←　有効回答数のみ

有 無 不明 合計

合計

項　　　　　目

有 無 不明

いる いない 検討中 合計



★7-2　自由記述欄

173

129

13

13

6

7-2-4 民間アパートなどの分散居住者に対する外国語によるその他の連絡手段（その他の手段）

（1）　各ホスト研究者による、　　（2）～（4）　メール×４機関、　　（5）　ホスト研究室から連絡、　　（6）（7）　安否確認システム×２機関、　　（8）　ホスト研究者による個別連絡、
（9）　所属学部毎で設定、　　（10）　緊急連絡網、　　（11）　受入教員または受入部局担当係から適宜の方法による、　　（12）　ホスト研究者・室経由による連絡

7-2-5 地域における外国人研究者に対する地震等の緊急時対応について、その他の対応者

（1）　高知県国際交流協会、南国市国際交流協会、　　（2）　不明の場合もあり、　　（3）　全学的な緊急事態対策本部の対応に基づくことになる
（4）　国際交流会館の地元自治組織、　　（5）　民間アパート管理会社、民間アパート家主、
（6）　富山市では地震発生を想定した防災訓練を外国人も交えて行っている。訓練には災害語学ボランティア（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語）による通訳訓練も行っている。

ホスト研究チームリーダー、　　ホスト研究者×７、　　リスク管理担当理事、　　運営基盤管理部総務担当部長、　　外国人教員は国際交流グループ長＋外国人研究員は受入教授、
各学部事務（部）長、　　各研究所長もしくは学科長、　　各所属長×１５、　　各部局/部署長×２、　　学術国際部国際企画課長、　　学生・総務担当理事、
学長×２０、　　学長（災害対策本部）、　　学長・理事長、　　学内で調整中、　　学部長×２、　　学部長・ホスト研究者、　　学部長又はセンター長、　　学務部長、　　幹事
管理課長、　　観測所長、　　危機管理対策本部長、　　危機対策を担当する理事又は副学長、　　危機対策本部長（学長）、　　基礎英語教育センター所長、　　機構長、
技術課長、　　教務部長、　　業務管理課長、
緊急事態対策本部下の連絡網に沿って当該所属学部・研究室担当部署から情報伝達される。
研究支援課長、　　研究支援部国際課長、　　研究室教授・各学部事務長等、　　国際センター事務室事務長、　　国際センター長、　　国際課長、
国際課長、　　国際企画課長、　　国際企画室長、　　国際教育・協力センター長、　　国際教育センター課長、　　国際交流センター事務課課長、　　国際交流センター長×２、
国際交流チーム主査、　　国際交流推進機構長、　　国際部長、　　事務局長×５、　　事務係長、　　事務長、　　自衛消防隊教育・研究災害対策室長、
所属部署責任者（講座主任教授など）、　　所長、　　所長（災害警戒本部長）、　　庶務係長、
情報の内容（重要度）により学長/副学長/事務局長/他担当部局長
組織マネジメント課長、　　総務・人事課、　　総務課長×２、　　総務担当理事、　　総務部長×２、　　総務予算課長、　　担当ユニット長、　　担当部門長、　　担当理事、
大学災害対策本部長(学長)、　　部局の判断による、　　部局長、　　部門長、　　副学長（危機管理担当）、　　副学長（戦略担当）、　　副事務局長、
防災業務（対応）マニュアルでの監督・責任者、　　本人の上司、　　明文化していない、　　理事（研究担当）、　　理事（自衛消防隊長）、　　理事長、　　領域長、　災害対策本部長

7-2-3 宿舎などの合同住宅居住者に対する外国語によるその他の連絡手段（その他の手段）

（1）（2）　安否確認システム×２機関、　　（3）　ホスト研究室から連絡、　　（4）　手紙、　　（5）　所属講座を経由した学内便・内線電話による通知、　　（6）　緊急連絡網、
（7）　受入教員または受入部局担当係から適宜の方法による、　　（8）　非常時の注意書きを全員に配布する、　　（9）（10）　メール×２機関、　　（11）　宿舎管理担当職員による連絡
（12）　ホスト研究者・室経由による連絡、　　（13）　一斉メール送信

7-2-1 地震等災害時における情報に関する意思決定者

ホスト研究者×２、　　安全委員長、　　岡崎3機関防火防災管理体制担当責任所長、　　各研究所長、　　各受入担当部署の長、　　学園長、　　学長×96、
学長（防災対策本部長）、　　学長・学部長、　　学長・理事長×２、　　学内で調整中、　　学部長、　　学部長・事業所長等、　　幹事、　　看護学部長、　　管理課長、　　管理本部長、
観測所長、　　危機管理室長×３、　　危機管理対策本部長、　　危機管理担当理事・副学長、　　危機対策を担当する理事又は副学長、　　危機対策本部長（学長）
機構長、　　研究所長、　　国際課長、　　国際交流センター長×３、　　国際交流委員会委員長、　　災害対策統括本部長（総長）、　　災害対策本部長×３、　　災害対策本部長（理事
長）
事務局長×８、　　塾長・常任理事、　　所属長、　　所長×５、　　所長（災害警戒本部長）、　　情報の内容（重要度）により学長/副学長/事務局長/他担当部局長、
全学的な緊急事態対策本部での意思決定者としては学長、　　全学的な合議によって決定する、　　総合安全委員会委員長、　　総長・理事（リスクマネジメント）、
総務ユニット長、　　総務課長×２、　　総務財務室長、　　総務担当副学長、　　総務担当理事、　　総務部長×３、　　総務本部長、　　総務予算課長、
大学災害対策本部長(学長)、　　担当ユニット長、　　富山大学危機対策本部長（学長）、　　部局の判断による、　　部門長、　　副学長（危機管理担当）、　　防火・防災管理者
明文化していない、　　理事（自衛消防隊長）、　　理事・副学長、　　理事長×30、　　理事長あるいは理事、　　副学長、　災害対策本部長

7-2-2 地震等災害時における外国人研究者に対する情報伝達責任者



７－３．　2011年3月11日発生の東日本大震災で被害を受けた機関の当時の状況について （ｎ＝51） ％：小数点以下四捨五入/端数調整

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

7-3-1-1 緊急時対応は今回の震災で十分機能したか 24 48 27 52 0 0 51 100

7-3-1-2 緊急時対応として、特に震災等の情報伝達に関し、十分機能したか 22 45 28 55 0 0 50 100

安否
確認

物資
配給

特に
なし

その他

7-3-2 宿舎などの合同住宅居住者に対し、今回の震災で行われた事項（複数選択可） 30 5 17 4

7-3-4 民間アパートなどの分散居住者に対し、今回の震災で行われた事項（複数選択可） 29 2 19 3

★7-3　自由記述欄　（有効回答のみ）

3

12

2

11

（1）　電話等不通時の代替連絡手段の未検討。
（2）　留守及び電力消失による携帯電話等の使用不能のために、初期の安否確認等に遅れが生じた。
（3）　本人とタイムリーに連絡が取れない事が多くありました。
（4）　とくに把握していない。
（5）　携帯電話が、なかなか通じなかった。
（6）　個人情報の保護により居住場所が不明であったこと。
（7）　本学研究員宿舎にいない研究員との連絡はそれ以外に比べ取りにくかったた。
（8）　市町村が中心で情報伝達すべき。
（9）　マニュアルが整備されておらず、対応すべき内容や手順が不明確だったため、対応が十分ではなかった。
（10） 情報伝達経路がホスト研究者からに限られており、情報の正確性に不安を感じる者もいたこと。
（11） 正確かつ迅速な情報収集と伝達方法・手段について

民間アパートなどの分散居住者に対する情報伝達の緊急時対応に関して、今回の震災でみられた問題点

7-3-2

7-3-4

7-3-3

7-3-5

民間アパートなどの分散居住者に対し、今回の震災で行われた、その他の連絡手段

（1）　非常用物品が常備されていない
（2）　留守及び電力消失による携帯電話等使用不能のために、初期の安否確認等に遅れが生じた。
（3）　発生時、いずれも学内にいたため口頭による情報伝達はできたが、帰宅に関する指示が不十分だった。
（4）　事務室には館内放送により情報が入るが、居室には放送が流れない。
（5）　携帯電話が、なかなか通じなかった。
（6）　停電のため情報を十分に得ることができず情報が錯綜した。
（7）　きちんとした退去手続きをせず、帰国してしまった研究員の荷物や家賃の処理問題が残った。
（8）　市町村が中心で情報伝達すべき。
（9）　大学の情報発信内容(日本語)が決定された後に英訳作業を行うので、情報発信までに時間がかかった。
（10）　マニュアルが整備されておらず、対応すべき内容や手順が不明確だったため、対応が十分ではなかった。
（11）　宿舎利用者の正確な人員数と連絡網が不備だった。
（12）　正確かつ迅速な情報収集と伝達方法・手段について

宿舎などの合同住宅居住者に対する情報伝達の緊急時対応に関して、今回の震災でみられた問題点

（1）　大学のホームページに英語による計画停電や原発事故の情報提供を行った。
（2）　震災時に居住者がいなかった。　　　（3）　部署によっては安否確認したところもあり。

合計
項　　　　　目

機能した 十分ではなかった 機能しなかった

（1）　大学のホームページで英語による計画停電や原発事故について情報提供を行った。
（2）　不明

宿舎などの合同住宅居住者に対し、今回の震災で行われた、その他の連絡手段

震災情報・対応の
外国語による伝達

15

8



【回答結果】　

８．　外国人研究者受入れ促進のために努力されている具体的方策や地震等災害時の情報伝達に関する自由記述欄

有効回答記載機関数　：　31

コ　メ　ン　ト 属　　　性

1 外国人研究者や留学生の受入体制を整備するため、職員宿舎の一部を転用して、家族用居室（1室）、単身用居室（6室）及び談話室を設けた国際交流センターを設置した。 国公立大学

2
外国人研究者に特化した防災マニュアル等は作成していない。
仮に、災害が発生した場合の外国人研究者対応は、本学の危機管理に係る組織、規則、マニュアル等に準じた対応となることを想定している。

国公立大学

3 東日本大震災発生時への対応を踏まえ、英語・中国語・韓国語版の地震・防災マニュアルを作成して配布した。 国公立大学

4 日本学術振興会の事業等に申請し、幅広く受入れを行うようにしている。 国公立大学

5 募集・採用にかかる文書を英語化している。 国公立大学

6 日本学術振興会等公募があれば、電子メール等により教員へ通知している。来日時に防災マニュアルの案内をしている。 国公立大学

7 学内文書英文化 国公立大学

8 国際交流会館の一部を外国人研究者向けに提供している。 国公立大学

9 年度計画に基づいて海外の交流協定締結校を拡充している。 国公立大学

10 個別対応ではなく、組織的な対応の外国人研究者支援制度を学内で構築予定。 国公立大学

11 これまでは、留学生への災害時対応を中心に考えてきたが、これと同時に研究者等への対応も同じ枠組みの中で考えていきたい。 国公立大学

12 外国人研究者用ハンドブック、HPによる情報提供の促進等 国公立大学

13 HP上での多言語による情報発信 国公立大学

14 2012年4月から大学が保有する宿舎を確保予定のため、今後緊急時においてもより迅速に対応ができる体制が築かれる。 私立大学

15 電話による確認が不自由にになることを考慮して、伝達方法は複数準備すべきである。 私立大学

16 ポスト・ドクターの宿舎として学生寮（男子・女子各1棟）を利用。利用できる室数：男子 空室、女子 2室 私立大学

17 外国人教員に関しては各学部に所属という形態であり、一括した相談窓口が存在していない。 私立大学

18 国際学術フォーラムを開催し、外国人研究者のネットワーク作りに取り組んでいる。 私立大学

19

本学では教職員として採用される外国人研究者と招へい研究者等では対応が異なるため、回答については、人数の多い「教職員」を対象とした。教職員として採用された外国人研究者
は、日本人の教職員と同様の扱いとなり、外国人研究者用の特別な措置は講じていない。但し、招へい研究者（約1週間から1年間滞在）については、国際交流センターが窓口となり、査
証手続き、本学宿舎の無償貸与、診療の手配、銀行関連手続き、日本語教育への支援、事故等緊急時支援等を行っている。なお、東日本大震災においては、各教室への安否確認及び
宿舎の点検を行った。

私立大学

20 大学ホームページの充実や、海外における教育学会への出席など。 私立大学

21
事務としては対応していない。
教員が相談されれば対応しているが、現在受入れている外国人研究者は日本での勤務先がある方が多数。特に生活支援等はおこなっていない。

私立大学

22 当所は国立研究機関なので、研究交流やJICA等研修でしか受け入れないため、力を入れていない。 国立研究機関

23 災害時の情報提供、生活支援のあり方について検討する必要がある。 独立行政法人

24 英語による情報発信の充実や、外国人研究者同士の交流の機会の提供、外国人研究者からの要望の把握等。 独立行政法人

25 各種規程・様式等の英文化 独立行政法人

26 国際拠点化推進委員会の設置による各種課題の検討 独立行政法人

27 「外国人研究者を支援する職員向けの地震等緊急時に特化した独立のマニュアル」については一部整備中の部署あり。 独立行政法人

28 防災対策マニュアル整備中（2011年12月制作予定） その他

29
当法人には外国人研究者の受け入れ実績がなく、満足に回答できない。今後受け入れる可能性がある際には労務上の観点から事務局と研究者が共同でマニュアルを整備し、災害時対
策を踏まえたマニュアルを作成したのちに受け入れることになる。

その他

30 現在のところ外国人はもとより日本人の常時雇用の募集はない。原子力安全研究協会の「原子力研究交流事業」による外国人研究者のみ受入れ。 その他

31 緊急時における言語コミュニケーションの在り方 国公立大学



























































機関アンケートB　：　大学・研究機関等における全学・機関的な外国人研究者受入に関する調査

貴機関在勤中の外国人教員、研究員の生活環境全般にわたる支援の状況についてお伺いします。

（外国人教員、研究員とは、専任、非常勤、客員、訪問等　外国人教員、研究員全体を対象とします。留学生、研修生は含みません。）

A．属性※ ○国公立大学　　　○私立大学　　　○独立行政法人　　　○大学共同利用機関　　　○国立研究機関　　　○その他

B．大学・研究機関名※［

C．所属組織名※ ［

D．回答者名※ ［

［

○いる（→回答者情報Hへ）　　　　　　　　○いない（→回答者情報Gへ）

○有　　　　　　　　○無

半角→ ［　　　　］　人　　

【アンケート】　該当もしくは一番現況に近いと思われるところを選択し、“有”の場合は名称等をご記入ください。

１．外国人研究者の生活環境面での支援について

1-1 外国人研究者の支援のため、一括的相談窓口となるワンストップセンターを設置している

1 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

2 ［名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 ［設置年度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1-2-1 外国人研究者を支援する職員向けのマニュアルを整備している

4 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

5 ［名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6 ［最新作成年度：　　　　　　　

1-2-2 上記設問1-2-1に該当するマニュアルに地震等緊急時に関する内容が含まれている

7 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

1-2-3 外国人研究者を支援する職員向けの地震等緊急時に特化した独立のマニュアルを整備している

8 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

9 ［独立のマニュアル名称：　　　　　　　　　　　　　

10 ［最新作成年度：　　　　　　　

1-3-1 外国人研究者向けのハンドブックまたはホームページを整備している

11 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

12 ［最新作成年度：　　　　　　　

1-3-2 上記設問1-3-1に該当するハンドブックまたはホームページに地震等緊急時に関する内容が含まれている

13 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

1-3-3 外国人研究者向けの地震等緊急時に特化した独立のハンドブックまたはホームページを整備している

14 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

15 ［独立のハンドブックまたはホームページの名称：　　

16 ［最新作成年度：　　　　　　　

1-4 機関内の人事、組織、研究手続き等の事務的資料は外国語に翻訳されている

17 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

18 ［翻訳資料の名称：　　　　　　　　　

２．研修等について

2-1-1 外国人研究者を支援する職員向けの研修を行っている

19 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

20 ［名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2-1-2 上記設問2-1-1に該当する研修に地震等緊急時に関する内容が含まれている

21 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

2-1-3 外国人研究者を支援する職員向けの地震等緊急時に特化した独立した研修を行っている

22 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

23 ［独立した研修の名称：　　

2-2-1 外国人研究者向けの研修を行っている

24 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

25 ［名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2-2-2 上記設問2-2-1に該当する研修に地震等緊急時に関する内容が含まれている

26 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

2-2-3 外国人研究者向けの地震等緊急時に特化した独立した研修を行っている

27 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

28 ［独立した研修の名称：　　

３．研究者間のネットワークについて

3-1 従前の在籍外国人研究者を含めた連絡名簿を作成している

29 ○　有　　　　○　無　　　○　整備中

3-2 上記の捕捉率

30 ○　10％以下　　　○　11-20％　　　○　21-30％　　　○　31-50％　　　○　51％以上　　　○　不詳

【回答者情報】　（※必須）

E．ご回答者の所属組織が実際の生活支援担当部局と異なる場合は生活支援のご担当部局名　(代表例で結構です）：

H．受入外国人研究者数　（アンケートご回答時の在籍研究者数）※

F．受入外国人研究者の有無　（アンケートご回答時の在籍研究者の有無）※

G．（外国人研究者が現在在籍していない機関について）過去の受入外国人研究者の受入実績



４．具体的生活支援業務について

4-1-1 入居のための住宅手配

31 ○十分行われている　　　○行われている　　　○必ずしも十分でない　　　○行われていない

4-1-2 入居のための主なる支援者

32 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-1-3 入居のための（いる場合）副なる支援者

33 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-2-1 電気、ガス、水道、電話の開設等の住居環境の整備

34 ○十分行われている　　　○行われている　　　○必ずしも十分でない　　　○行われていない

4-2-2 住居環境の整備のための主なる支援者

35 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-2-3 住居環境の整備のための（いる場合）副なる支援者

36 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-3-1 ビザ手続きへの支援

37 ○十分行われている　　　○行われている　　　○必ずしも十分でない　　　○行われていない

4-3-2 ビザ手続きのための主なる支援者

38 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-3-3 ビザ手続きのための（いる場合）副なる支援者

39 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-4-1 診療のための手配

40 ○十分行われている　　　○行われている　　　○必ずしも十分でない　　　○行われていない

4-4-2 診療手配のための主なる支援者

41 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-4-3 診療手配のための（いる場合）副なる支援者

42 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-5-1 自動車関連の手続き支援（運転免許取得・自動車の購入・保険等の手続き）

43 ○十分行われている　　　○行われている　　　○必ずしも十分でない　　　○行われていない

4-5-2 自動車関係の手続きを行う主なる支援者

44 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-5-3 自動車関係の手続きを行う（いる場合）副なる支援者

45 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-6-1 銀行関連の手続き支援　（口座開設・クレジットカード申請・海外送金等の手続き）

46 ○十分行われている　　　○行われている　　　○必ずしも十分でない　　　○行われていない

4-6-2 銀行関連の主なる支援者

47 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-6-3 銀行関連の（いる場合）副なる支援者

48 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-7-1 子弟就学への手続き支援

49 ○十分行われている　　　○行われている　　　○必ずしも十分でない　　　○行われていない

4-7-2 子弟就学のための主なる支援者

50 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-7-3 子弟就学のための（いる場合）副なる支援者

51 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

52 具体的な支援例　［

4-8-1 日本語教育への支援

53 ○十分行われている　　　○行われている　　　○必ずしも十分でない　　　○行われていない

4-8-2 日本語教育のための主なる支援者

54 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-8-3 日本語教育のための（いる場合）副なる支援者

55 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

56 具体的な支援例　［

4-9-1 事故等緊急時の対応の支援

57 ○十分行われている　　　○行われている　　　○必ずしも十分でない　　　○行われていない

4-9-2 事故等緊急時の主なる支援者

58 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

4-9-3 事故等緊急時の（いる場合）副なる支援者

59 ○機関の担当部局　　　○ホスト研究者/室　　　○外部機関への委任・委託　　　○研究者自ら（含：友人・ボランティア等)

60 具体的な支援例　［

4-10 その他支援について（自由記述）

61 ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５．外国人研究者家族の教育について

5-1 機関が紹介できる子弟のためのInternational Schoolや外国人の子弟を受け入れる学校がある

62 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

63 ［名称（代表例）：　　　　　　　　　　　　

６．外国人研究者用宿舎の整備状況について

6-1-1 保有宿舎の有無

64 ○　有　　　　○　無　　　　　○　整備中

6-1-2 保有ではない借り上げ（賃貸）宿舎の有無

65 ○　有　　　　○　無　　　　　○　整備中

6-2 保有宿舎がある場合、外国人専用の宿舎がある

66 ○　有　　　　○　無　　　　　○　整備中　　　

6-3 外国人専用および外国人/日本人共用の保有建物数

67 ［　　　　　　］　棟

6-4 外国人専用および外国人/日本人共用の保有部屋数

68 ［　　　　　　］　部屋



７．地震等の緊急時対応についてお伺いします（東日本大震災で被害を受けた機関におかれては、問題の発生した事象についてご回答ください。）

7-1　外国人研究者が居住する住居の安全及び機能の維持に関する問題の有無について

7-1-1 外国人研究者や家族の安否確認

69 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

7-1-2 宿舎建物や家具等諸設備の物損

70 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

7-1-3 水道

71 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

7-1-4 下水

72 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

7-1-5 電気

73 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

7-1-6 ガス

74 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

7-1-7 電話

75 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

7-1-8 宿舎エレベーター

76 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

7-1-9 飲料水等諸物資の貯蔵

77 ○　有　　　　○　無　　　○　不明

7-1-10 その他

78 ［

７-2　研究者への地震等災害時における情報伝達の手段と経路について

7-2-1 地震等災害時における情報に関する意思決定者

79 ○　いる　　　　○　いない　　　　○検討中

※意思決定者の職名：　

80 ［

7-2-2 地震等災害時における外国人研究者に対する情報伝達責任者

81 ○　いる　　　　○　いない　　　　○検討中

※情報伝達責任者の職名：　　　

82 ［

7-2-3 宿舎などの合同住宅居住者に対する外国語による連絡手段

83 ○　有　　　　　○　無　　　　　○　不明

※有の場合の連絡手段（複数回答可）

84
□館内放送　　　□インターネット　　　□電話　　　□携帯電話　　□説明会の開催　　　　□告知板
□管理人等の個別訪問　　　　□その他［

7-2-4 民間アパートなどの分散居住者に対する外国語による連絡手段

85 ○　有　　　　　○　無　　　　　○　不明

※有の場合の連絡手段（複数回答可）

86
□館内放送　　　□インターネット　　　□電話　　　□携帯電話　　□説明会の開催　　　　□告知板
□管理人等の個別訪問　　　　□その他［

7-2-5 地域における外国人研究者に対する地震等の緊急時対応について

87 ○　有　　　　　○　無　　　　　○　不明

※有の場合の対応者（複数回答可）
88 □自治体　　　□ボランティア　　　　□その他［

7-3　2011年3月11日発生の東日本大震災で被害を受けた場合は、下記設問にご回答ください（該当されない機関は無回答で結構です）。

7-3-1-1 緊急時対応は今回の震災で十分機能しましたか

89 ○機能した　　　　○十分ではなかった　　　　○機能しなかった

7-3-1-2 緊急時対応として特に震災等の情報伝達に関し、十分機能しましたか

90 ○機能した　　　　○十分ではなかった　　　　○機能しなかった

7-3-2 宿舎などの合同住宅居住者に対し、今回の震災で行われた事項

91
○安否確認　　　○震災情報・対応の外国語による伝達　　　○物資配給　　　○特になし
○その他　［

7-3-3 宿舎などの合同住宅居住者に対する情報伝達の緊急時対応に関して、今回の震災でみられた問題点

92 ［

7-3-4 民間アパートなどの分散居住者に対し、今回の震災で行われた事項

93
○安否確認　　　○震災情報・対応の外国語による伝達　　　○物資配給　　　○特になし
○その他　［

7-3-5 民間アパートなどの分散居住者に対する情報伝達の緊急時対応に関して、今回の震災でみられた問題点

94 ［

＊外国人研究者受入れ促進のために努力されている具体的方策や地震等災害時の情報伝達に関し、お気づきのことがあれば自由にご記述ください。

95 　　 ［　
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